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Ａ . 　 工 事 概 要Ａ . 　 工 事 概 要Ａ . 　 工 事 概 要Ａ . 　 工 事 概 要Ａ . 　 工 事 概 要Ａ . 　 工 事 概 要Ａ . 　 工 事 概 要

１．工事名称１．工事名称１．工事名称１．工事名称１．工事名称１．工事名称１．工事名称

２．主要用途２．主要用途２．主要用途２．主要用途２．主要用途２．主要用途２．主要用途

３．工事種別３．工事種別３．工事種別３．工事種別３．工事種別３．工事種別３．工事種別

４．工事場所４．工事場所４．工事場所４．工事場所４．工事場所４．工事場所４．工事場所

Ｂ . 　 工 事 仕 様 書Ｂ . 　 工 事 仕 様 書Ｂ .　 工 事 仕 様 書Ｂ .　 工 事 仕 様 書Ｂ .　 工 事 仕 様 書Ｂ .　 工 事 仕 様 書Ｂ .　 工 事 仕 様 書

１．一般仕様１．一般仕様１．一般仕様１．一般仕様１．一般仕様１．一般仕様１．一般仕様 １）新設工事共通仕様書（Ａ．７　工事種目において新設・増設一式とあるもの）１）新設工事共通仕様書（Ａ．７　工事種目において新設・増設一式とあるもの）１）新設工事共通仕様書（Ａ．７　工事種目において新設・増設一式とあるもの）１）新設工事共通仕様書（Ａ．７　工事種目において新設・増設一式とあるもの）１）新設工事共通仕様書（Ａ．７　工事種目において新設・増設一式とあるもの）１）新設工事共通仕様書（Ａ．７　工事種目において新設・増設一式とあるもの）１）新設工事共通仕様書（Ａ．７　工事種目において新設・増設一式とあるもの）

　（１）特記仕様、図面及び現場説明書（現場説明に対する質問回答書を含む）に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部　（１）特記仕様、図面及び現場説明書（現場説明に対する質問回答書を含む）に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部　（１）特記仕様、図面及び現場説明書（現場説明に対する質問回答書を含む）に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部　（１）特記仕様、図面及び現場説明書（現場説明に対する質問回答書を含む）に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部　（１）特記仕様、図面及び現場説明書（現場説明に対する質問回答書を含む）に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部　（１）特記仕様、図面及び現場説明書（現場説明に対する質問回答書を含む）に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部　（１）特記仕様、図面及び現場説明書（現場説明に対する質問回答書を含む）に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部

　　　　監修の公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）(令和4年版）及び公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（令和4年版）による。　　　　監修の公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）(令和4年版）及び公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（令和4年版）による。　　　　監修の公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）(令和4年版）及び公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（令和4年版）による。　　　　監修の公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）(令和4年版）及び公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（令和4年版）による。　　　　監修の公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）(令和4年版）及び公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（令和4年版）による。　　　　監修の公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）(令和4年版）及び公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（令和4年版）による。　　　　監修の公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）(令和4年版）及び公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（令和4年版）による。

　（２）機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事の仕様書を適用する。　（２）機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事の仕様書を適用する。　（２）機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事の仕様書を適用する。　（２）機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事の仕様書を適用する。　（２）機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事の仕様書を適用する。　（２）機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事の仕様書を適用する。　（２）機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事の仕様書を適用する。

２）改修工事共通仕様書（Ａ.７　工事種目において改修・撤去一式とあるもの）２）改修工事共通仕様書（Ａ.７　工事種目において改修・撤去一式とあるもの）２）改修工事共通仕様書（Ａ.７　工事種目において改修・撤去一式とあるもの）２）改修工事共通仕様書（Ａ.７　工事種目において改修・撤去一式とあるもの）２）改修工事共通仕様書（Ａ.７　工事種目において改修・撤去一式とあるもの）２）改修工事共通仕様書（Ａ.７　工事種目において改修・撤去一式とあるもの）２）改修工事共通仕様書（Ａ.７　工事種目において改修・撤去一式とあるもの）

　（１）特記仕様、図面及び現場説明書（現場説明に対する質問回答書を含む）に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部　（１）特記仕様、図面及び現場説明書（現場説明に対する質問回答書を含む）に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部　（１）特記仕様、図面及び現場説明書（現場説明に対する質問回答書を含む）に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部　（１）特記仕様、図面及び現場説明書（現場説明に対する質問回答書を含む）に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部　（１）特記仕様、図面及び現場説明書（現場説明に対する質問回答書を含む）に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部　（１）特記仕様、図面及び現場説明書（現場説明に対する質問回答書を含む）に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部　（１）特記仕様、図面及び現場説明書（現場説明に対する質問回答書を含む）に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部

　　　　監修の公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和4年版）及び公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）(令和4年版）によ　　　　監修の公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和4年版）及び公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）(令和4年版）によ　　　　監修の公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和4年版）及び公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）(令和4年版）によ　　　　監修の公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和4年版）及び公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）(令和4年版）によ　　　　監修の公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和4年版）及び公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）(令和4年版）によ　　　　監修の公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和4年版）及び公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）(令和4年版）によ　　　　監修の公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和4年版）及び公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）(令和4年版）によ

　　　　る。　　　　る。　　　　る。　　　　る。　　　　る。　　　　る。　　　　る。

　（２）機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事の仕様書を適用する。　（２）機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事の仕様書を適用する。　（２）機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事の仕様書を適用する。　（２）機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事の仕様書を適用する。　（２）機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事の仕様書を適用する。　（２）機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事の仕様書を適用する。　（２）機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事の仕様書を適用する。

３）設計図書間に相違がある場合の優先順位は、次の（１）～（５）の順番とおりとする。３）設計図書間に相違がある場合の優先順位は、次の（１）～（５）の順番とおりとする。３）設計図書間に相違がある場合の優先順位は、次の（１）～（５）の順番とおりとする。３）設計図書間に相違がある場合の優先順位は、次の（１）～（５）の順番とおりとする。３）設計図書間に相違がある場合の優先順位は、次の（１）～（５）の順番とおりとする。３）設計図書間に相違がある場合の優先順位は、次の（１）～（５）の順番とおりとする。３）設計図書間に相違がある場合の優先順位は、次の（１）～（５）の順番とおりとする。

　（１）質問回答書　（１）質問回答書　（１）質問回答書　（１）質問回答書　（１）質問回答書　（１）質問回答書　（１）質問回答書

　（２）現場説明書　（２）現場説明書　（２）現場説明書　（２）現場説明書　（２）現場説明書　（２）現場説明書　（２）現場説明書

　（３）特記仕様　（３）特記仕様　（３）特記仕様　（３）特記仕様　（３）特記仕様　（３）特記仕様　（３）特記仕様

　（４）図面　（４）図面　（４）図面　（４）図面　（４）図面　（４）図面　（４）図面

　（５）標準仕様書及び標準図　（５）標準仕様書及び標準図　（５）標準仕様書及び標準図　（５）標準仕様書及び標準図　（５）標準仕様書及び標準図　（５）標準仕様書及び標準図　（５）標準仕様書及び標準図

２．特記仕様２．特記仕様２．特記仕様２．特記仕様２．特記仕様２．特記仕様２．特記仕様 １）　項目は、番号に〇印の付いたものを適用する。１）　項目は、番号に〇印の付いたものを適用する。１）　項目は、番号に〇印の付いたものを適用する。１）　項目は、番号に〇印の付いたものを適用する。１）　項目は、番号に〇印の付いたものを適用する。１）　項目は、番号に〇印の付いたものを適用する。１）　項目は、番号に〇印の付いたものを適用する。

２）　特記事項のうち選択する事項は、・印のついたものを適用する。２）　特記事項のうち選択する事項は、・印のついたものを適用する。２）　特記事項のうち選択する事項は、・印のついたものを適用する。２）　特記事項のうち選択する事項は、・印のついたものを適用する。２）　特記事項のうち選択する事項は、・印のついたものを適用する。２）　特記事項のうち選択する事項は、・印のついたものを適用する。２）　特記事項のうち選択する事項は、・印のついたものを適用する。

３）　南海トラフ地震防災対策推進地域における工事にあっては、南海トラフ地震に関連する情報(臨時）が気象庁から出された場合には、工事中の３）　南海トラフ地震防災対策推進地域における工事にあっては、南海トラフ地震に関連する情報(臨時）が気象庁から出された場合には、工事中の３）　南海トラフ地震防災対策推進地域における工事にあっては、南海トラフ地震に関連する情報(臨時）が気象庁から出された場合には、工事中の３）　南海トラフ地震防災対策推進地域における工事にあっては、南海トラフ地震に関連する情報(臨時）が気象庁から出された場合には、工事中の３）　南海トラフ地震防災対策推進地域における工事にあっては、南海トラフ地震に関連する情報(臨時）が気象庁から出された場合には、工事中の３）　南海トラフ地震防災対策推進地域における工事にあっては、南海トラフ地震に関連する情報(臨時）が気象庁から出された場合には、工事中の３）　南海トラフ地震防災対策推進地域における工事にあっては、南海トラフ地震に関連する情報(臨時）が気象庁から出された場合には、工事中の

　　　措置をとるものとし、これに伴う必要な補強・落下防止等の保全処置を講じなければならない。　　　措置をとるものとし、これに伴う必要な補強・落下防止等の保全処置を講じなければならない。　　　措置をとるものとし、これに伴う必要な補強・落下防止等の保全処置を講じなければならない。　　　措置をとるものとし、これに伴う必要な補強・落下防止等の保全処置を講じなければならない。　　　措置をとるものとし、これに伴う必要な補強・落下防止等の保全処置を講じなければならない。　　　措置をとるものとし、これに伴う必要な補強・落下防止等の保全処置を講じなければならない。　　　措置をとるものとし、これに伴う必要な補強・落下防止等の保全処置を講じなければならない。

　　　上記事実が発生した場合は、契約書第26条（臨時の措置）の規定による。　　　上記事実が発生した場合は、契約書第26条（臨時の措置）の規定による。　　　上記事実が発生した場合は、契約書第26条（臨時の措置）の規定による。　　　上記事実が発生した場合は、契約書第26条（臨時の措置）の規定による。　　　上記事実が発生した場合は、契約書第26条（臨時の措置）の規定による。　　　上記事実が発生した場合は、契約書第26条（臨時の措置）の規定による。　　　上記事実が発生した場合は、契約書第26条（臨時の措置）の規定による。

　本工事においては、「営繕工事写真撮影要領（令和5年改訂）」及び「デジタル工事写真の小黒板情報電子化について」による他、　本工事においては、「営繕工事写真撮影要領（令和5年改訂）」及び「デジタル工事写真の小黒板情報電子化について」による他、　本工事においては、「営繕工事写真撮影要領（令和5年改訂）」及び「デジタル工事写真の小黒板情報電子化について」による他、　本工事においては、「営繕工事写真撮影要領（令和5年改訂）」及び「デジタル工事写真の小黒板情報電子化について」による他、　本工事においては、「営繕工事写真撮影要領（令和5年改訂）」及び「デジタル工事写真の小黒板情報電子化について」による他、　本工事においては、「営繕工事写真撮影要領（令和5年改訂）」及び「デジタル工事写真の小黒板情報電子化について」による他、　本工事においては、「営繕工事写真撮影要領（令和5年改訂）」及び「デジタル工事写真の小黒板情報電子化について」による他、

９９９９９９９ 機器姿図機器姿図機器姿図機器姿図機器姿図機器姿図機器姿図 姿図の形状及び寸法は、概略を示す。姿図の形状及び寸法は、概略を示す。姿図の形状及び寸法は、概略を示す。姿図の形状及び寸法は、概略を示す。姿図の形状及び寸法は、概略を示す。姿図の形状及び寸法は、概略を示す。姿図の形状及び寸法は、概略を示す。

項 目項 目項 目項 目項 目項 目項 目

１１１１１１１

２２２２２２２

書類の書式棟書類の書式棟書類の書式棟書類の書式棟書類の書式棟書類の書式棟書類の書式棟

工事実績情報の登録工事実績情報の登録工事実績情報の登録工事実績情報の登録工事実績情報の登録工事実績情報の登録工事実績情報の登録
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項

本工事の施工に関して提出する書類は、発注者が受注者に提示する「工事の施工にかかる提出書類について（依頼）」に基づ気作成する。本工事の施工に関して提出する書類は、発注者が受注者に提示する「工事の施工にかかる提出書類について（依頼）」に基づ気作成する。本工事の施工に関して提出する書類は、発注者が受注者に提示する「工事の施工にかかる提出書類について（依頼）」に基づ気作成する。本工事の施工に関して提出する書類は、発注者が受注者に提示する「工事の施工にかかる提出書類について（依頼）」に基づ気作成する。本工事の施工に関して提出する書類は、発注者が受注者に提示する「工事の施工にかかる提出書類について（依頼）」に基づ気作成する。本工事の施工に関して提出する書類は、発注者が受注者に提示する「工事の施工にかかる提出書類について（依頼）」に基づ気作成する。本工事の施工に関して提出する書類は、発注者が受注者に提示する「工事の施工にかかる提出書類について（依頼）」に基づ気作成する。

工事請負金額500万円以上（消費税込み）の工事について、工事実績情報を登録するものとする。（登録先・(財)日本建設情報総合センター）工事請負金額500万円以上（消費税込み）の工事について、工事実績情報を登録するものとする。（登録先・(財)日本建設情報総合センター）工事請負金額500万円以上（消費税込み）の工事について、工事実績情報を登録するものとする。（登録先・(財)日本建設情報総合センター）工事請負金額500万円以上（消費税込み）の工事について、工事実績情報を登録するものとする。（登録先・(財)日本建設情報総合センター）工事請負金額500万円以上（消費税込み）の工事について、工事実績情報を登録するものとする。（登録先・(財)日本建設情報総合センター）工事請負金額500万円以上（消費税込み）の工事について、工事実績情報を登録するものとする。（登録先・(財)日本建設情報総合センター）工事請負金額500万円以上（消費税込み）の工事について、工事実績情報を登録するものとする。（登録先・(財)日本建設情報総合センター）

特 記 事 項特 記 事 項特 記 事 項特 記 事 項特 記 事 項特 記 事 項特 記 事 項
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４４４４４４４

５５５５５５５

６６６６６６６

総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日前までに支障のない状況まで完了していること。総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日前までに支障のない状況まで完了していること。総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日前までに支障のない状況まで完了していること。総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日前までに支障のない状況まで完了していること。総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日前までに支障のない状況まで完了していること。総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日前までに支障のない状況まで完了していること。総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日前までに支障のない状況まで完了していること。

電気保安技術者電気保安技術者電気保安技術者電気保安技術者電気保安技術者電気保安技術者電気保安技術者 ・　配置する　　　　　　・　配置しない・　配置する　　　　　　・　配置しない・　配置する　　　　　　・　配置しない・　配置する　　　　　　・　配置しない・　配置する　　　　　　・　配置しない・　配置する　　　　　　・　配置しない・　配置する　　　　　　・　配置しない

事故報告事故報告事故報告事故報告事故報告事故報告事故報告 工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通知するとともに、事故発生報告書を監督員に速やかに提出すること。工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通知するとともに、事故発生報告書を監督員に速やかに提出すること。工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通知するとともに、事故発生報告書を監督員に速やかに提出すること。工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通知するとともに、事故発生報告書を監督員に速やかに提出すること。工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通知するとともに、事故発生報告書を監督員に速やかに提出すること。工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通知するとともに、事故発生報告書を監督員に速やかに提出すること。工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通知するとともに、事故発生報告書を監督員に速やかに提出すること。

機材等機材等機材等機材等機材等機材等機材等 １）　本工事に使用する設備機材等は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設工事材料、リサイクル製品の及１）　本工事に使用する設備機材等は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設工事材料、リサイクル製品の及１）　本工事に使用する設備機材等は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設工事材料、リサイクル製品の及１）　本工事に使用する設備機材等は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設工事材料、リサイクル製品の及１）　本工事に使用する設備機材等は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設工事材料、リサイクル製品の及１）　本工事に使用する設備機材等は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設工事材料、リサイクル製品の及１）　本工事に使用する設備機材等は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設工事材料、リサイクル製品の及

２）　主要材料については、契約後、速やかに主要機材の製作所名等一覧表を提出し、監督員の確認を受ける。２）　主要材料については、契約後、速やかに主要機材の製作所名等一覧表を提出し、監督員の確認を受ける。２）　主要材料については、契約後、速やかに主要機材の製作所名等一覧表を提出し、監督員の確認を受ける。２）　主要材料については、契約後、速やかに主要機材の製作所名等一覧表を提出し、監督員の確認を受ける。２）　主要材料については、契約後、速やかに主要機材の製作所名等一覧表を提出し、監督員の確認を受ける。２）　主要材料については、契約後、速やかに主要機材の製作所名等一覧表を提出し、監督員の確認を受ける。２）　主要材料については、契約後、速やかに主要機材の製作所名等一覧表を提出し、監督員の確認を受ける。

　　　び特に指定したものは新品でなくともよい。また、これらの設備機材等は、監督員の確認を受ける。　　　び特に指定したものは新品でなくともよい。また、これらの設備機材等は、監督員の確認を受ける。　　　び特に指定したものは新品でなくともよい。また、これらの設備機材等は、監督員の確認を受ける。　　　び特に指定したものは新品でなくともよい。また、これらの設備機材等は、監督員の確認を受ける。　　　び特に指定したものは新品でなくともよい。また、これらの設備機材等は、監督員の確認を受ける。　　　び特に指定したものは新品でなくともよい。また、これらの設備機材等は、監督員の確認を受ける。　　　び特に指定したものは新品でなくともよい。また、これらの設備機材等は、監督員の確認を受ける。

３）　設計図書に記載してあるもの及び監督員の指示する材料、仕上げの程度、色合い等は、あらかじめ見本を提出して確認を受ける。３）　設計図書に記載してあるもの及び監督員の指示する材料、仕上げの程度、色合い等は、あらかじめ見本を提出して確認を受ける。３）　設計図書に記載してあるもの及び監督員の指示する材料、仕上げの程度、色合い等は、あらかじめ見本を提出して確認を受ける。３）　設計図書に記載してあるもの及び監督員の指示する材料、仕上げの程度、色合い等は、あらかじめ見本を提出して確認を受ける。３）　設計図書に記載してあるもの及び監督員の指示する材料、仕上げの程度、色合い等は、あらかじめ見本を提出して確認を受ける。３）　設計図書に記載してあるもの及び監督員の指示する材料、仕上げの程度、色合い等は、あらかじめ見本を提出して確認を受ける。３）　設計図書に記載してあるもの及び監督員の指示する材料、仕上げの程度、色合い等は、あらかじめ見本を提出して確認を受ける。

７７７７７７７ 機材の品質・性能証明機材の品質・性能証明機材の品質・性能証明機材の品質・性能証明機材の品質・性能証明機材の品質・性能証明機材の品質・性能証明

評価書の写しをもって、標準仕様書第1編第1章第4節1.4.2(b)の品質及び性能を有することの証明となる資料の提出を省略することがで評価書の写しをもって、標準仕様書第1編第1章第4節1.4.2(b)の品質及び性能を有することの証明となる資料の提出を省略することがで評価書の写しをもって、標準仕様書第1編第1章第4節1.4.2(b)の品質及び性能を有することの証明となる資料の提出を省略することがで評価書の写しをもって、標準仕様書第1編第1章第4節1.4.2(b)の品質及び性能を有することの証明となる資料の提出を省略することがで評価書の写しをもって、標準仕様書第1編第1章第4節1.4.2(b)の品質及び性能を有することの証明となる資料の提出を省略することがで評価書の写しをもって、標準仕様書第1編第1章第4節1.4.2(b)の品質及び性能を有することの証明となる資料の提出を省略することがで評価書の写しをもって、標準仕様書第1編第1章第4節1.4.2(b)の品質及び性能を有することの証明となる資料の提出を省略することがで

きる。ただし、標準仕様書に規定される製作図、試験成績書等は除く。きる。ただし、標準仕様書に規定される製作図、試験成績書等は除く。きる。ただし、標準仕様書に規定される製作図、試験成績書等は除く。きる。ただし、標準仕様書に規定される製作図、試験成績書等は除く。きる。ただし、標準仕様書に規定される製作図、試験成績書等は除く。きる。ただし、標準仕様書に規定される製作図、試験成績書等は除く。きる。ただし、標準仕様書に規定される製作図、試験成績書等は除く。

使用する機材が国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の 「建築材料・設備機材等品質性能評価事業設備機材等評価名簿」 による場合は、使用する機材が国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の 「建築材料・設備機材等品質性能評価事業設備機材等評価名簿」 による場合は、使用する機材が国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の 「建築材料・設備機材等品質性能評価事業設備機材等評価名簿」 による場合は、使用する機材が国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の 「建築材料・設備機材等品質性能評価事業設備機材等評価名簿」 による場合は、使用する機材が国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の 「建築材料・設備機材等品質性能評価事業設備機材等評価名簿」 による場合は、使用する機材が国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の 「建築材料・設備機材等品質性能評価事業設備機材等評価名簿」 による場合は、使用する機材が国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の 「建築材料・設備機材等品質性能評価事業設備機材等評価名簿」 による場合は、

８８８８８８８ 材料搬入報告書の省略材料搬入報告書の省略材料搬入報告書の省略材料搬入報告書の省略材料搬入報告書の省略材料搬入報告書の省略材料搬入報告書の省略

についてについてについてについてについてについてについて

材料搬入報告書の作成対象は機器類のみとして、配管及び配線資材については報告書の作成を省略する。ただし、当該資材の使用に際材料搬入報告書の作成対象は機器類のみとして、配管及び配線資材については報告書の作成を省略する。ただし、当該資材の使用に際材料搬入報告書の作成対象は機器類のみとして、配管及び配線資材については報告書の作成を省略する。ただし、当該資材の使用に際材料搬入報告書の作成対象は機器類のみとして、配管及び配線資材については報告書の作成を省略する。ただし、当該資材の使用に際材料搬入報告書の作成対象は機器類のみとして、配管及び配線資材については報告書の作成を省略する。ただし、当該資材の使用に際材料搬入報告書の作成対象は機器類のみとして、配管及び配線資材については報告書の作成を省略する。ただし、当該資材の使用に際材料搬入報告書の作成対象は機器類のみとして、配管及び配線資材については報告書の作成を省略する。ただし、当該資材の使用に際

しては、設計仕様への適合について事前に監督員の確認を受けることとする。しては、設計仕様への適合について事前に監督員の確認を受けることとする。しては、設計仕様への適合について事前に監督員の確認を受けることとする。しては、設計仕様への適合について事前に監督員の確認を受けることとする。しては、設計仕様への適合について事前に監督員の確認を受けることとする。しては、設計仕様への適合について事前に監督員の確認を受けることとする。しては、設計仕様への適合について事前に監督員の確認を受けることとする。

産業廃棄物の適正処理産業廃棄物の適正処理産業廃棄物の適正処理産業廃棄物の適正処理産業廃棄物の適正処理産業廃棄物の適正処理産業廃棄物の適正処理

についてについてについてについてについてについてについて

産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並び産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並び産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並び産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並び産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並び産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並び産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並び

に建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認する。に建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認する。に建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認する。に建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認する。に建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認する。に建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認する。に建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認する。

10101010101010

概成工期概成工期概成工期概成工期概成工期概成工期概成工期

11111111111111 再生資源利用計画書及再生資源利用計画書及再生資源利用計画書及再生資源利用計画書及再生資源利用計画書及再生資源利用計画書及再生資源利用計画書及

び再生資源利用促進計び再生資源利用促進計び再生資源利用促進計び再生資源利用促進計び再生資源利用促進計び再生資源利用促進計び再生資源利用促進計

画書の提出画書の提出画書の提出画書の提出画書の提出画書の提出画書の提出

建設リサイクル法の実施に係る岐阜県指針に基づき、工事着手時に再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を、また、工事完了建設リサイクル法の実施に係る岐阜県指針に基づき、工事着手時に再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を、また、工事完了建設リサイクル法の実施に係る岐阜県指針に基づき、工事着手時に再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を、また、工事完了建設リサイクル法の実施に係る岐阜県指針に基づき、工事着手時に再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を、また、工事完了建設リサイクル法の実施に係る岐阜県指針に基づき、工事着手時に再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を、また、工事完了建設リサイクル法の実施に係る岐阜県指針に基づき、工事着手時に再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を、また、工事完了建設リサイクル法の実施に係る岐阜県指針に基づき、工事着手時に再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を、また、工事完了

了時に同計画書の実施報告書を監督員に提出するものとする。了時に同計画書の実施報告書を監督員に提出するものとする。了時に同計画書の実施報告書を監督員に提出するものとする。了時に同計画書の実施報告書を監督員に提出するものとする。了時に同計画書の実施報告書を監督員に提出するものとする。了時に同計画書の実施報告書を監督員に提出するものとする。了時に同計画書の実施報告書を監督員に提出するものとする。

12121212121212 騒音・振動の防止騒音・振動の防止騒音・振動の防止騒音・振動の防止騒音・振動の防止騒音・振動の防止騒音・振動の防止 本工事においては、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」　（平成9年7月31日建設省告示第1536号、最終改正平成13年4月本工事においては、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」　（平成9年7月31日建設省告示第1536号、最終改正平成13年4月本工事においては、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」　（平成9年7月31日建設省告示第1536号、最終改正平成13年4月本工事においては、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」　（平成9年7月31日建設省告示第1536号、最終改正平成13年4月本工事においては、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」　（平成9年7月31日建設省告示第1536号、最終改正平成13年4月本工事においては、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」　（平成9年7月31日建設省告示第1536号、最終改正平成13年4月本工事においては、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」　（平成9年7月31日建設省告示第1536号、最終改正平成13年4月

9日国土交通省告示第487号）に基づき指定された低騒音型・低振動型建設機械を使用する。ただし、これにより難い場合は、監督員と9日国土交通省告示第487号）に基づき指定された低騒音型・低振動型建設機械を使用する。ただし、これにより難い場合は、監督員と9日国土交通省告示第487号）に基づき指定された低騒音型・低振動型建設機械を使用する。ただし、これにより難い場合は、監督員と9日国土交通省告示第487号）に基づき指定された低騒音型・低振動型建設機械を使用する。ただし、これにより難い場合は、監督員と9日国土交通省告示第487号）に基づき指定された低騒音型・低振動型建設機械を使用する。ただし、これにより難い場合は、監督員と9日国土交通省告示第487号）に基づき指定された低騒音型・低振動型建設機械を使用する。ただし、これにより難い場合は、監督員と9日国土交通省告示第487号）に基づき指定された低騒音型・低振動型建設機械を使用する。ただし、これにより難い場合は、監督員と

協議するものとする。協議するものとする。協議するものとする。協議するものとする。協議するものとする。協議するものとする。協議するものとする。

協議するものとする。協議するものとする。協議するものとする。協議するものとする。協議するものとする。協議するものとする。協議するものとする。

13131313131313 排出ガス対策排出ガス対策排出ガス対策排出ガス対策排出ガス対策排出ガス対策排出ガス対策 本工事においては、「排出ガス対策型建設機械指定要領」　に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用する。ただし、これによ本工事においては、「排出ガス対策型建設機械指定要領」　に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用する。ただし、これによ本工事においては、「排出ガス対策型建設機械指定要領」　に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用する。ただし、これによ本工事においては、「排出ガス対策型建設機械指定要領」　に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用する。ただし、これによ本工事においては、「排出ガス対策型建設機械指定要領」　に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用する。ただし、これによ本工事においては、「排出ガス対策型建設機械指定要領」　に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用する。ただし、これによ本工事においては、「排出ガス対策型建設機械指定要領」　に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用する。ただし、これによ

り難い場合は、監督員と協議するものとする。り難い場合は、監督員と協議するものとする。り難い場合は、監督員と協議するものとする。り難い場合は、監督員と協議するものとする。り難い場合は、監督員と協議するものとする。り難い場合は、監督員と協議するものとする。り難い場合は、監督員と協議するものとする。

14141414141414 電気工事士電気工事士電気工事士電気工事士電気工事士電気工事士電気工事士

15151515151515 工事写真工事写真工事写真工事写真工事写真工事写真工事写真

　監督員の指示により撮影し提出する。　監督員の指示により撮影し提出する。　監督員の指示により撮影し提出する。　監督員の指示により撮影し提出する。　監督員の指示により撮影し提出する。　監督員の指示により撮影し提出する。　監督員の指示により撮影し提出する。

FREEFREEFREEFREEFREEFREEFREE

電気設備特記仕様書（１）電気設備特記仕様書（１）電気設備特記仕様書（１）電気設備特記仕様書（１）電気設備特記仕様書（１）電気設備特記仕様書（１）電気設備特記仕様書（１）

５）施設を使用しながら施工を行うため、施設管理者と工事日程の調整を綿密に行なうこと。５）施設を使用しながら施工を行うため、施設管理者と工事日程の調整を綿密に行なうこと。５）施設を使用しながら施工を行うため、施設管理者と工事日程の調整を綿密に行なうこと。５）施設を使用しながら施工を行うため、施設管理者と工事日程の調整を綿密に行なうこと。５）施設を使用しながら施工を行うため、施設管理者と工事日程の調整を綿密に行なうこと。５）施設を使用しながら施工を行うため、施設管理者と工事日程の調整を綿密に行なうこと。５）施設を使用しながら施工を行うため、施設管理者と工事日程の調整を綿密に行なうこと。

令和　7年　7月令和　7年　7月令和　7年　7月令和　7年　7月令和　7年　7月令和　7年　7月令和　7年　7月

・　自家用電気工作物での作業は、第一種電気工事士により施工を行うこと。・　自家用電気工作物での作業は、第一種電気工事士により施工を行うこと。・　自家用電気工作物での作業は、第一種電気工事士により施工を行うこと。・　自家用電気工作物での作業は、第一種電気工事士により施工を行うこと。・　自家用電気工作物での作業は、第一種電気工事士により施工を行うこと。・　自家用電気工作物での作業は、第一種電気工事士により施工を行うこと。・　自家用電気工作物での作業は、第一種電気工事士により施工を行うこと。

・　一般用電気工作物での作業は、第一種電気工事士又は認定電気工事従事者により施工を行うこと。・　一般用電気工作物での作業は、第一種電気工事士又は認定電気工事従事者により施工を行うこと。・　一般用電気工作物での作業は、第一種電気工事士又は認定電気工事従事者により施工を行うこと。・　一般用電気工作物での作業は、第一種電気工事士又は認定電気工事従事者により施工を行うこと。・　一般用電気工作物での作業は、第一種電気工事士又は認定電気工事従事者により施工を行うこと。・　一般用電気工作物での作業は、第一種電気工事士又は認定電気工事従事者により施工を行うこと。・　一般用電気工作物での作業は、第一種電気工事士又は認定電気工事従事者により施工を行うこと。

各施設の工期は1ヶ月程度を予定。着工前に監督員と協議し実施工程を協議すること。各施設の工期は1ヶ月程度を予定。着工前に監督員と協議し実施工程を協議すること。各施設の工期は1ヶ月程度を予定。着工前に監督員と協議し実施工程を協議すること。各施設の工期は1ヶ月程度を予定。着工前に監督員と協議し実施工程を協議すること。各施設の工期は1ヶ月程度を予定。着工前に監督員と協議し実施工程を協議すること。各施設の工期は1ヶ月程度を予定。着工前に監督員と協議し実施工程を協議すること。各施設の工期は1ヶ月程度を予定。着工前に監督員と協議し実施工程を協議すること。１０．工　　期１０．工　　期１０．工　　期１０．工　　期１０．工　　期１０．工　　期１０．工　　期

本工事において、下請け契約を締結する場合には、「高山市公契約条例」（平成30年4月1日施行）に基づき、当該契約の相手方を高山市内に本工事において、下請け契約を締結する場合には、「高山市公契約条例」（平成30年4月1日施行）に基づき、当該契約の相手方を高山市内に本工事において、下請け契約を締結する場合には、「高山市公契約条例」（平成30年4月1日施行）に基づき、当該契約の相手方を高山市内に本工事において、下請け契約を締結する場合には、「高山市公契約条例」（平成30年4月1日施行）に基づき、当該契約の相手方を高山市内に本工事において、下請け契約を締結する場合には、「高山市公契約条例」（平成30年4月1日施行）に基づき、当該契約の相手方を高山市内に本工事において、下請け契約を締結する場合には、「高山市公契約条例」（平成30年4月1日施行）に基づき、当該契約の相手方を高山市内に本工事において、下請け契約を締結する場合には、「高山市公契約条例」（平成30年4月1日施行）に基づき、当該契約の相手方を高山市内に

本店（建築業法（昭和24年法律第100号）に規定する主たる営業所含む。）を有する者の中から選定するよう努めること。下請け業者の選定に本店（建築業法（昭和24年法律第100号）に規定する主たる営業所含む。）を有する者の中から選定するよう努めること。下請け業者の選定に本店（建築業法（昭和24年法律第100号）に規定する主たる営業所含む。）を有する者の中から選定するよう努めること。下請け業者の選定に本店（建築業法（昭和24年法律第100号）に規定する主たる営業所含む。）を有する者の中から選定するよう努めること。下請け業者の選定に本店（建築業法（昭和24年法律第100号）に規定する主たる営業所含む。）を有する者の中から選定するよう努めること。下請け業者の選定に本店（建築業法（昭和24年法律第100号）に規定する主たる営業所含む。）を有する者の中から選定するよう努めること。下請け業者の選定に本店（建築業法（昭和24年法律第100号）に規定する主たる営業所含む。）を有する者の中から選定するよう努めること。下請け業者の選定に

当たっては高山市入札参加資格停止の処分がされていないこと。当たっては高山市入札参加資格停止の処分がされていないこと。当たっては高山市入札参加資格停止の処分がされていないこと。当たっては高山市入札参加資格停止の処分がされていないこと。当たっては高山市入札参加資格停止の処分がされていないこと。当たっては高山市入札参加資格停止の処分がされていないこと。当たっては高山市入札参加資格停止の処分がされていないこと。

９．下請契約９．下請契約９．下請契約９．下請契約９．下請契約９．下請契約９．下請契約

・建築工事　　一式　　・機械設備工事　　一式　　・昇降機設備工事　　一式　　・搬送設備工事　　一式・建築工事　　一式　　・機械設備工事　　一式　　・昇降機設備工事　　一式　　・搬送設備工事　　一式・建築工事　　一式　　・機械設備工事　　一式　　・昇降機設備工事　　一式　　・搬送設備工事　　一式・建築工事　　一式　　・機械設備工事　　一式　　・昇降機設備工事　　一式　　・搬送設備工事　　一式・建築工事　　一式　　・機械設備工事　　一式　　・昇降機設備工事　　一式　　・搬送設備工事　　一式・建築工事　　一式　　・機械設備工事　　一式　　・昇降機設備工事　　一式　　・搬送設備工事　　一式・建築工事　　一式　　・機械設備工事　　一式　　・昇降機設備工事　　一式　　・搬送設備工事　　一式

・解体工事　　一式　　・　　　　工事　　一式・解体工事　　一式　　・　　　　工事　　一式・解体工事　　一式　　・　　　　工事　　一式・解体工事　　一式　　・　　　　工事　　一式・解体工事　　一式　　・　　　　工事　　一式・解体工事　　一式　　・　　　　工事　　一式・解体工事　　一式　　・　　　　工事　　一式

高圧受変電設備高圧受変電設備高圧受変電設備高圧受変電設備高圧受変電設備高圧受変電設備高圧受変電設備

工事種別工事種別工事種別工事種別工事種別工事種別工事種別

電灯設備電灯設備電灯設備電灯設備電灯設備電灯設備電灯設備

動力設備動力設備動力設備動力設備動力設備動力設備動力設備

電気自動車用充電設備電気自動車用充電設備電気自動車用充電設備電気自動車用充電設備電気自動車用充電設備電気自動車用充電設備電気自動車用充電設備

場所（屋外）場所（屋外）場所（屋外）場所（屋外）場所（屋外）場所（屋外）場所（屋外）

電熱設備電熱設備電熱設備電熱設備電熱設備電熱設備電熱設備

雷保護設備雷保護設備雷保護設備雷保護設備雷保護設備雷保護設備雷保護設備

電力貯蔵設備電力貯蔵設備電力貯蔵設備電力貯蔵設備電力貯蔵設備電力貯蔵設備電力貯蔵設備

発電設備発電設備発電設備発電設備発電設備発電設備発電設備

構内情報通信網設備構内情報通信網設備構内情報通信網設備構内情報通信網設備構内情報通信網設備構内情報通信網設備構内情報通信網設備

構内交換設備構内交換設備構内交換設備構内交換設備構内交換設備構内交換設備構内交換設備

情報表示設備情報表示設備情報表示設備情報表示設備情報表示設備情報表示設備情報表示設備

映像・音響設備映像・音響設備映像・音響設備映像・音響設備映像・音響設備映像・音響設備映像・音響設備

拡声設備拡声設備拡声設備拡声設備拡声設備拡声設備拡声設備

誘導支援設備誘導支援設備誘導支援設備誘導支援設備誘導支援設備誘導支援設備誘導支援設備

テレビ共同受信設備テレビ共同受信設備テレビ共同受信設備テレビ共同受信設備テレビ共同受信設備テレビ共同受信設備テレビ共同受信設備

監視カメラ設備監視カメラ設備監視カメラ設備監視カメラ設備監視カメラ設備監視カメラ設備監視カメラ設備

駐車場管制設備駐車場管制設備駐車場管制設備駐車場管制設備駐車場管制設備駐車場管制設備駐車場管制設備

防犯・入退出管理設備防犯・入退出管理設備防犯・入退出管理設備防犯・入退出管理設備防犯・入退出管理設備防犯・入退出管理設備防犯・入退出管理設備

火災報知設備火災報知設備火災報知設備火災報知設備火災報知設備火災報知設備火災報知設備

中央監視制御設備中央監視制御設備中央監視制御設備中央監視制御設備中央監視制御設備中央監視制御設備中央監視制御設備

構内配電線路構内配電線路構内配電線路構内配電線路構内配電線路構内配電線路構内配電線路

構内通信線路構内通信線路構内通信線路構内通信線路構内通信線路構内通信線路構内通信線路

テレビ電波調査テレビ電波調査テレビ電波調査テレビ電波調査テレビ電波調査テレビ電波調査テレビ電波調査

工 事 種 別工 事 種 別工 事 種 別工 事 種 別工 事 種 別工 事 種 別工 事 種 別

８．別途工事８．別途工事８．別途工事８．別途工事８．別途工事８．別途工事８．別途工事

改修一式改修一式改修一式改修一式改修一式改修一式改修一式 改修一式改修一式改修一式改修一式改修一式改修一式改修一式

グラウンドグラウンドグラウンドグラウンドグラウンドグラウンドグラウンド

区分区分区分区分区分区分区分区分区分区分区分区分区分区分

構造構造構造構造構造構造構造

階数階数階数階数階数階数階数

建築面積建築面積建築面積建築面積建築面積建築面積建築面積

延べ面積延べ面積延べ面積延べ面積延べ面積延べ面積延べ面積

消防法施行令消防法施行令消防法施行令消防法施行令消防法施行令消防法施行令消防法施行令
別表第一別表第一別表第一別表第一別表第一別表第一別表第一

　　印の付いたものが対象工事　　印の付いたものが対象工事　　印の付いたものが対象工事　　印の付いたものが対象工事　　印の付いたものが対象工事　　印の付いたものが対象工事　　印の付いたものが対象工事

６．工事建物の概要６．工事建物の概要６．工事建物の概要６．工事建物の概要６．工事建物の概要６．工事建物の概要６．工事建物の概要

７．工事種目７．工事種目７．工事種目７．工事種目７．工事種目７．工事種目７．工事種目

都市計画区域　　　・都市計画区域内（　・市街化区域　・市街化調整区域　・その他　）都市計画区域　　　・都市計画区域内（　・市街化区域　・市街化調整区域　・その他　）都市計画区域　　　・都市計画区域内（　・市街化区域　・市街化調整区域　・その他　）都市計画区域　　　・都市計画区域内（　・市街化区域　・市街化調整区域　・その他　）都市計画区域　　　・都市計画区域内（　・市街化区域　・市街化調整区域　・その他　）都市計画区域　　　・都市計画区域内（　・市街化区域　・市街化調整区域　・その他　）都市計画区域　　　・都市計画区域内（　・市街化区域　・市街化調整区域　・その他　）

　　　　　　　　　・都市計画区域外　　　　　　　　　・都市計画区域外　　　　　　　　　・都市計画区域外　　　　　　　　　・都市計画区域外　　　　　　　　　・都市計画区域外　　　　　　　　　・都市計画区域外　　　　　　　　　・都市計画区域外

用途地域　　　　　・第一種低層住居専用地域　・第二種低層住居専用地域　・第一種中高層居住専用地域用途地域　　　　　・第一種低層住居専用地域　・第二種低層住居専用地域　・第一種中高層居住専用地域用途地域　　　　　・第一種低層住居専用地域　・第二種低層住居専用地域　・第一種中高層居住専用地域用途地域　　　　　・第一種低層住居専用地域　・第二種低層住居専用地域　・第一種中高層居住専用地域用途地域　　　　　・第一種低層住居専用地域　・第二種低層住居専用地域　・第一種中高層居住専用地域用途地域　　　　　・第一種低層住居専用地域　・第二種低層住居専用地域　・第一種中高層居住専用地域用途地域　　　　　・第一種低層住居専用地域　・第二種低層住居専用地域　・第一種中高層居住専用地域

　　　　　　　　　・第二種中高層住居専用地域　・第一種住居専用地域　・第二種住居専用地域　・準住居地域　　　　　　　　　・第二種中高層住居専用地域　・第一種住居専用地域　・第二種住居専用地域　・準住居地域　　　　　　　　　・第二種中高層住居専用地域　・第一種住居専用地域　・第二種住居専用地域　・準住居地域　　　　　　　　　・第二種中高層住居専用地域　・第一種住居専用地域　・第二種住居専用地域　・準住居地域　　　　　　　　　・第二種中高層住居専用地域　・第一種住居専用地域　・第二種住居専用地域　・準住居地域　　　　　　　　　・第二種中高層住居専用地域　・第一種住居専用地域　・第二種住居専用地域　・準住居地域　　　　　　　　　・第二種中高層住居専用地域　・第一種住居専用地域　・第二種住居専用地域　・準住居地域

　　　　　　　　　・近隣商業地域　・商業地域　・準工業地域　・工業地域　・工業専用地域　　　　　　　　　・近隣商業地域　・商業地域　・準工業地域　・工業地域　・工業専用地域　　　　　　　　　・近隣商業地域　・商業地域　・準工業地域　・工業地域　・工業専用地域　　　　　　　　　・近隣商業地域　・商業地域　・準工業地域　・工業地域　・工業専用地域　　　　　　　　　・近隣商業地域　・商業地域　・準工業地域　・工業地域　・工業専用地域　　　　　　　　　・近隣商業地域　・商業地域　・準工業地域　・工業地域　・工業専用地域　　　　　　　　　・近隣商業地域　・商業地域　・準工業地域　・工業地域　・工業専用地域

　　　　　　　　　・用途地域の指定のない地域　　　　　　　　　・用途地域の指定のない地域　　　　　　　　　・用途地域の指定のない地域　　　　　　　　　・用途地域の指定のない地域　　　　　　　　　・用途地域の指定のない地域　　　　　　　　　・用途地域の指定のない地域　　　　　　　　　・用途地域の指定のない地域

防火地域　　　　　・防火地域　・準防火地域　・指定なし防火地域　　　　　・防火地域　・準防火地域　・指定なし防火地域　　　　　・防火地域　・準防火地域　・指定なし防火地域　　　　　・防火地域　・準防火地域　・指定なし防火地域　　　　　・防火地域　・準防火地域　・指定なし防火地域　　　　　・防火地域　・準防火地域　・指定なし防火地域　　　　　・防火地域　・準防火地域　・指定なし

その他の指定　　　・建築基準法第２２条指定区域内　・建築基準法第２２条指定区域外その他の指定　　　・建築基準法第２２条指定区域内　・建築基準法第２２条指定区域外その他の指定　　　・建築基準法第２２条指定区域内　・建築基準法第２２条指定区域外その他の指定　　　・建築基準法第２２条指定区域内　・建築基準法第２２条指定区域外その他の指定　　　・建築基準法第２２条指定区域内　・建築基準法第２２条指定区域外その他の指定　　　・建築基準法第２２条指定区域内　・建築基準法第２２条指定区域外その他の指定　　　・建築基準法第２２条指定区域内　・建築基準法第２２条指定区域外

５．都市計画法等５．都市計画法等５．都市計画法等５．都市計画法等５．都市計画法等５．都市計画法等５．都市計画法等

新宮小学校　　：高山市新宮町2635-2新宮小学校　　：高山市新宮町2635-2新宮小学校　　：高山市新宮町2635-2新宮小学校　　：高山市新宮町2635-2新宮小学校　　：高山市新宮町2635-2新宮小学校　　：高山市新宮町2635-2新宮小学校　　：高山市新宮町2635-2

花里小学校　　：高山市花里町1-54花里小学校　　：高山市花里町1-54花里小学校　　：高山市花里町1-54花里小学校　　：高山市花里町1-54花里小学校　　：高山市花里町1-54花里小学校　　：高山市花里町1-54花里小学校　　：高山市花里町1-54

中山中学校　　：高山市下岡本町2663中山中学校　　：高山市下岡本町2663中山中学校　　：高山市下岡本町2663中山中学校　　：高山市下岡本町2663中山中学校　　：高山市下岡本町2663中山中学校　　：高山市下岡本町2663中山中学校　　：高山市下岡本町2663

宮小学校　　　：高山市一之宮町3050宮小学校　　　：高山市一之宮町3050宮小学校　　　：高山市一之宮町3050宮小学校　　　：高山市一之宮町3050宮小学校　　　：高山市一之宮町3050宮小学校　　　：高山市一之宮町3050宮小学校　　　：高山市一之宮町3050

宮中学校　　　：高山市一之宮町3072宮中学校　　　：高山市一之宮町3072宮中学校　　　：高山市一之宮町3072宮中学校　　　：高山市一之宮町3072宮中学校　　　：高山市一之宮町3072宮中学校　　　：高山市一之宮町3072宮中学校　　　：高山市一之宮町3072

新宮小学校グラウンド新宮小学校グラウンド新宮小学校グラウンド新宮小学校グラウンド新宮小学校グラウンド新宮小学校グラウンド新宮小学校グラウンド 花里小学校グラウンド花里小学校グラウンド花里小学校グラウンド花里小学校グラウンド花里小学校グラウンド花里小学校グラウンド花里小学校グラウンド 中山中学校グラウンド中山中学校グラウンド中山中学校グラウンド中山中学校グラウンド中山中学校グラウンド中山中学校グラウンド中山中学校グラウンド 宮小学校グラウンド宮小学校グラウンド宮小学校グラウンド宮小学校グラウンド宮小学校グラウンド宮小学校グラウンド宮小学校グラウンド 宮中学校グラウンド宮中学校グラウンド宮中学校グラウンド宮中学校グラウンド宮中学校グラウンド宮中学校グラウンド宮中学校グラウンド 備 考備 考備 考備 考備 考備 考備 考
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―――――――
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新宮小学校新宮小学校新宮小学校新宮小学校新宮小学校新宮小学校新宮小学校 花里小学校花里小学校花里小学校花里小学校花里小学校花里小学校花里小学校

グラウンドグラウンドグラウンドグラウンドグラウンドグラウンドグラウンド グラウンドグラウンドグラウンドグラウンドグラウンドグラウンドグラウンド グラウンドグラウンドグラウンドグラウンドグラウンドグラウンドグラウンド グラウンドグラウンドグラウンドグラウンドグラウンドグラウンドグラウンド

中山中学校中山中学校中山中学校中山中学校中山中学校中山中学校中山中学校 宮小学校宮小学校宮小学校宮小学校宮小学校宮小学校宮小学校 宮中学校宮中学校宮中学校宮中学校宮中学校宮中学校宮中学校

改修一式改修一式改修一式改修一式改修一式改修一式改修一式 改修一式改修一式改修一式改修一式改修一式改修一式改修一式 改修一式改修一式改修一式改修一式改修一式改修一式改修一式

15枚の内　1号15枚の内　1号15枚の内　1号15枚の内　1号15枚の内　1号15枚の内　1号15枚の内　1号

学校グラウンド照明ＬＥＤ化工事学校グラウンド照明ＬＥＤ化工事学校グラウンド照明ＬＥＤ化工事学校グラウンド照明ＬＥＤ化工事学校グラウンド照明ＬＥＤ化工事学校グラウンド照明ＬＥＤ化工事学校グラウンド照明ＬＥＤ化工事

学校グラウンド照明ＬＥＤ化工事学校グラウンド照明ＬＥＤ化工事学校グラウンド照明ＬＥＤ化工事学校グラウンド照明ＬＥＤ化工事学校グラウンド照明ＬＥＤ化工事学校グラウンド照明ＬＥＤ化工事学校グラウンド照明ＬＥＤ化工事

学校グラウンド学校グラウンド学校グラウンド学校グラウンド学校グラウンド学校グラウンド学校グラウンド



番号番号番号番号番号番号番号

二級建築士　第7424号二級建築士　第7424号二級建築士　第7424号二級建築士　第7424号二級建築士　第7424号二級建築士　第7424号二級建築士　第7424号
てらい建築設計てらい建築設計てらい建築設計てらい建築設計てらい建築設計てらい建築設計てらい建築設計

寺井　政志寺井　政志寺井　政志寺井　政志寺井　政志寺井　政志寺井　政志

高　　　山　　　市高　　　山　　　市高　　　山　　　市高　　　山　　　市高　　　山　　　市高　　　山　　　市高　　　山　　　市

工事名工事名工事名工事名工事名工事名工事名

図　名図　名図　名図　名図　名図　名図　名

縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺

設　計設　計設　計設　計設　計設　計設　計

年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日

設　計設　計設　計設　計設　計設　計設　計

【Ａ２】【Ａ２】【Ａ２】【Ａ２】【Ａ２】【Ａ２】【Ａ２】

原設計図原設計図原設計図原設計図原設計図原設計図原設計図

FREEFREEFREEFREEFREEFREEFREE

一

般

共

通

事

項

一

般

共

通

事

項

一

般

共

通

事

項

一

般

共

通

事

項

一

般

共

通

事

項

一

般

共

通

事

項

一

般

共

通

事

項
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１１１１１１１ 43434343434343 接 地 極接 地 極接 地 極接 地 極接 地 極接 地 極接 地 極 図面に特記なき場合は、次表の「接地極一覧表」による。図面に特記なき場合は、次表の「接地極一覧表」による。図面に特記なき場合は、次表の「接地極一覧表」による。図面に特記なき場合は、次表の「接地極一覧表」による。図面に特記なき場合は、次表の「接地極一覧表」による。図面に特記なき場合は、次表の「接地極一覧表」による。図面に特記なき場合は、次表の「接地極一覧表」による。

17171717171717 工事用電力・水その他工事用電力・水その他工事用電力・水その他工事用電力・水その他工事用電力・水その他工事用電力・水その他工事用電力・水その他 本工事に必要な工事用電力・水等及び諸手続きなどに要する費用はすべて受注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力・水等及び諸手続きなどに要する費用はすべて受注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力・水等及び諸手続きなどに要する費用はすべて受注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力・水等及び諸手続きなどに要する費用はすべて受注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力・水等及び諸手続きなどに要する費用はすべて受注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力・水等及び諸手続きなどに要する費用はすべて受注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力・水等及び諸手続きなどに要する費用はすべて受注者の負担とする。

18181818181818 工事用仮設物工事用仮設物工事用仮設物工事用仮設物工事用仮設物工事用仮設物工事用仮設物 すべて受注者の負担とする。すべて受注者の負担とする。すべて受注者の負担とする。すべて受注者の負担とする。すべて受注者の負担とする。すべて受注者の負担とする。すべて受注者の負担とする。

但し、設置条件は、構内につくることが　（　・　できる　　　・　できない　　）。但し、設置条件は、構内につくることが　（　・　できる　　　・　できない　　）。但し、設置条件は、構内につくることが　（　・　できる　　　・　できない　　）。但し、設置条件は、構内につくることが　（　・　できる　　　・　できない　　）。但し、設置条件は、構内につくることが　（　・　できる　　　・　できない　　）。但し、設置条件は、構内につくることが　（　・　できる　　　・　できない　　）。但し、設置条件は、構内につくることが　（　・　できる　　　・　できない　　）。

19191919191919 足場場・桟橋類足場場・桟橋類足場場・桟橋類足場場・桟橋類足場場・桟橋類足場場・桟橋類足場場・桟橋類 　・　別契約の関係受注者の定置する足場、桟橋の類は、無償で使用できる。　・　別契約の関係受注者の定置する足場、桟橋の類は、無償で使用できる。　・　別契約の関係受注者の定置する足場、桟橋の類は、無償で使用できる。　・　別契約の関係受注者の定置する足場、桟橋の類は、無償で使用できる。　・　別契約の関係受注者の定置する足場、桟橋の類は、無償で使用できる。　・　別契約の関係受注者の定置する足場、桟橋の類は、無償で使用できる。　・　別契約の関係受注者の定置する足場、桟橋の類は、無償で使用できる。

　・　本工事で設置する。　・　本工事で設置する。　・　本工事で設置する。　・　本工事で設置する。　・　本工事で設置する。　・　本工事で設置する。　・　本工事で設置する。

り先行工法等に関するガイドライン」により、同ガイドライン「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さんり先行工法等に関するガイドライン」により、同ガイドライン「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さんり先行工法等に関するガイドライン」により、同ガイドライン「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さんり先行工法等に関するガイドライン」により、同ガイドライン「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さんり先行工法等に関するガイドライン」により、同ガイドライン「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さんり先行工法等に関するガイドライン」により、同ガイドライン「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さんり先行工法等に関するガイドライン」により、同ガイドライン「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん

足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（厚生労働省基発第0424001号平成21年4月24日）の「手す足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（厚生労働省基発第0424001号平成21年4月24日）の「手す足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（厚生労働省基発第0424001号平成21年4月24日）の「手す足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（厚生労働省基発第0424001号平成21年4月24日）の「手す足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（厚生労働省基発第0424001号平成21年4月24日）の「手す足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（厚生労働省基発第0424001号平成21年4月24日）の「手す足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（厚生労働省基発第0424001号平成21年4月24日）の「手す

及び幅木の機能を有する足場とし、同ガイドライン「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の２の（２）手すり据置方式及び幅木の機能を有する足場とし、同ガイドライン「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の２の（２）手すり据置方式及び幅木の機能を有する足場とし、同ガイドライン「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の２の（２）手すり据置方式及び幅木の機能を有する足場とし、同ガイドライン「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の２の（２）手すり据置方式及び幅木の機能を有する足場とし、同ガイドライン「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の２の（２）手すり据置方式及び幅木の機能を有する足場とし、同ガイドライン「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の２の（２）手すり据置方式及び幅木の機能を有する足場とし、同ガイドライン「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の２の（２）手すり据置方式

または、（３）手すり先行専用足場方式により、足場の組立、解体または変更の作業を行う。または、（３）手すり先行専用足場方式により、足場の組立、解体または変更の作業を行う。または、（３）手すり先行専用足場方式により、足場の組立、解体または変更の作業を行う。または、（３）手すり先行専用足場方式により、足場の組立、解体または変更の作業を行う。または、（３）手すり先行専用足場方式により、足場の組立、解体または変更の作業を行う。または、（３）手すり先行専用足場方式により、足場の組立、解体または変更の作業を行う。または、（３）手すり先行専用足場方式により、足場の組立、解体または変更の作業を行う。

・　総合施工計画書　　　工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を工事の着手に先立ち作成し、監督員に提出する。・　総合施工計画書　　　工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を工事の着手に先立ち作成し、監督員に提出する。・　総合施工計画書　　　工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を工事の着手に先立ち作成し、監督員に提出する。・　総合施工計画書　　　工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を工事の着手に先立ち作成し、監督員に提出する。・　総合施工計画書　　　工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を工事の着手に先立ち作成し、監督員に提出する。・　総合施工計画書　　　工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を工事の着手に先立ち作成し、監督員に提出する。・　総合施工計画書　　　工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を工事の着手に先立ち作成し、監督員に提出する。20202020202020 施工計画書施工計画書施工計画書施工計画書施工計画書施工計画書施工計画書

・　工種別施工計画書　　次の工種について作成し、監督員にて提出する。・　工種別施工計画書　　次の工種について作成し、監督員にて提出する。・　工種別施工計画書　　次の工種について作成し、監督員にて提出する。・　工種別施工計画書　　次の工種について作成し、監督員にて提出する。・　工種別施工計画書　　次の工種について作成し、監督員にて提出する。・　工種別施工計画書　　次の工種について作成し、監督員にて提出する。・　工種別施工計画書　　次の工種について作成し、監督員にて提出する。

21212121212121 施工図等施工図等施工図等施工図等施工図等施工図等施工図等 施工図等の著作権にかかる使用権は、発注者に移譲するものとする。施工図等の著作権にかかる使用権は、発注者に移譲するものとする。施工図等の著作権にかかる使用権は、発注者に移譲するものとする。施工図等の著作権にかかる使用権は、発注者に移譲するものとする。施工図等の著作権にかかる使用権は、発注者に移譲するものとする。施工図等の著作権にかかる使用権は、発注者に移譲するものとする。施工図等の著作権にかかる使用権は、発注者に移譲するものとする。

22222222222222 完成図等完成図等完成図等完成図等完成図等完成図等完成図等 完成図等は、標準仕様書第１編第１章第7節「完成図」により作成する。完成図等は、標準仕様書第１編第１章第7節「完成図」により作成する。完成図等は、標準仕様書第１編第１章第7節「完成図」により作成する。完成図等は、標準仕様書第１編第１章第7節「完成図」により作成する。完成図等は、標準仕様書第１編第１章第7節「完成図」により作成する。完成図等は、標準仕様書第１編第１章第7節「完成図」により作成する。完成図等は、標準仕様書第１編第１章第7節「完成図」により作成する。

完成図をＣＡＤにより作成する場合の保存形式及び保存媒体は、監督員の指示による。完成図をＣＡＤにより作成する場合の保存形式及び保存媒体は、監督員の指示による。完成図をＣＡＤにより作成する場合の保存形式及び保存媒体は、監督員の指示による。完成図をＣＡＤにより作成する場合の保存形式及び保存媒体は、監督員の指示による。完成図をＣＡＤにより作成する場合の保存形式及び保存媒体は、監督員の指示による。完成図をＣＡＤにより作成する場合の保存形式及び保存媒体は、監督員の指示による。完成図をＣＡＤにより作成する場合の保存形式及び保存媒体は、監督員の指示による。

23232323232323 営繕工事電子納品営繕工事電子納品営繕工事電子納品営繕工事電子納品営繕工事電子納品営繕工事電子納品営繕工事電子納品 営繕工事電子納品要領による。営繕工事電子納品要領による。営繕工事電子納品要領による。営繕工事電子納品要領による。営繕工事電子納品要領による。営繕工事電子納品要領による。営繕工事電子納品要領による。

24242424242424 火災保険等火災保険等火災保険等火災保険等火災保険等火災保険等火災保険等 工事施工中、火災保険または、それに代わる請負賠償責任保険等に加入し、証書の写しを提出する。工事施工中、火災保険または、それに代わる請負賠償責任保険等に加入し、証書の写しを提出する。工事施工中、火災保険または、それに代わる請負賠償責任保険等に加入し、証書の写しを提出する。工事施工中、火災保険または、それに代わる請負賠償責任保険等に加入し、証書の写しを提出する。工事施工中、火災保険または、それに代わる請負賠償責任保険等に加入し、証書の写しを提出する。工事施工中、火災保険または、それに代わる請負賠償責任保険等に加入し、証書の写しを提出する。工事施工中、火災保険または、それに代わる請負賠償責任保険等に加入し、証書の写しを提出する。

25252525252525 軽微な変更等軽微な変更等軽微な変更等軽微な変更等軽微な変更等軽微な変更等軽微な変更等 現場の納まり、取合いなどの関係による協議の中で、設計図書によることが困難または、不都合な場合の軽微な変更は、監督員の指示に現場の納まり、取合いなどの関係による協議の中で、設計図書によることが困難または、不都合な場合の軽微な変更は、監督員の指示に現場の納まり、取合いなどの関係による協議の中で、設計図書によることが困難または、不都合な場合の軽微な変更は、監督員の指示に現場の納まり、取合いなどの関係による協議の中で、設計図書によることが困難または、不都合な場合の軽微な変更は、監督員の指示に現場の納まり、取合いなどの関係による協議の中で、設計図書によることが困難または、不都合な場合の軽微な変更は、監督員の指示に現場の納まり、取合いなどの関係による協議の中で、設計図書によることが困難または、不都合な場合の軽微な変更は、監督員の指示に現場の納まり、取合いなどの関係による協議の中で、設計図書によることが困難または、不都合な場合の軽微な変更は、監督員の指示に

よる。この場合、請負金額の変更は行わない。よる。この場合、請負金額の変更は行わない。よる。この場合、請負金額の変更は行わない。よる。この場合、請負金額の変更は行わない。よる。この場合、請負金額の変更は行わない。よる。この場合、請負金額の変更は行わない。よる。この場合、請負金額の変更は行わない。

26262626262626 不当介入における不当介入における不当介入における不当介入における不当介入における不当介入における不当介入における

通報義務通報義務通報義務通報義務通報義務通報義務通報義務

妨害又は不当要求に対する通報義務妨害又は不当要求に対する通報義務妨害又は不当要求に対する通報義務妨害又は不当要求に対する通報義務妨害又は不当要求に対する通報義務妨害又は不当要求に対する通報義務妨害又は不当要求に対する通報義務

１）受注者は契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しく１）受注者は契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しく１）受注者は契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しく１）受注者は契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しく１）受注者は契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しく１）受注者は契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しく１）受注者は契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しく

　　は違法な要求または契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報をしなければならない。なお、通報がない場合は入　　は違法な要求または契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報をしなければならない。なお、通報がない場合は入　　は違法な要求または契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報をしなければならない。なお、通報がない場合は入　　は違法な要求または契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報をしなければならない。なお、通報がない場合は入　　は違法な要求または契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報をしなければならない。なお、通報がない場合は入　　は違法な要求または契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報をしなければならない。なお、通報がない場合は入　　は違法な要求または契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報をしなければならない。なお、通報がない場合は入

　　札参加資格を停止することがある。　　札参加資格を停止することがある。　　札参加資格を停止することがある。　　札参加資格を停止することがある。　　札参加資格を停止することがある。　　札参加資格を停止することがある。　　札参加資格を停止することがある。

２）受注者は暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、発注者に履行期間の２）受注者は暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、発注者に履行期間の２）受注者は暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、発注者に履行期間の２）受注者は暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、発注者に履行期間の２）受注者は暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、発注者に履行期間の２）受注者は暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、発注者に履行期間の２）受注者は暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、発注者に履行期間の

　　延長を請求することができる。　　延長を請求することができる。　　延長を請求することができる。　　延長を請求することができる。　　延長を請求することができる。　　延長を請求することができる。　　延長を請求することができる。

27272727272727 残土処分残土処分残土処分残土処分残土処分残土処分残土処分 建設発生土を構外搬出（または搬入）する場合は、「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」（平成19年4月1日施行）を尊守して、適正建設発生土を構外搬出（または搬入）する場合は、「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」（平成19年4月1日施行）を尊守して、適正建設発生土を構外搬出（または搬入）する場合は、「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」（平成19年4月1日施行）を尊守して、適正建設発生土を構外搬出（または搬入）する場合は、「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」（平成19年4月1日施行）を尊守して、適正建設発生土を構外搬出（または搬入）する場合は、「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」（平成19年4月1日施行）を尊守して、適正建設発生土を構外搬出（または搬入）する場合は、「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」（平成19年4月1日施行）を尊守して、適正建設発生土を構外搬出（または搬入）する場合は、「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」（平成19年4月1日施行）を尊守して、適正

に処理すること。に処理すること。に処理すること。に処理すること。に処理すること。に処理すること。に処理すること。

　　・　監督職員が指示する構内の場所に敷きならしとする。　　　・　別途　　・　監督職員が指示する構内の場所に敷きならしとする。　　　・　別途　　・　監督職員が指示する構内の場所に敷きならしとする。　　　・　別途　　・　監督職員が指示する構内の場所に敷きならしとする。　　　・　別途　　・　監督職員が指示する構内の場所に敷きならしとする。　　　・　別途　　・　監督職員が指示する構内の場所に敷きならしとする。　　　・　別途　　・　監督職員が指示する構内の場所に敷きならしとする。　　　・　別途

　　・　構外搬出とする（※土壌検査を　　・　実施する　　・　実施しない）。　　・　構外搬出とする（※土壌検査を　　・　実施する　　・　実施しない）。　　・　構外搬出とする（※土壌検査を　　・　実施する　　・　実施しない）。　　・　構外搬出とする（※土壌検査を　　・　実施する　　・　実施しない）。　　・　構外搬出とする（※土壌検査を　　・　実施する　　・　実施しない）。　　・　構外搬出とする（※土壌検査を　　・　実施する　　・　実施しない）。　　・　構外搬出とする（※土壌検査を　　・　実施する　　・　実施しない）。

他工事との工事区分他工事との工事区分他工事との工事区分他工事との工事区分他工事との工事区分他工事との工事区分他工事との工事区分28282828282828 図面に特記なき場合、別表「Ｃ．工事区分表」による。ただし、これにより難い場合は監督員と協議する。図面に特記なき場合、別表「Ｃ．工事区分表」による。ただし、これにより難い場合は監督員と協議する。図面に特記なき場合、別表「Ｃ．工事区分表」による。ただし、これにより難い場合は監督員と協議する。図面に特記なき場合、別表「Ｃ．工事区分表」による。ただし、これにより難い場合は監督員と協議する。図面に特記なき場合、別表「Ｃ．工事区分表」による。ただし、これにより難い場合は監督員と協議する。図面に特記なき場合、別表「Ｃ．工事区分表」による。ただし、これにより難い場合は監督員と協議する。図面に特記なき場合、別表「Ｃ．工事区分表」による。ただし、これにより難い場合は監督員と協議する。

29292929292929 合成樹脂管配線合成樹脂管配線合成樹脂管配線合成樹脂管配線合成樹脂管配線合成樹脂管配線合成樹脂管配線 合成樹脂製可とう管（ＰＦ管）及び付属品は、タイプ－２５のものを使用する。なお、電力用位置ボックス類は原則として合成樹脂製と合成樹脂製可とう管（ＰＦ管）及び付属品は、タイプ－２５のものを使用する。なお、電力用位置ボックス類は原則として合成樹脂製と合成樹脂製可とう管（ＰＦ管）及び付属品は、タイプ－２５のものを使用する。なお、電力用位置ボックス類は原則として合成樹脂製と合成樹脂製可とう管（ＰＦ管）及び付属品は、タイプ－２５のものを使用する。なお、電力用位置ボックス類は原則として合成樹脂製と合成樹脂製可とう管（ＰＦ管）及び付属品は、タイプ－２５のものを使用する。なお、電力用位置ボックス類は原則として合成樹脂製と合成樹脂製可とう管（ＰＦ管）及び付属品は、タイプ－２５のものを使用する。なお、電力用位置ボックス類は原則として合成樹脂製と合成樹脂製可とう管（ＰＦ管）及び付属品は、タイプ－２５のものを使用する。なお、電力用位置ボックス類は原則として合成樹脂製と

するが、コンクリート打込み部分は金属製としてもよい。ただし、金属製とする場合は当該ボックスには接地を施すものとする。するが、コンクリート打込み部分は金属製としてもよい。ただし、金属製とする場合は当該ボックスには接地を施すものとする。するが、コンクリート打込み部分は金属製としてもよい。ただし、金属製とする場合は当該ボックスには接地を施すものとする。するが、コンクリート打込み部分は金属製としてもよい。ただし、金属製とする場合は当該ボックスには接地を施すものとする。するが、コンクリート打込み部分は金属製としてもよい。ただし、金属製とする場合は当該ボックスには接地を施すものとする。するが、コンクリート打込み部分は金属製としてもよい。ただし、金属製とする場合は当該ボックスには接地を施すものとする。するが、コンクリート打込み部分は金属製としてもよい。ただし、金属製とする場合は当該ボックスには接地を施すものとする。

また、ボックス類を外部に面した壁に打込む場合はボックスに保温・結露対策の処置を施すこと。また、ボックス類を外部に面した壁に打込む場合はボックスに保温・結露対策の処置を施すこと。また、ボックス類を外部に面した壁に打込む場合はボックスに保温・結露対策の処置を施すこと。また、ボックス類を外部に面した壁に打込む場合はボックスに保温・結露対策の処置を施すこと。また、ボックス類を外部に面した壁に打込む場合はボックスに保温・結露対策の処置を施すこと。また、ボックス類を外部に面した壁に打込む場合はボックスに保温・結露対策の処置を施すこと。また、ボックス類を外部に面した壁に打込む場合はボックスに保温・結露対策の処置を施すこと。

30303030303030 薄鋼電線管薄鋼電線管薄鋼電線管薄鋼電線管薄鋼電線管薄鋼電線管薄鋼電線管 薄鋼電線管は表示されているものと同一外形のねじなし電線管を使用しても良い。薄鋼電線管は表示されているものと同一外形のねじなし電線管を使用しても良い。薄鋼電線管は表示されているものと同一外形のねじなし電線管を使用しても良い。薄鋼電線管は表示されているものと同一外形のねじなし電線管を使用しても良い。薄鋼電線管は表示されているものと同一外形のねじなし電線管を使用しても良い。薄鋼電線管は表示されているものと同一外形のねじなし電線管を使用しても良い。薄鋼電線管は表示されているものと同一外形のねじなし電線管を使用しても良い。

31313131313131 電線本数・管路等電線本数・管路等電線本数・管路等電線本数・管路等電線本数・管路等電線本数・管路等電線本数・管路等 分電盤、制御盤及び端子盤等の二次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、管径等は監督員の承諾を受けて変更しても差し支えない。分電盤、制御盤及び端子盤等の二次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、管径等は監督員の承諾を受けて変更しても差し支えない。分電盤、制御盤及び端子盤等の二次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、管径等は監督員の承諾を受けて変更しても差し支えない。分電盤、制御盤及び端子盤等の二次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、管径等は監督員の承諾を受けて変更しても差し支えない。分電盤、制御盤及び端子盤等の二次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、管径等は監督員の承諾を受けて変更しても差し支えない。分電盤、制御盤及び端子盤等の二次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、管径等は監督員の承諾を受けて変更しても差し支えない。分電盤、制御盤及び端子盤等の二次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、管径等は監督員の承諾を受けて変更しても差し支えない。

また、機械室等の床配線は図面上ＰＦ管で記載している場合であっても、立上げ部分等の露出配管部分は金属管とし、その場合は全長また、機械室等の床配線は図面上ＰＦ管で記載している場合であっても、立上げ部分等の露出配管部分は金属管とし、その場合は全長また、機械室等の床配線は図面上ＰＦ管で記載している場合であっても、立上げ部分等の露出配管部分は金属管とし、その場合は全長また、機械室等の床配線は図面上ＰＦ管で記載している場合であっても、立上げ部分等の露出配管部分は金属管とし、その場合は全長また、機械室等の床配線は図面上ＰＦ管で記載している場合であっても、立上げ部分等の露出配管部分は金属管とし、その場合は全長また、機械室等の床配線は図面上ＰＦ管で記載している場合であっても、立上げ部分等の露出配管部分は金属管とし、その場合は全長また、機械室等の床配線は図面上ＰＦ管で記載している場合であっても、立上げ部分等の露出配管部分は金属管とし、その場合は全長

にわたって接地線を設ける。にわたって接地線を設ける。にわたって接地線を設ける。にわたって接地線を設ける。にわたって接地線を設ける。にわたって接地線を設ける。にわたって接地線を設ける。

32323232323232 次の露出配管は塗装を行う。次の露出配管は塗装を行う。次の露出配管は塗装を行う。次の露出配管は塗装を行う。次の露出配管は塗装を行う。次の露出配管は塗装を行う。次の露出配管は塗装を行う。

　　・　　屋　外　（　　　　　　　　　　　　　　）　　　・　　屋　内　（　　　　　　　　　　　　　　）　　・　　屋　外　（　　　　　　　　　　　　　　）　　　・　　屋　内　（　　　　　　　　　　　　　　）　　・　　屋　外　（　　　　　　　　　　　　　　）　　　・　　屋　内　（　　　　　　　　　　　　　　）　　・　　屋　外　（　　　　　　　　　　　　　　）　　　・　　屋　内　（　　　　　　　　　　　　　　）　　・　　屋　外　（　　　　　　　　　　　　　　）　　　・　　屋　内　（　　　　　　　　　　　　　　）　　・　　屋　外　（　　　　　　　　　　　　　　）　　　・　　屋　内　（　　　　　　　　　　　　　　）　　・　　屋　外　（　　　　　　　　　　　　　　）　　　・　　屋　内　（　　　　　　　　　　　　　　）

33333333333333 保護管保護管保護管保護管保護管保護管保護管 ケーブル配線の保護管は、標準仕様書の金属管配線、合成樹脂管配線の項による。ケーブル配線の保護管は、標準仕様書の金属管配線、合成樹脂管配線の項による。ケーブル配線の保護管は、標準仕様書の金属管配線、合成樹脂管配線の項による。ケーブル配線の保護管は、標準仕様書の金属管配線、合成樹脂管配線の項による。ケーブル配線の保護管は、標準仕様書の金属管配線、合成樹脂管配線の項による。ケーブル配線の保護管は、標準仕様書の金属管配線、合成樹脂管配線の項による。ケーブル配線の保護管は、標準仕様書の金属管配線、合成樹脂管配線の項による。

34343434343434 最上階の埋込配管最上階の埋込配管最上階の埋込配管最上階の埋込配管最上階の埋込配管最上階の埋込配管最上階の埋込配管 最上階の天井スラブへの埋込配管は、原則として避けるものとする。最上階の天井スラブへの埋込配管は、原則として避けるものとする。最上階の天井スラブへの埋込配管は、原則として避けるものとする。最上階の天井スラブへの埋込配管は、原則として避けるものとする。最上階の天井スラブへの埋込配管は、原則として避けるものとする。最上階の天井スラブへの埋込配管は、原則として避けるものとする。最上階の天井スラブへの埋込配管は、原則として避けるものとする。

35353535353535 呼び線呼び線呼び線呼び線呼び線呼び線呼び線 長さ１ｍ以上の入線しない電線管には、電線太さ1.2㎜以上のビニル被覆鉄線を挿入する。長さ１ｍ以上の入線しない電線管には、電線太さ1.2㎜以上のビニル被覆鉄線を挿入する。長さ１ｍ以上の入線しない電線管には、電線太さ1.2㎜以上のビニル被覆鉄線を挿入する。長さ１ｍ以上の入線しない電線管には、電線太さ1.2㎜以上のビニル被覆鉄線を挿入する。長さ１ｍ以上の入線しない電線管には、電線太さ1.2㎜以上のビニル被覆鉄線を挿入する。長さ１ｍ以上の入線しない電線管には、電線太さ1.2㎜以上のビニル被覆鉄線を挿入する。長さ１ｍ以上の入線しない電線管には、電線太さ1.2㎜以上のビニル被覆鉄線を挿入する。

36363636363636 プレートの材質プレートの材質プレートの材質プレートの材質プレートの材質プレートの材質プレートの材質 フラッシュプレートは、図面に特記なき場合は次による。フラッシュプレートは、図面に特記なき場合は次による。フラッシュプレートは、図面に特記なき場合は次による。フラッシュプレートは、図面に特記なき場合は次による。フラッシュプレートは、図面に特記なき場合は次による。フラッシュプレートは、図面に特記なき場合は次による。フラッシュプレートは、図面に特記なき場合は次による。

　　・　　金属製（ステンレス・新金属製を含む）　　　・　　樹脂製　　・　　金属製（ステンレス・新金属製を含む）　　　・　　樹脂製　　・　　金属製（ステンレス・新金属製を含む）　　　・　　樹脂製　　・　　金属製（ステンレス・新金属製を含む）　　　・　　樹脂製　　・　　金属製（ステンレス・新金属製を含む）　　　・　　樹脂製　　・　　金属製（ステンレス・新金属製を含む）　　　・　　樹脂製　　・　　金属製（ステンレス・新金属製を含む）　　　・　　樹脂製

37373737373737 位置ボックス等位置ボックス等位置ボックス等位置ボックス等位置ボックス等位置ボックス等位置ボックス等 ケーブルころがし配線で送り配線端子のある場合は、照明器具、スピーカー、感知器の位置ボックスは、不要とする。ケーブルころがし配線で送り配線端子のある場合は、照明器具、スピーカー、感知器の位置ボックスは、不要とする。ケーブルころがし配線で送り配線端子のある場合は、照明器具、スピーカー、感知器の位置ボックスは、不要とする。ケーブルころがし配線で送り配線端子のある場合は、照明器具、スピーカー、感知器の位置ボックスは、不要とする。ケーブルころがし配線で送り配線端子のある場合は、照明器具、スピーカー、感知器の位置ボックスは、不要とする。ケーブルころがし配線で送り配線端子のある場合は、照明器具、スピーカー、感知器の位置ボックスは、不要とする。ケーブルころがし配線で送り配線端子のある場合は、照明器具、スピーカー、感知器の位置ボックスは、不要とする。

38383838383838 ＥＭ－ＥＥＦケーブＥＭ－ＥＥＦケーブＥＭ－ＥＥＦケーブＥＭ－ＥＥＦケーブＥＭ－ＥＥＦケーブＥＭ－ＥＥＦケーブＥＭ－ＥＥＦケーブ

ルの仕様についてルの仕様についてルの仕様についてルの仕様についてルの仕様についてルの仕様についてルの仕様について

３心以上のＥＭ－ＥＥＦケーブルについて、１心を接地線として使用する場合は当該心線絶縁体の識別色が緑色である材料を使用する３心以上のＥＭ－ＥＥＦケーブルについて、１心を接地線として使用する場合は当該心線絶縁体の識別色が緑色である材料を使用する３心以上のＥＭ－ＥＥＦケーブルについて、１心を接地線として使用する場合は当該心線絶縁体の識別色が緑色である材料を使用する３心以上のＥＭ－ＥＥＦケーブルについて、１心を接地線として使用する場合は当該心線絶縁体の識別色が緑色である材料を使用する３心以上のＥＭ－ＥＥＦケーブルについて、１心を接地線として使用する場合は当該心線絶縁体の識別色が緑色である材料を使用する３心以上のＥＭ－ＥＥＦケーブルについて、１心を接地線として使用する場合は当該心線絶縁体の識別色が緑色である材料を使用する３心以上のＥＭ－ＥＥＦケーブルについて、１心を接地線として使用する場合は当該心線絶縁体の識別色が緑色である材料を使用する

こと。こと。こと。こと。こと。こと。こと。

39393939393939 地中配線の埋設地中配線の埋設地中配線の埋設地中配線の埋設地中配線の埋設地中配線の埋設地中配線の埋設

深さ等深さ等深さ等深さ等深さ等深さ等深さ等

地中配線で、特記なき埋設深さは０.６ｍ以上とする。また、地中配線には標識シート等（２倍長以上重ね）を設ける。地中配線で、特記なき埋設深さは０.６ｍ以上とする。また、地中配線には標識シート等（２倍長以上重ね）を設ける。地中配線で、特記なき埋設深さは０.６ｍ以上とする。また、地中配線には標識シート等（２倍長以上重ね）を設ける。地中配線で、特記なき埋設深さは０.６ｍ以上とする。また、地中配線には標識シート等（２倍長以上重ね）を設ける。地中配線で、特記なき埋設深さは０.６ｍ以上とする。また、地中配線には標識シート等（２倍長以上重ね）を設ける。地中配線で、特記なき埋設深さは０.６ｍ以上とする。また、地中配線には標識シート等（２倍長以上重ね）を設ける。地中配線で、特記なき埋設深さは０.６ｍ以上とする。また、地中配線には標識シート等（２倍長以上重ね）を設ける。

40404040404040 地中線の埋設標地中線の埋設標地中線の埋設標地中線の埋設標地中線の埋設標地中線の埋設標地中線の埋設標 構内線路における埋設標の材質及びその個数は、図面に記載のない場合は、次による。構内線路における埋設標の材質及びその個数は、図面に記載のない場合は、次による。構内線路における埋設標の材質及びその個数は、図面に記載のない場合は、次による。構内線路における埋設標の材質及びその個数は、図面に記載のない場合は、次による。構内線路における埋設標の材質及びその個数は、図面に記載のない場合は、次による。構内線路における埋設標の材質及びその個数は、図面に記載のない場合は、次による。構内線路における埋設標の材質及びその個数は、図面に記載のない場合は、次による。

　　・　鉄製（　　　箇所）　　・　コンクリート製（　　　箇所）　　・　鉄製（　　　箇所）　　・　コンクリート製（　　　箇所）　　・　鉄製（　　　箇所）　　・　コンクリート製（　　　箇所）　　・　鉄製（　　　箇所）　　・　コンクリート製（　　　箇所）　　・　鉄製（　　　箇所）　　・　コンクリート製（　　　箇所）　　・　鉄製（　　　箇所）　　・　コンクリート製（　　　箇所）　　・　鉄製（　　　箇所）　　・　コンクリート製（　　　箇所）

41414141414141 ハンドホールの鉄蓋ハンドホールの鉄蓋ハンドホールの鉄蓋ハンドホールの鉄蓋ハンドホールの鉄蓋ハンドホールの鉄蓋ハンドホールの鉄蓋 ハンドホール等の鉄蓋は、鋳形流し込みで用途名を表示する。ハンドホール等の鉄蓋は、鋳形流し込みで用途名を表示する。ハンドホール等の鉄蓋は、鋳形流し込みで用途名を表示する。ハンドホール等の鉄蓋は、鋳形流し込みで用途名を表示する。ハンドホール等の鉄蓋は、鋳形流し込みで用途名を表示する。ハンドホール等の鉄蓋は、鋳形流し込みで用途名を表示する。ハンドホール等の鉄蓋は、鋳形流し込みで用途名を表示する。

　　・　構内配電線路の用途名（　・　電力　　・　高圧　）　　　・　構内通信線路の用途名（　・　通信　　・　　　　　　　）　　・　構内配電線路の用途名（　・　電力　　・　高圧　）　　　・　構内通信線路の用途名（　・　通信　　・　　　　　　　）　　・　構内配電線路の用途名（　・　電力　　・　高圧　）　　　・　構内通信線路の用途名（　・　通信　　・　　　　　　　）　　・　構内配電線路の用途名（　・　電力　　・　高圧　）　　　・　構内通信線路の用途名（　・　通信　　・　　　　　　　）　　・　構内配電線路の用途名（　・　電力　　・　高圧　）　　　・　構内通信線路の用途名（　・　通信　　・　　　　　　　）　　・　構内配電線路の用途名（　・　電力　　・　高圧　）　　　・　構内通信線路の用途名（　・　通信　　・　　　　　　　）　　・　構内配電線路の用途名（　・　電力　　・　高圧　）　　　・　構内通信線路の用途名（　・　通信　　・　　　　　　　）

　　・　共用する場合の用途名（　・　電力　　・　　　　）　　・　共用する場合の用途名（　・　電力　　・　　　　）　　・　共用する場合の用途名（　・　電力　　・　　　　）　　・　共用する場合の用途名（　・　電力　　・　　　　）　　・　共用する場合の用途名（　・　電力　　・　　　　）　　・　共用する場合の用途名（　・　電力　　・　　　　）　　・　共用する場合の用途名（　・　電力　　・　　　　）

42424242424242 電力・電話等の電力・電話等の電力・電話等の電力・電話等の電力・電話等の電力・電話等の電力・電話等の

引き込み引き込み引き込み引き込み引き込み引き込み引き込み

電力及び電話等引き込み線の引留方法、位置については電力会社及び電気通信事業者等と打合せのうえ監督員と協議により施工する。電力及び電話等引き込み線の引留方法、位置については電力会社及び電気通信事業者等と打合せのうえ監督員と協議により施工する。電力及び電話等引き込み線の引留方法、位置については電力会社及び電気通信事業者等と打合せのうえ監督員と協議により施工する。電力及び電話等引き込み線の引留方法、位置については電力会社及び電気通信事業者等と打合せのうえ監督員と協議により施工する。電力及び電話等引き込み線の引留方法、位置については電力会社及び電気通信事業者等と打合せのうえ監督員と協議により施工する。電力及び電話等引き込み線の引留方法、位置については電力会社及び電気通信事業者等と打合せのうえ監督員と協議により施工する。電力及び電話等引き込み線の引留方法、位置については電力会社及び電気通信事業者等と打合せのうえ監督員と協議により施工する。

44444444444444 機器取付高さ機器取付高さ機器取付高さ機器取付高さ機器取付高さ機器取付高さ機器取付高さ 図面に特記なき場合は、次による。図面に特記なき場合は、次による。図面に特記なき場合は、次による。図面に特記なき場合は、次による。図面に特記なき場合は、次による。図面に特記なき場合は、次による。図面に特記なき場合は、次による。

・　共同設置・　共同設置・　共同設置・　共同設置・　共同設置・　共同設置・　共同設置

・　共同設置・　共同設置・　共同設置・　共同設置・　共同設置・　共同設置・　共同設置

・　Ａ　種・　Ａ　種・　Ａ　種・　Ａ　種・　Ａ　種・　Ａ　種・　Ａ　種

・　Ｂ　種・　Ｂ　種・　Ｂ　種・　Ｂ　種・　Ｂ　種・　Ｂ　種・　Ｂ　種

・　Ｃ　種・　Ｃ　種・　Ｃ　種・　Ｃ　種・　Ｃ　種・　Ｃ　種・　Ｃ　種

・　Ｄ　種・　Ｄ　種・　Ｄ　種・　Ｄ　種・　Ｄ　種・　Ｄ　種・　Ｄ　種

・　Ｄ　種・　Ｄ　種・　Ｄ　種・　Ｄ　種・　Ｄ　種・　Ｄ　種・　Ｄ　種

・　高圧避雷器・　高圧避雷器・　高圧避雷器・　高圧避雷器・　高圧避雷器・　高圧避雷器・　高圧避雷器

ＥＥＥＥＥＥＥＡ・Ｂ・Ｃ・ＤＡ・Ｂ・Ｃ・ＤＡ・Ｂ・Ｃ・ＤＡ・Ｂ・Ｃ・ＤＡ・Ｂ・Ｃ・ＤＡ・Ｂ・Ｃ・ＤＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

ＥＥＥＥＥＥＥＡ・Ｃ・ＤＡ・Ｃ・ＤＡ・Ｃ・ＤＡ・Ｃ・ＤＡ・Ｃ・ＤＡ・Ｃ・ＤＡ・Ｃ・Ｄ

ＥＥＥＥＥＥＥＡＡＡＡＡＡＡ

ＥＥＥＥＥＥＥ

ＥＥＥＥＥＥＥ

ＥＥＥＥＥＥＥＢＢＢＢＢＢＢ

ＥＥＥＥＥＥＥＣＣＣＣＣＣＣ

ＤＤＤＤＤＤＤ

ＥＥＥＥＥＥＥＤＤＤＤＤＤＤ

ＬＨＬＨＬＨＬＨＬＨＬＨＬＨ

Ω以下Ω以下Ω以下Ω以下Ω以下Ω以下Ω以下

１０Ω以下１０Ω以下１０Ω以下１０Ω以下１０Ω以下１０Ω以下１０Ω以下

１０Ω以下１０Ω以下１０Ω以下１０Ω以下１０Ω以下１０Ω以下１０Ω以下

Ω以下Ω以下Ω以下Ω以下Ω以下Ω以下Ω以下

１０Ω以下１０Ω以下１０Ω以下１０Ω以下１０Ω以下１０Ω以下１０Ω以下

Ω以下Ω以下Ω以下Ω以下Ω以下Ω以下Ω以下

１００Ω以下１００Ω以下１００Ω以下１００Ω以下１００Ω以下１００Ω以下１００Ω以下

１０Ω以下１０Ω以下１０Ω以下１０Ω以下１０Ω以下１０Ω以下１０Ω以下

接地の種類接地の種類接地の種類接地の種類接地の種類接地の種類接地の種類 記　号記　号記　号記　号記　号記　号記　号 接地抵抗値接地抵抗値接地抵抗値接地抵抗値接地抵抗値接地抵抗値接地抵抗値 接地極の規格・数量接地極の規格・数量接地極の規格・数量接地極の規格・数量接地極の規格・数量接地極の規格・数量接地極の規格・数量

ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組

ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組

ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組

ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組

ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－　組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－　組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－　組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－　組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－　組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－　組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－　組

ＥＢ（D＝10、L=1,000　または　W=30、L=900）　×１ＥＢ（D＝10、L=1,000　または　W=30、L=900）　×１ＥＢ（D＝10、L=1,000　または　W=30、L=900）　×１ＥＢ（D＝10、L=1,000　または　W=30、L=900）　×１ＥＢ（D＝10、L=1,000　または　W=30、L=900）　×１ＥＢ（D＝10、L=1,000　または　W=30、L=900）　×１ＥＢ（D＝10、L=1,000　または　W=30、L=900）　×１

ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組

１０Ω以下１０Ω以下１０Ω以下１０Ω以下１０Ω以下１０Ω以下１０Ω以下 ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組

ＥＥＥＥＥＥＥ １０Ω以下１０Ω以下１０Ω以下１０Ω以下１０Ω以下１０Ω以下１０Ω以下 ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組

ＥＥＥＥＥＥＥ

ＥＥＥＥＥＥＥ

・　交換装置用・　交換装置用・　交換装置用・　交換装置用・　交換装置用・　交換装置用・　交換装置用

・　通信用・　通信用・　通信用・　通信用・　通信用・　通信用・　通信用

・　通信用・　通信用・　通信用・　通信用・　通信用・　通信用・　通信用

・　電話引込口・　電話引込口・　電話引込口・　電話引込口・　電話引込口・　電話引込口・　電話引込口

　　の保安器用　　の保安器用　　の保安器用　　の保安器用　　の保安器用　　の保安器用　　の保安器用

・　測定用・　測定用・　測定用・　測定用・　測定用・　測定用・　測定用

・　構造体接地・　構造体接地・　構造体接地・　構造体接地・　構造体接地・　構造体接地・　構造体接地

・　等電位接地・　等電位接地・　等電位接地・　等電位接地・　等電位接地・　等電位接地・　等電位接地

ＥＥＥＥＥＥＥｔｔｔｔｔｔｔ

ＡｔＡｔＡｔＡｔＡｔＡｔＡｔ

ＤｔＤｔＤｔＤｔＤｔＤｔＤｔ

ＥＥＥＥＥＥＥＤｔＤｔＤｔＤｔＤｔＤｔＤｔ

ＤＤＤＤＤＤＤ

１００Ω以下１００Ω以下１００Ω以下１００Ω以下１００Ω以下１００Ω以下１００Ω以下

１００Ω以下１００Ω以下１００Ω以下１００Ω以下１００Ω以下１００Ω以下１００Ω以下

１００Ω以下１００Ω以下１００Ω以下１００Ω以下１００Ω以下１００Ω以下１００Ω以下

Ω以下Ω以下Ω以下Ω以下Ω以下Ω以下Ω以下

Ω以下Ω以下Ω以下Ω以下Ω以下Ω以下Ω以下

ＥＢ（D＝10、L=1,000　または　W=30、L=900）　×１ＥＢ（D＝10、L=1,000　または　W=30、L=900）　×１ＥＢ（D＝10、L=1,000　または　W=30、L=900）　×１ＥＢ（D＝10、L=1,000　または　W=30、L=900）　×１ＥＢ（D＝10、L=1,000　または　W=30、L=900）　×１ＥＢ（D＝10、L=1,000　または　W=30、L=900）　×１ＥＢ（D＝10、L=1,000　または　W=30、L=900）　×１

ＥＢ（D＝10、L=1,000　または　W=30、L=900）　×１ＥＢ（D＝10、L=1,000　または　W=30、L=900）　×１ＥＢ（D＝10、L=1,000　または　W=30、L=900）　×１ＥＢ（D＝10、L=1,000　または　W=30、L=900）　×１ＥＢ（D＝10、L=1,000　または　W=30、L=900）　×１ＥＢ（D＝10、L=1,000　または　W=30、L=900）　×１ＥＢ（D＝10、L=1,000　または　W=30、L=900）　×１

ＥＢ（D＝10、L=1,500　または　W=30、L=1,200）×３連－１組ＥＢ（D＝10、L=1,500　または　W=30、L=1,200）×３連－１組ＥＢ（D＝10、L=1,500　または　W=30、L=1,200）×３連－１組ＥＢ（D＝10、L=1,500　または　W=30、L=1,200）×３連－１組ＥＢ（D＝10、L=1,500　または　W=30、L=1,200）×３連－１組ＥＢ（D＝10、L=1,500　または　W=30、L=1,200）×３連－１組ＥＢ（D＝10、L=1,500　または　W=30、L=1,200）×３連－１組

ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組ＥＢ（D＝14、L=1,500　または　W=40、L=1,200）×３連－２組

1,800～2,0001,800～2,0001,800～2,0001,800～2,0001,800～2,0001,800～2,0001,800～2,000電
力
共
通

電
力
共
通

電
力
共
通

電
力
共
通

電
力
共
通

電
力
共
通

電
力
共
通

地　上～窓中心地　上～窓中心地　上～窓中心地　上～窓中心地　上～窓中心地　上～窓中心地　上～窓中心

名　　　称名　　　称名　　　称名　　　称名　　　称名　　　称名　　　称 測　　点測　　点測　　点測　　点測　　点測　　点測　　点 取付高さ(㎜)取付高さ(㎜)取付高さ(㎜)取付高さ(㎜)取付高さ(㎜)取付高さ(㎜)取付高さ(㎜)

地　上～中　心地　上～中　心地　上～中　心地　上～中　心地　上～中　心地　上～中　心地　上～中　心 1,800～2,0001,800～2,0001,800～2,0001,800～2,0001,800～2,0001,800～2,0001,800～2,000

床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

(上端1,900以下)(上端1,900以下)(上端1,900以下)(上端1,900以下)(上端1,900以下)(上端1,900以下)(上端1,900以下)

分電盤分電盤分電盤分電盤分電盤分電盤分電盤

スイッチスイッチスイッチスイッチスイッチスイッチスイッチ

スイッチ（自動扉）スイッチ（自動扉）スイッチ（自動扉）スイッチ（自動扉）スイッチ（自動扉）スイッチ（自動扉）スイッチ（自動扉）

スイッチ（人感センサ）スイッチ（人感センサ）スイッチ（人感センサ）スイッチ（人感センサ）スイッチ（人感センサ）スイッチ（人感センサ）スイッチ（人感センサ）

引込開閉器引込開閉器引込開閉器引込開閉器引込開閉器引込開閉器引込開閉器

積算計器積算計器積算計器積算計器積算計器積算計器積算計器

電
　
　
　
　
　
灯

電
　
　
　
　
　
灯

電
　
　
　
　
　
灯

電
　
　
　
　
　
灯

電
　
　
　
　
　
灯

電
　
　
　
　
　
灯

電
　
　
　
　
　
灯

ブ
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ト

ブ
ラ
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ト

ブ
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ッ
ト

ブ
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ッ
ト

ブ
ラ
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ッ
ト

ブ
ラ
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ト

ブ
ラ
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コ
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セ
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コ
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セ
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ト

コ
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セ
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ト

コ
 
ン
 
セ
 
ン
 
ト

コ
 
ン
 
セ
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ト

コ
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セ
 
ン
 
ト

コ
 
ン
 
セ
 
ン
 
ト

（一般）（一般）（一般）（一般）（一般）（一般）（一般）

（和室）（和室）（和室）（和室）（和室）（和室）（和室）

（台上）（台上）（台上）（台上）（台上）（台上）（台上）

（土間）（土間）（土間）（土間）（土間）（土間）（土間）

（外壁・屋外）（外壁・屋外）（外壁・屋外）（外壁・屋外）（外壁・屋外）（外壁・屋外）（外壁・屋外）

（一般）（一般）（一般）（一般）（一般）（一般）（一般）

（踊場）（踊場）（踊場）（踊場）（踊場）（踊場）（踊場）

（鏡上）（鏡上）（鏡上）（鏡上）（鏡上）（鏡上）（鏡上）

床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心

床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心

床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心

台　上～中　心台　上～中　心台　上～中　心台　上～中　心台　上～中　心台　上～中　心台　上～中　心

床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心

地　上～中　心地　上～中　心地　上～中　心地　上～中　心地　上～中　心地　上～中　心地　上～中　心

床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心

床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心

鏡上端～中　心鏡上端～中　心鏡上端～中　心鏡上端～中　心鏡上端～中　心鏡上端～中　心鏡上端～中　心

1,3001,3001,3001,3001,3001,3001,300床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心

床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心 1,8001,8001,8001,8001,8001,8001,800

1,8001,8001,8001,8001,8001,8001,800

  300  300  300  300  300  300  300

  150  150  150  150  150  150  150

  150～ 200  150～ 200  150～ 200  150～ 200  150～ 200  150～ 200  150～ 200

  500  500  500  500  500  500  500

  800  800  800  800  800  800  800

2,100～2,3002,100～2,3002,100～2,3002,100～2,3002,100～2,3002,100～2,3002,100～2,300

2,000～2,5002,000～2,5002,000～2,5002,000～2,5002,000～2,5002,000～2,5002,000～2,500

  150  150  150  150  150  150  150

動
　
　
力

動
　
　
力

動
　
　
力

動
　
　
力

動
　
　
力

動
　
　
力

動
　
　
力

壁掛形制御盤壁掛形制御盤壁掛形制御盤壁掛形制御盤壁掛形制御盤壁掛形制御盤壁掛形制御盤

手元開閉器手元開閉器手元開閉器手元開閉器手元開閉器手元開閉器手元開閉器

制御スイッチ制御スイッチ制御スイッチ制御スイッチ制御スイッチ制御スイッチ制御スイッチ

構
　
内
　
交
　
換

構
　
内
　
交
　
換

構
　
内
　
交
　
換

構
　
内
　
交
　
換

構
　
内
　
交
　
換

構
　
内
　
交
　
換

構
　
内
　
交
　
換

室内端子盤室内端子盤室内端子盤室内端子盤室内端子盤室内端子盤室内端子盤

集合保安器箱集合保安器箱集合保安器箱集合保安器箱集合保安器箱集合保安器箱集合保安器箱

壁付電話機壁付電話機壁付電話機壁付電話機壁付電話機壁付電話機壁付電話機

ア
ウ
ト
レ
ッ
ト

ア
ウ
ト
レ
ッ
ト

ア
ウ
ト
レ
ッ
ト

ア
ウ
ト
レ
ッ
ト

ア
ウ
ト
レ
ッ
ト

ア
ウ
ト
レ
ッ
ト

ア
ウ
ト
レ
ッ
ト

（一般）（一般）（一般）（一般）（一般）（一般）（一般）

（和室）（和室）（和室）（和室）（和室）（和室）（和室）

時
計
時
計
時
計
時
計
時
計
時
計
時
計

拡
声
拡
声
拡
声
拡
声
拡
声
拡
声
拡
声

壁掛形親時計壁掛形親時計壁掛形親時計壁掛形親時計壁掛形親時計壁掛形親時計壁掛形親時計

子時計子時計子時計子時計子時計子時計子時計

壁掛形スピーカ壁掛形スピーカ壁掛形スピーカ壁掛形スピーカ壁掛形スピーカ壁掛形スピーカ壁掛形スピーカ

壁付アッテネータ壁付アッテネータ壁付アッテネータ壁付アッテネータ壁付アッテネータ壁付アッテネータ壁付アッテネータ

床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心

床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心

床　上～下　端床　上～下　端床　上～下　端床　上～下　端床　上～下　端床　上～下　端床　上～下　端

床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心

天井下～上　端天井下～上　端天井下～上　端天井下～上　端天井下～上　端天井下～上　端天井下～上　端

床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心

床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心

床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心

床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心

床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心

床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心

床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心

1,5001,5001,5001,5001,5001,5001,500

(上端1,900以下)(上端1,900以下)(上端1,900以下)(上端1,900以下)(上端1,900以下)(上端1,900以下)(上端1,900以下)

(上端1,900以下)(上端1,900以下)(上端1,900以下)(上端1,900以下)(上端1,900以下)(上端1,900以下)(上端1,900以下)

1,5001,5001,5001,5001,5001,5001,500

1,3001,3001,3001,3001,3001,3001,300

  300  300  300  300  300  300  300

  200  200  200  200  200  200  200

1,3001,3001,3001,3001,3001,3001,300

  300  300  300  300  300  300  300

  150  150  150  150  150  150  150

1,5001,5001,5001,5001,5001,5001,500

天井高×0.9天井高×0.9天井高×0.9天井高×0.9天井高×0.9天井高×0.9天井高×0.9

天井高×0.9天井高×0.9天井高×0.9天井高×0.9天井高×0.9天井高×0.9天井高×0.9

1,3001,3001,3001,3001,3001,3001,300

名　　　称名　　　称名　　　称名　　　称名　　　称名　　　称名　　　称 測　　点測　　点測　　点測　　点測　　点測　　点測　　点 取付高さ(㎜)取付高さ(㎜)取付高さ(㎜)取付高さ(㎜)取付高さ(㎜)取付高さ(㎜)取付高さ(㎜)

出
　
退
　
表
　
示

出
　
退
　
表
　
示

出
　
退
　
表
　
示

出
　
退
　
表
　
示

出
　
退
　
表
　
示

出
　
退
　
表
　
示

出
　
退
　
表
　
示

情報表示盤情報表示盤情報表示盤情報表示盤情報表示盤情報表示盤情報表示盤

壁付発信器壁付発信器壁付発信器壁付発信器壁付発信器壁付発信器壁付発信器

ベル・ブザー・チャイムベル・ブザー・チャイムベル・ブザー・チャイムベル・ブザー・チャイムベル・ブザー・チャイムベル・ブザー・チャイムベル・ブザー・チャイム

壁付押釦（一般）壁付押釦（一般）壁付押釦（一般）壁付押釦（一般）壁付押釦（一般）壁付押釦（一般）壁付押釦（一般）

床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心

床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心

床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心

床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心

天井高×0.9天井高×0.9天井高×0.9天井高×0.9天井高×0.9天井高×0.9天井高×0.9

1,3001,3001,3001,3001,3001,3001,300

2,3002,3002,3002,3002,3002,3002,300

1,3001,3001,3001,3001,3001,3001,300

誘
　
導
　
支
　
援

誘
　
導
　
支
　
援

誘
　
導
　
支
　
援

誘
　
導
　
支
　
援

誘
　
導
　
支
　
援

誘
　
導
　
支
　
援

誘
　
導
　
支
　
援

壁付インターホン(一般)壁付インターホン(一般)壁付インターホン(一般)壁付インターホン(一般)壁付インターホン(一般)壁付インターホン(一般)壁付インターホン(一般)

　　〃　(身体障害者)　　〃　(身体障害者)　　〃　(身体障害者)　　〃　(身体障害者)　　〃　(身体障害者)　　〃　(身体障害者)　　〃　(身体障害者)

壁付アウトレット(一般)壁付アウトレット(一般)壁付アウトレット(一般)壁付アウトレット(一般)壁付アウトレット(一般)壁付アウトレット(一般)壁付アウトレット(一般)

壁付アウトレット(和室)壁付アウトレット(和室)壁付アウトレット(和室)壁付アウトレット(和室)壁付アウトレット(和室)壁付アウトレット(和室)壁付アウトレット(和室)

呼出釦　(多目的便所)呼出釦　(多目的便所)呼出釦　(多目的便所)呼出釦　(多目的便所)呼出釦　(多目的便所)呼出釦　(多目的便所)呼出釦　(多目的便所)

復帰釦復帰釦復帰釦復帰釦復帰釦復帰釦復帰釦

床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心

床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心

床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心

床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心

床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心

床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心

1,3001,3001,3001,3001,3001,3001,300

1,1001,1001,1001,1001,1001,1001,100

  300  300  300  300  300  300  300

  150  150  150  150  150  150  150

  900  900  900  900  900  900  900

テ
 
レ
 
ビ
 
共
 
同
 
受
 
信

テ
 
レ
 
ビ
 
共
 
同
 
受
 
信

テ
 
レ
 
ビ
 
共
 
同
 
受
 
信

テ
 
レ
 
ビ
 
共
 
同
 
受
 
信

テ
 
レ
 
ビ
 
共
 
同
 
受
 
信

テ
 
レ
 
ビ
 
共
 
同
 
受
 
信

テ
 
レ
 
ビ
 
共
 
同
 
受
 
信

機器収納箱機器収納箱機器収納箱機器収納箱機器収納箱機器収納箱機器収納箱

直列ユニット　(一般)直列ユニット　(一般)直列ユニット　(一般)直列ユニット　(一般)直列ユニット　(一般)直列ユニット　(一般)直列ユニット　(一般)

直列ユニット  (和室)直列ユニット  (和室)直列ユニット  (和室)直列ユニット  (和室)直列ユニット  (和室)直列ユニット  (和室)直列ユニット  (和室)

天井下～上　端天井下～上　端天井下～上　端天井下～上　端天井下～上　端天井下～上　端天井下～上　端

床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心

床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心

  200  200  200  200  200  200  200

  300  300  300  300  300  300  300

  150  150  150  150  150  150  150
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知
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知
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知
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知

受信機・副受信機受信機・副受信機受信機・副受信機受信機・副受信機受信機・副受信機受信機・副受信機受信機・副受信機

機器収納箱・発信器機器収納箱・発信器機器収納箱・発信器機器収納箱・発信器機器収納箱・発信器機器収納箱・発信器機器収納箱・発信器

警報ベル警報ベル警報ベル警報ベル警報ベル警報ベル警報ベル

表示灯表示灯表示灯表示灯表示灯表示灯表示灯

ガス用検知器（LPG）ガス用検知器（LPG）ガス用検知器（LPG）ガス用検知器（LPG）ガス用検知器（LPG）ガス用検知器（LPG）ガス用検知器（LPG）

床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心

床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心

床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心

床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心床　上～中　心

床　上～上　端床　上～上　端床　上～上　端床　上～上　端床　上～上　端床　上～上　端床　上～上　端

  800～1,500  800～1,500  800～1,500  800～1,500  800～1,500  800～1,500  800～1,500

1,500～1,8001,500～1,8001,500～1,8001,500～1,8001,500～1,8001,500～1,8001,500～1,800

  800～1,500  800～1,500  800～1,500  800～1,500  800～1,500  800～1,500  800～1,500

  800～1,500  800～1,500  800～1,500  800～1,500  800～1,500  800～1,500  800～1,500

2,1002,1002,1002,1002,1002,1002,100

  300  300  300  300  300  300  300

備
　
　
　
　
考

備
　
　
　
　
考

備
　
　
　
　
考

備
　
　
　
　
考

備
　
　
　
　
考

備
　
　
　
　
考

備
　
　
　
　
考

注）注）注）注）注）注）注）１）天井高3,000以上の場合及び上記取付高さにおいて１）天井高3,000以上の場合及び上記取付高さにおいて１）天井高3,000以上の場合及び上記取付高さにおいて１）天井高3,000以上の場合及び上記取付高さにおいて１）天井高3,000以上の場合及び上記取付高さにおいて１）天井高3,000以上の場合及び上記取付高さにおいて１）天井高3,000以上の場合及び上記取付高さにおいて

　　機器の使用に支障が生じる場合は、監督員と協議　　機器の使用に支障が生じる場合は、監督員と協議　　機器の使用に支障が生じる場合は、監督員と協議　　機器の使用に支障が生じる場合は、監督員と協議　　機器の使用に支障が生じる場合は、監督員と協議　　機器の使用に支障が生じる場合は、監督員と協議　　機器の使用に支障が生じる場合は、監督員と協議

　　する。　　する。　　する。　　する。　　する。　　する。　　する。

２）意匠に関する部分（正面玄関・玄関ホール・EVホー２）意匠に関する部分（正面玄関・玄関ホール・EVホー２）意匠に関する部分（正面玄関・玄関ホール・EVホー２）意匠に関する部分（正面玄関・玄関ホール・EVホー２）意匠に関する部分（正面玄関・玄関ホール・EVホー２）意匠に関する部分（正面玄関・玄関ホール・EVホー２）意匠に関する部分（正面玄関・玄関ホール・EVホー

　　ル・上級室・会議室）の取付位置は、監督員と協議　　ル・上級室・会議室）の取付位置は、監督員と協議　　ル・上級室・会議室）の取付位置は、監督員と協議　　ル・上級室・会議室）の取付位置は、監督員と協議　　ル・上級室・会議室）の取付位置は、監督員と協議　　ル・上級室・会議室）の取付位置は、監督員と協議　　ル・上級室・会議室）の取付位置は、監督員と協議

　　すること。　　すること。　　すること。　　すること。　　すること。　　すること。　　すること。

３）表記は原則とし、施工時に監督員の承諾を受ける。３）表記は原則とし、施工時に監督員の承諾を受ける。３）表記は原則とし、施工時に監督員の承諾を受ける。３）表記は原則とし、施工時に監督員の承諾を受ける。３）表記は原則とし、施工時に監督員の承諾を受ける。３）表記は原則とし、施工時に監督員の承諾を受ける。３）表記は原則とし、施工時に監督員の承諾を受ける。

電気設備特記仕様書（２）電気設備特記仕様書（２）電気設備特記仕様書（２）電気設備特記仕様書（２）電気設備特記仕様書（２）電気設備特記仕様書（２）電気設備特記仕様書（２）

　　　　・　設計図（ＣＡＤデータ）修正　　　　・　設計図（ＣＡＤデータ）修正　　　　・　設計図（ＣＡＤデータ）修正　　　　・　設計図（ＣＡＤデータ）修正　　　　・　設計図（ＣＡＤデータ）修正　　　　・　設計図（ＣＡＤデータ）修正　　　　・　設計図（ＣＡＤデータ）修正

令和　7年　7月令和　7年　7月令和　7年　7月令和　7年　7月令和　7年　7月令和　7年　7月令和　7年　7月

露出配管部露出配管部露出配管部露出配管部露出配管部露出配管部露出配管部

　　　　・　受変電設備　　・　発電設備　　・　電力貯蔵設備　　・　照明設備　　　　・　受変電設備　　・　発電設備　　・　電力貯蔵設備　　・　照明設備　　　　・　受変電設備　　・　発電設備　　・　電力貯蔵設備　　・　照明設備　　　　・　受変電設備　　・　発電設備　　・　電力貯蔵設備　　・　照明設備　　　　・　受変電設備　　・　発電設備　　・　電力貯蔵設備　　・　照明設備　　　　・　受変電設備　　・　発電設備　　・　電力貯蔵設備　　・　照明設備　　　　・　受変電設備　　・　発電設備　　・　電力貯蔵設備　　・　照明設備

電線管の塗装電線管の塗装電線管の塗装電線管の塗装電線管の塗装電線管の塗装電線管の塗装

15枚の内　2号15枚の内　2号15枚の内　2号15枚の内　2号15枚の内　2号15枚の内　2号15枚の内　2号

学校グラウンド照明ＬＥＤ化工事学校グラウンド照明ＬＥＤ化工事学校グラウンド照明ＬＥＤ化工事学校グラウンド照明ＬＥＤ化工事学校グラウンド照明ＬＥＤ化工事学校グラウンド照明ＬＥＤ化工事学校グラウンド照明ＬＥＤ化工事



番号番号番号番号番号番号番号

二級建築士　第7424号二級建築士　第7424号二級建築士　第7424号二級建築士　第7424号二級建築士　第7424号二級建築士　第7424号二級建築士　第7424号
てらい建築設計てらい建築設計てらい建築設計てらい建築設計てらい建築設計てらい建築設計てらい建築設計

寺井　政志寺井　政志寺井　政志寺井　政志寺井　政志寺井　政志寺井　政志

高　　　山　　　市高　　　山　　　市高　　　山　　　市高　　　山　　　市高　　　山　　　市高　　　山　　　市高　　　山　　　市

工事名工事名工事名工事名工事名工事名工事名

図　名図　名図　名図　名図　名図　名図　名

縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺

設　計設　計設　計設　計設　計設　計設　計

年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日

設　計設　計設　計設　計設　計設　計設　計

【Ａ２】【Ａ２】【Ａ２】【Ａ２】【Ａ２】【Ａ２】【Ａ２】

原設計図原設計図原設計図原設計図原設計図原設計図原設計図

FREEFREEFREEFREEFREEFREEFREE
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１１１１１１１

電気設備特記仕様書（３）電気設備特記仕様書（３）電気設備特記仕様書（３）電気設備特記仕様書（３）電気設備特記仕様書（３）電気設備特記仕様書（３）電気設備特記仕様書（３）

45454545454545 耐震措置耐震措置耐震措置耐震措置耐震措置耐震措置耐震措置 設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針（国土交通省）2014年版」(独立行政法人建築研究所監設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針（国土交通省）2014年版」(独立行政法人建築研究所監設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針（国土交通省）2014年版」(独立行政法人建築研究所監設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針（国土交通省）2014年版」(独立行政法人建築研究所監設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針（国土交通省）2014年版」(独立行政法人建築研究所監設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針（国土交通省）2014年版」(独立行政法人建築研究所監設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針（国土交通省）2014年版」(独立行政法人建築研究所監

修)による。修)による。修)による。修)による。修)による。修)による。修)による。

　　　なお、特記なき場合、設計用標準水平震度は次の表による。　　　なお、特記なき場合、設計用標準水平震度は次の表による。　　　なお、特記なき場合、設計用標準水平震度は次の表による。　　　なお、特記なき場合、設計用標準水平震度は次の表による。　　　なお、特記なき場合、設計用標準水平震度は次の表による。　　　なお、特記なき場合、設計用標準水平震度は次の表による。　　　なお、特記なき場合、設計用標準水平震度は次の表による。

　　　　　＜施設区分＞　　・　特定の施設　　・　一般の施設　　　　　＜施設区分＞　　・　特定の施設　　・　一般の施設　　　　　＜施設区分＞　　・　特定の施設　　・　一般の施設　　　　　＜施設区分＞　　・　特定の施設　　・　一般の施設　　　　　＜施設区分＞　　・　特定の施設　　・　一般の施設　　　　　＜施設区分＞　　・　特定の施設　　・　一般の施設　　　　　＜施設区分＞　　・　特定の施設　　・　一般の施設

　　　　　＜重要機器＞　　・　配電盤　　　　・　発電装置(防災用)　　・　交流無停電電源装置　　・　直流電源装置　　　　　＜重要機器＞　　・　配電盤　　　　・　発電装置(防災用)　　・　交流無停電電源装置　　・　直流電源装置　　　　　＜重要機器＞　　・　配電盤　　　　・　発電装置(防災用)　　・　交流無停電電源装置　　・　直流電源装置　　　　　＜重要機器＞　　・　配電盤　　　　・　発電装置(防災用)　　・　交流無停電電源装置　　・　直流電源装置　　　　　＜重要機器＞　　・　配電盤　　　　・　発電装置(防災用)　　・　交流無停電電源装置　　・　直流電源装置　　　　　＜重要機器＞　　・　配電盤　　　　・　発電装置(防災用)　　・　交流無停電電源装置　　・　直流電源装置　　　　　＜重要機器＞　　・　配電盤　　　　・　発電装置(防災用)　　・　交流無停電電源装置　　・　直流電源装置

　　　　　　　　　　　　　・　交換装置　　　・　中央監視制御装置　　・　自動火災報知受信機　　・　総合盤　　　　　　　　　　　　　・　交換装置　　　・　中央監視制御装置　　・　自動火災報知受信機　　・　総合盤　　　　　　　　　　　　　・　交換装置　　　・　中央監視制御装置　　・　自動火災報知受信機　　・　総合盤　　　　　　　　　　　　　・　交換装置　　　・　中央監視制御装置　　・　自動火災報知受信機　　・　総合盤　　　　　　　　　　　　　・　交換装置　　　・　中央監視制御装置　　・　自動火災報知受信機　　・　総合盤　　　　　　　　　　　　　・　交換装置　　　・　中央監視制御装置　　・　自動火災報知受信機　　・　総合盤　　　　　　　　　　　　　・　交換装置　　　・　中央監視制御装置　　・　自動火災報知受信機　　・　総合盤

　　　　　　　　　　　　　・　放送架　　　　・　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　・　放送架　　　　・　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　・　放送架　　　　・　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　・　放送架　　　　・　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　・　放送架　　　　・　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　・　放送架　　　　・　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　・　放送架　　　　・　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　・　

　　　　　＜上層階の定義＞　　２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、１０～１２階建の場合は上層３階、　　　　　＜上層階の定義＞　　２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、１０～１２階建の場合は上層３階、　　　　　＜上層階の定義＞　　２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、１０～１２階建の場合は上層３階、　　　　　＜上層階の定義＞　　２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、１０～１２階建の場合は上層３階、　　　　　＜上層階の定義＞　　２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、１０～１２階建の場合は上層３階、　　　　　＜上層階の定義＞　　２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、１０～１２階建の場合は上層３階、　　　　　＜上層階の定義＞　　２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、１０～１２階建の場合は上層３階、

　　　　　　　　　　　　　　　１３階以上の場合は上層４階　　　　　　　　　　　　　　　１３階以上の場合は上層４階　　　　　　　　　　　　　　　１３階以上の場合は上層４階　　　　　　　　　　　　　　　１３階以上の場合は上層４階　　　　　　　　　　　　　　　１３階以上の場合は上層４階　　　　　　　　　　　　　　　１３階以上の場合は上層４階　　　　　　　　　　　　　　　１３階以上の場合は上層４階

　　　　　＜中層階の定義＞　　地階、１階を除く各階で上層階に該当しないもの　　　　　＜中層階の定義＞　　地階、１階を除く各階で上層階に該当しないもの　　　　　＜中層階の定義＞　　地階、１階を除く各階で上層階に該当しないもの　　　　　＜中層階の定義＞　　地階、１階を除く各階で上層階に該当しないもの　　　　　＜中層階の定義＞　　地階、１階を除く各階で上層階に該当しないもの　　　　　＜中層階の定義＞　　地階、１階を除く各階で上層階に該当しないもの　　　　　＜中層階の定義＞　　地階、１階を除く各階で上層階に該当しないもの

２．０２．０２．０２．０２．０２．０２．０

（２．０）（２．０）（２．０）（２．０）（２．０）（２．０）（２．０）

〈２．０〉〈２．０〉〈２．０〉〈２．０〉〈２．０〉〈２．０〉〈２．０〉

〈１．５〉〈１．５〉〈１．５〉〈１．５〉〈１．５〉〈１．５〉〈１．５〉

（１．０）（１．０）（１．０）（１．０）（１．０）（１．０）（１．０）

１．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０

〈１．５〉〈１．５〉〈１．５〉〈１．５〉〈１．５〉〈１．５〉〈１．５〉

（１．５）（１．５）（１．５）（１．５）（１．５）（１．５）（１．５）

１．５１．５１．５１．５１．５１．５１．５

（２．０）（２．０）（２．０）（２．０）（２．０）（２．０）（２．０）

１．５１．５１．５１．５１．５１．５１．５

〈１．５〉〈１．５〉〈１．５〉〈１．５〉〈１．５〉〈１．５〉〈１．５〉

１．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０

（１．５）（１．５）（１．５）（１．５）（１．５）（１．５）（１．５）

〈１．０〉〈１．０〉〈１．０〉〈１．０〉〈１．０〉〈１．０〉〈１．０〉

０．６０．６０．６０．６０．６０．６０．６

（１．０）（１．０）（１．０）（１．０）（１．０）（１．０）（１．０）

〈１．０〉〈１．０〉〈１．０〉〈１．０〉〈１．０〉〈１．０〉〈１．０〉

（２．０）（２．０）（２．０）（２．０）（２．０）（２．０）（２．０）

〈１．０〉〈１．０〉〈１．０〉〈１．０〉〈１．０〉〈１．０〉〈１．０〉

（１．０）（１．０）（１．０）（１．０）（１．０）（１．０）（１．０）

０．６０．６０．６０．６０．６０．６０．６

〈１．０〉〈１．０〉〈１．０〉〈１．０〉〈１．０〉〈１．０〉〈１．０〉

（１．５）（１．５）（１．５）（１．５）（１．５）（１．５）（１．５）

１．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０

〈１．５〉〈１．５〉〈１．５〉〈１．５〉〈１．５〉〈１．５〉〈１．５〉

１．５１．５１．５１．５１．５１．５１．５ １．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０

（１．５）（１．５）（１．５）（１．５）（１．５）（１．５）（１．５）

〈１．０〉〈１．０〉〈１．０〉〈１．０〉〈１．０〉〈１．０〉〈１．０〉

０．６０．６０．６０．６０．６０．６０．６

（１．０）（１．０）（１．０）（１．０）（１．０）（１．０）（１．０）

〈０．６〉〈０．６〉〈０．６〉〈０．６〉〈０．６〉〈０．６〉〈０．６〉

０．４０．４０．４０．４０．４０．４０．４

（０．６）（０．６）（０．６）（０．６）（０．６）（０．６）（０．６）

〈０．６〉〈０．６〉〈０．６〉〈０．６〉〈０．６〉〈０．６〉〈０．６〉

重要機器・水槽重要機器・水槽重要機器・水槽重要機器・水槽重要機器・水槽重要機器・水槽重要機器・水槽 一般機器・水槽一般機器・水槽一般機器・水槽一般機器・水槽一般機器・水槽一般機器・水槽一般機器・水槽 重要機器・水槽重要機器・水槽重要機器・水槽重要機器・水槽重要機器・水槽重要機器・水槽重要機器・水槽 一般機器・水槽一般機器・水槽一般機器・水槽一般機器・水槽一般機器・水槽一般機器・水槽一般機器・水槽

特定の施設（甲類・乙類）特定の施設（甲類・乙類）特定の施設（甲類・乙類）特定の施設（甲類・乙類）特定の施設（甲類・乙類）特定の施設（甲類・乙類）特定の施設（甲類・乙類） 一般施設（乙類）一般施設（乙類）一般施設（乙類）一般施設（乙類）一般施設（乙類）一般施設（乙類）一般施設（乙類）
設置場所設置場所設置場所設置場所設置場所設置場所設置場所

上層階、上層階、上層階、上層階、上層階、上層階、上層階、

屋上及び塔屋屋上及び塔屋屋上及び塔屋屋上及び塔屋屋上及び塔屋屋上及び塔屋屋上及び塔屋

中間階中間階中間階中間階中間階中間階中間階

地下、１階地下、１階地下、１階地下、１階地下、１階地下、１階地下、１階

局部震度法による建築設備機器の設計用標準水平震度局部震度法による建築設備機器の設計用標準水平震度局部震度法による建築設備機器の設計用標準水平震度局部震度法による建築設備機器の設計用標準水平震度局部震度法による建築設備機器の設計用標準水平震度局部震度法による建築設備機器の設計用標準水平震度局部震度法による建築設備機器の設計用標準水平震度

（注）（　）内数値は防振支持の機器に適用する。（注）（　）内数値は防振支持の機器に適用する。（注）（　）内数値は防振支持の機器に適用する。（注）（　）内数値は防振支持の機器に適用する。（注）（　）内数値は防振支持の機器に適用する。（注）（　）内数値は防振支持の機器に適用する。（注）（　）内数値は防振支持の機器に適用する。

　　　〈　〉内数値は水槽類に適用する。　　　〈　〉内数値は水槽類に適用する。　　　〈　〉内数値は水槽類に適用する。　　　〈　〉内数値は水槽類に適用する。　　　〈　〉内数値は水槽類に適用する。　　　〈　〉内数値は水槽類に適用する。　　　〈　〉内数値は水槽類に適用する。

　２）設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。　２）設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。　２）設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。　２）設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。　２）設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。　２）設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。　２）設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。

46464646464646 天井仕上区分天井仕上区分天井仕上区分天井仕上区分天井仕上区分天井仕上区分天井仕上区分 （　　）書き又は△を頭に付した室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。（　　）書き又は△を頭に付した室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。（　　）書き又は△を頭に付した室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。（　　）書き又は△を頭に付した室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。（　　）書き又は△を頭に付した室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。（　　）書き又は△を頭に付した室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。（　　）書き又は△を頭に付した室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。

47474747474747

　１）設計用水平地震力は機器重量に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。　１）設計用水平地震力は機器重量に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。　１）設計用水平地震力は機器重量に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。　１）設計用水平地震力は機器重量に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。　１）設計用水平地震力は機器重量に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。　１）設計用水平地震力は機器重量に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。　１）設計用水平地震力は機器重量に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。

安全施設の使用安全施設の使用安全施設の使用安全施設の使用安全施設の使用安全施設の使用安全施設の使用 １）安全施設の使用・設置は関係法令等を順守するほか次のとおり講じなければならない。１）安全施設の使用・設置は関係法令等を順守するほか次のとおり講じなければならない。１）安全施設の使用・設置は関係法令等を順守するほか次のとおり講じなければならない。１）安全施設の使用・設置は関係法令等を順守するほか次のとおり講じなければならない。１）安全施設の使用・設置は関係法令等を順守するほか次のとおり講じなければならない。１）安全施設の使用・設置は関係法令等を順守するほか次のとおり講じなければならない。１）安全施設の使用・設置は関係法令等を順守するほか次のとおり講じなければならない。

・設置・設置・設置・設置・設置・設置・設置

48484848484848 定期安全訓練定期安全訓練定期安全訓練定期安全訓練定期安全訓練定期安全訓練定期安全訓練

・研修等・研修等・研修等・研修等・研修等・研修等・研修等

１）受注者は、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割り当て、次の各号から実施する内容を選択し、定１）受注者は、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割り当て、次の各号から実施する内容を選択し、定１）受注者は、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割り当て、次の各号から実施する内容を選択し、定１）受注者は、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割り当て、次の各号から実施する内容を選択し、定１）受注者は、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割り当て、次の各号から実施する内容を選択し、定１）受注者は、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割り当て、次の各号から実施する内容を選択し、定１）受注者は、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割り当て、次の各号から実施する内容を選択し、定

　　期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。　　期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。　　期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。　　期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。　　期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。　　期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。　　期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。

　　さらに、工事内容や現場状況に応じて、過去の事故事例集（下記URL参照）の活用により、工事現場で想定される事故防止対策を必　　さらに、工事内容や現場状況に応じて、過去の事故事例集（下記URL参照）の活用により、工事現場で想定される事故防止対策を必　　さらに、工事内容や現場状況に応じて、過去の事故事例集（下記URL参照）の活用により、工事現場で想定される事故防止対策を必　　さらに、工事内容や現場状況に応じて、過去の事故事例集（下記URL参照）の活用により、工事現場で想定される事故防止対策を必　　さらに、工事内容や現場状況に応じて、過去の事故事例集（下記URL参照）の活用により、工事現場で想定される事故防止対策を必　　さらに、工事内容や現場状況に応じて、過去の事故事例集（下記URL参照）の活用により、工事現場で想定される事故防止対策を必　　さらに、工事内容や現場状況に応じて、過去の事故事例集（下記URL参照）の活用により、工事現場で想定される事故防止対策を必

　　ず実施すること。　　ず実施すること。　　ず実施すること。　　ず実施すること。　　ず実施すること。　　ず実施すること。　　ず実施すること。

　(１)　原則、昇降用梯子で作業しないこと。ただし、やむを得ず作業する場合は、作業する高さに関わらず安全帯を使用しなければな　(１)　原則、昇降用梯子で作業しないこと。ただし、やむを得ず作業する場合は、作業する高さに関わらず安全帯を使用しなければな　(１)　原則、昇降用梯子で作業しないこと。ただし、やむを得ず作業する場合は、作業する高さに関わらず安全帯を使用しなければな　(１)　原則、昇降用梯子で作業しないこと。ただし、やむを得ず作業する場合は、作業する高さに関わらず安全帯を使用しなければな　(１)　原則、昇降用梯子で作業しないこと。ただし、やむを得ず作業する場合は、作業する高さに関わらず安全帯を使用しなければな　(１)　原則、昇降用梯子で作業しないこと。ただし、やむを得ず作業する場合は、作業する高さに関わらず安全帯を使用しなければな　(１)　原則、昇降用梯子で作業しないこと。ただし、やむを得ず作業する場合は、作業する高さに関わらず安全帯を使用しなければな

　　　　らない。　　　　らない。　　　　らない。　　　　らない。　　　　らない。　　　　らない。　　　　らない。

　(２)　墜落制止用器具は一連の作業において親綱の架け替え等が生じる場合は、本作業用、補助用の２丁掛としなければならない。　(２)　墜落制止用器具は一連の作業において親綱の架け替え等が生じる場合は、本作業用、補助用の２丁掛としなければならない。　(２)　墜落制止用器具は一連の作業において親綱の架け替え等が生じる場合は、本作業用、補助用の２丁掛としなければならない。　(２)　墜落制止用器具は一連の作業において親綱の架け替え等が生じる場合は、本作業用、補助用の２丁掛としなければならない。　(２)　墜落制止用器具は一連の作業において親綱の架け替え等が生じる場合は、本作業用、補助用の２丁掛としなければならない。　(２)　墜落制止用器具は一連の作業において親綱の架け替え等が生じる場合は、本作業用、補助用の２丁掛としなければならない。　(２)　墜落制止用器具は一連の作業において親綱の架け替え等が生じる場合は、本作業用、補助用の２丁掛としなければならない。

　(１)　安全活動のビデオ等視聴覚資料による安全教育　(１)　安全活動のビデオ等視聴覚資料による安全教育　(１)　安全活動のビデオ等視聴覚資料による安全教育　(１)　安全活動のビデオ等視聴覚資料による安全教育　(１)　安全活動のビデオ等視聴覚資料による安全教育　(１)　安全活動のビデオ等視聴覚資料による安全教育　(１)　安全活動のビデオ等視聴覚資料による安全教育

　(２)　当該工事内容等の周知徹底　(２)　当該工事内容等の周知徹底　(２)　当該工事内容等の周知徹底　(２)　当該工事内容等の周知徹底　(２)　当該工事内容等の周知徹底　(２)　当該工事内容等の周知徹底　(２)　当該工事内容等の周知徹底

　(３)　工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底　(３)　工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底　(３)　工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底　(３)　工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底　(３)　工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底　(３)　工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底　(３)　工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底

　(４)　当該工事における災害対策訓練　(４)　当該工事における災害対策訓練　(４)　当該工事における災害対策訓練　(４)　当該工事における災害対策訓練　(４)　当該工事における災害対策訓練　(４)　当該工事における災害対策訓練　(４)　当該工事における災害対策訓練

　(５)　その他、安全・訓練等として必要な事項　(５)　その他、安全・訓練等として必要な事項　(５)　その他、安全・訓練等として必要な事項　(５)　その他、安全・訓練等として必要な事項　(５)　その他、安全・訓練等として必要な事項　(５)　その他、安全・訓練等として必要な事項　(５)　その他、安全・訓練等として必要な事項

　　　　http://www.pref.gifu.lg.jp/shakai-kiban/kendo/gijutsu-kanri/11656/index_3971.html　　　　http://www.pref.gifu.lg.jp/shakai-kiban/kendo/gijutsu-kanri/11656/index_3971.html　　　　http://www.pref.gifu.lg.jp/shakai-kiban/kendo/gijutsu-kanri/11656/index_3971.html　　　　http://www.pref.gifu.lg.jp/shakai-kiban/kendo/gijutsu-kanri/11656/index_3971.html　　　　http://www.pref.gifu.lg.jp/shakai-kiban/kendo/gijutsu-kanri/11656/index_3971.html　　　　http://www.pref.gifu.lg.jp/shakai-kiban/kendo/gijutsu-kanri/11656/index_3971.html　　　　http://www.pref.gifu.lg.jp/shakai-kiban/kendo/gijutsu-kanri/11656/index_3971.html

49494949494949 そ　の　他そ　の　他そ　の　他そ　の　他そ　の　他そ　の　他そ　の　他 １）本工事において、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を岐阜県内に本店（建設業法（昭和24年法律第100号）に規定す１）本工事において、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を岐阜県内に本店（建設業法（昭和24年法律第100号）に規定す１）本工事において、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を岐阜県内に本店（建設業法（昭和24年法律第100号）に規定す１）本工事において、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を岐阜県内に本店（建設業法（昭和24年法律第100号）に規定す１）本工事において、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を岐阜県内に本店（建設業法（昭和24年法律第100号）に規定す１）本工事において、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を岐阜県内に本店（建設業法（昭和24年法律第100号）に規定す１）本工事において、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を岐阜県内に本店（建設業法（昭和24年法律第100号）に規定す

　　る主たる営業所含む。）を有する者の中から選定するよう努めること。　　る主たる営業所含む。）を有する者の中から選定するよう努めること。　　る主たる営業所含む。）を有する者の中から選定するよう努めること。　　る主たる営業所含む。）を有する者の中から選定するよう努めること。　　る主たる営業所含む。）を有する者の中から選定するよう努めること。　　る主たる営業所含む。）を有する者の中から選定するよう努めること。　　る主たる営業所含む。）を有する者の中から選定するよう努めること。

２）本工事において、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は岐阜県内に本店を有する者の中から選定するよ２）本工事において、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は岐阜県内に本店を有する者の中から選定するよ２）本工事において、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は岐阜県内に本店を有する者の中から選定するよ２）本工事において、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は岐阜県内に本店を有する者の中から選定するよ２）本工事において、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は岐阜県内に本店を有する者の中から選定するよ２）本工事において、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は岐阜県内に本店を有する者の中から選定するよ２）本工事において、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は岐阜県内に本店を有する者の中から選定するよ

　　う努めるとともに、調達する工事材料は岐阜県産とするよう努めること。　　う努めるとともに、調達する工事材料は岐阜県産とするよう努めること。　　う努めるとともに、調達する工事材料は岐阜県産とするよう努めること。　　う努めるとともに、調達する工事材料は岐阜県産とするよう努めること。　　う努めるとともに、調達する工事材料は岐阜県産とするよう努めること。　　う努めるとともに、調達する工事材料は岐阜県産とするよう努めること。　　う努めるとともに、調達する工事材料は岐阜県産とするよう努めること。

３）ディーゼルエンジン車両の適正燃料の使用について３）ディーゼルエンジン車両の適正燃料の使用について３）ディーゼルエンジン車両の適正燃料の使用について３）ディーゼルエンジン車両の適正燃料の使用について３）ディーゼルエンジン車両の適正燃料の使用について３）ディーゼルエンジン車両の適正燃料の使用について３）ディーゼルエンジン車両の適正燃料の使用について

　(１)　ディーゼルエンジンを動力とする車両には、JIS規格の軽油を使用すること。　(１)　ディーゼルエンジンを動力とする車両には、JIS規格の軽油を使用すること。　(１)　ディーゼルエンジンを動力とする車両には、JIS規格の軽油を使用すること。　(１)　ディーゼルエンジンを動力とする車両には、JIS規格の軽油を使用すること。　(１)　ディーゼルエンジンを動力とする車両には、JIS規格の軽油を使用すること。　(１)　ディーゼルエンジンを動力とする車両には、JIS規格の軽油を使用すること。　(１)　ディーゼルエンジンを動力とする車両には、JIS規格の軽油を使用すること。

　(２)　ディーゼルエンジンを動力とする車両の燃料検査があった場合には、協力すること。　(２)　ディーゼルエンジンを動力とする車両の燃料検査があった場合には、協力すること。　(２)　ディーゼルエンジンを動力とする車両の燃料検査があった場合には、協力すること。　(２)　ディーゼルエンジンを動力とする車両の燃料検査があった場合には、協力すること。　(２)　ディーゼルエンジンを動力とする車両の燃料検査があった場合には、協力すること。　(２)　ディーゼルエンジンを動力とする車両の燃料検査があった場合には、協力すること。　(２)　ディーゼルエンジンを動力とする車両の燃料検査があった場合には、協力すること。

４）コンセントプレート、中継ボックス及びＯＡフロアー内ハーネスジョイントボックスには、行先分電盤名、回路名を表示すること。４）コンセントプレート、中継ボックス及びＯＡフロアー内ハーネスジョイントボックスには、行先分電盤名、回路名を表示すること。４）コンセントプレート、中継ボックス及びＯＡフロアー内ハーネスジョイントボックスには、行先分電盤名、回路名を表示すること。４）コンセントプレート、中継ボックス及びＯＡフロアー内ハーネスジョイントボックスには、行先分電盤名、回路名を表示すること。４）コンセントプレート、中継ボックス及びＯＡフロアー内ハーネスジョイントボックスには、行先分電盤名、回路名を表示すること。４）コンセントプレート、中継ボックス及びＯＡフロアー内ハーネスジョイントボックスには、行先分電盤名、回路名を表示すること。４）コンセントプレート、中継ボックス及びＯＡフロアー内ハーネスジョイントボックスには、行先分電盤名、回路名を表示すること。

５）キュービクル及び各分電盤には幹線系統図を作成し、各々に添付すること。５）キュービクル及び各分電盤には幹線系統図を作成し、各々に添付すること。５）キュービクル及び各分電盤には幹線系統図を作成し、各々に添付すること。５）キュービクル及び各分電盤には幹線系統図を作成し、各々に添付すること。５）キュービクル及び各分電盤には幹線系統図を作成し、各々に添付すること。５）キュービクル及び各分電盤には幹線系統図を作成し、各々に添付すること。５）キュービクル及び各分電盤には幹線系統図を作成し、各々に添付すること。
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１１１１１１１ 照明制御照明制御照明制御照明制御照明制御照明制御照明制御 照明制御の総合動作試験は次に示す事項について行い、監督員に試験成績書を提出し承諾を受けること。照明制御の総合動作試験は次に示す事項について行い、監督員に試験成績書を提出し承諾を受けること。照明制御の総合動作試験は次に示す事項について行い、監督員に試験成績書を提出し承諾を受けること。照明制御の総合動作試験は次に示す事項について行い、監督員に試験成績書を提出し承諾を受けること。照明制御の総合動作試験は次に示す事項について行い、監督員に試験成績書を提出し承諾を受けること。照明制御の総合動作試験は次に示す事項について行い、監督員に試験成績書を提出し承諾を受けること。照明制御の総合動作試験は次に示す事項について行い、監督員に試験成績書を提出し承諾を受けること。

総合動作試験総合動作試験総合動作試験総合動作試験総合動作試験総合動作試験総合動作試験 　・　目標照度設定のための各調光センサー（夜間及び日中）　・　目標照度設定のための各調光センサー（夜間及び日中）　・　目標照度設定のための各調光センサー（夜間及び日中）　・　目標照度設定のための各調光センサー（夜間及び日中）　・　目標照度設定のための各調光センサー（夜間及び日中）　・　目標照度設定のための各調光センサー（夜間及び日中）　・　目標照度設定のための各調光センサー（夜間及び日中）

　・　在不在制御機能の動作及び動作時間設定のための調光人感センサー　・　在不在制御機能の動作及び動作時間設定のための調光人感センサー　・　在不在制御機能の動作及び動作時間設定のための調光人感センサー　・　在不在制御機能の動作及び動作時間設定のための調光人感センサー　・　在不在制御機能の動作及び動作時間設定のための調光人感センサー　・　在不在制御機能の動作及び動作時間設定のための調光人感センサー　・　在不在制御機能の動作及び動作時間設定のための調光人感センサー

　・　タイムスケジュール制御における点滅及び調光制御の動作確認　・　タイムスケジュール制御における点滅及び調光制御の動作確認　・　タイムスケジュール制御における点滅及び調光制御の動作確認　・　タイムスケジュール制御における点滅及び調光制御の動作確認　・　タイムスケジュール制御における点滅及び調光制御の動作確認　・　タイムスケジュール制御における点滅及び調光制御の動作確認　・　タイムスケジュール制御における点滅及び調光制御の動作確認

　・　外光センサーによる点滅及び調光制御のための動作確認　・　外光センサーによる点滅及び調光制御のための動作確認　・　外光センサーによる点滅及び調光制御のための動作確認　・　外光センサーによる点滅及び調光制御のための動作確認　・　外光センサーによる点滅及び調光制御のための動作確認　・　外光センサーによる点滅及び調光制御のための動作確認　・　外光センサーによる点滅及び調光制御のための動作確認

　注）上記試験項目は全数確認とする。　注）上記試験項目は全数確認とする。　注）上記試験項目は全数確認とする。　注）上記試験項目は全数確認とする。　注）上記試験項目は全数確認とする。　注）上記試験項目は全数確認とする。　注）上記試験項目は全数確認とする。

２２２２２２２ 照度測定照度測定照度測定照度測定照度測定照度測定照度測定
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６６６６６６６ 分電盤等分電盤等分電盤等分電盤等分電盤等分電盤等分電盤等 本工事の分電盤、ＯＡ盤、実験盤で、分岐に用いる配線用遮断器の寸法と定格は、JIS C 8201-2-1：付属書JC（参考）「電灯分電盤用協本工事の分電盤、ＯＡ盤、実験盤で、分岐に用いる配線用遮断器の寸法と定格は、JIS C 8201-2-1：付属書JC（参考）「電灯分電盤用協本工事の分電盤、ＯＡ盤、実験盤で、分岐に用いる配線用遮断器の寸法と定格は、JIS C 8201-2-1：付属書JC（参考）「電灯分電盤用協本工事の分電盤、ＯＡ盤、実験盤で、分岐に用いる配線用遮断器の寸法と定格は、JIS C 8201-2-1：付属書JC（参考）「電灯分電盤用協本工事の分電盤、ＯＡ盤、実験盤で、分岐に用いる配線用遮断器の寸法と定格は、JIS C 8201-2-1：付属書JC（参考）「電灯分電盤用協本工事の分電盤、ＯＡ盤、実験盤で、分岐に用いる配線用遮断器の寸法と定格は、JIS C 8201-2-1：付属書JC（参考）「電灯分電盤用協本工事の分電盤、ＯＡ盤、実験盤で、分岐に用いる配線用遮断器の寸法と定格は、JIS C 8201-2-1：付属書JC（参考）「電灯分電盤用協

また、漏電遮断器の寸法と定格は、JIS C 8201-2-2：付属書JC（参考）「電灯分電盤用協約形回路遮断器」によるものとし、特記なき場合、また、漏電遮断器の寸法と定格は、JIS C 8201-2-2：付属書JC（参考）「電灯分電盤用協約形回路遮断器」によるものとし、特記なき場合、また、漏電遮断器の寸法と定格は、JIS C 8201-2-2：付属書JC（参考）「電灯分電盤用協約形回路遮断器」によるものとし、特記なき場合、また、漏電遮断器の寸法と定格は、JIS C 8201-2-2：付属書JC（参考）「電灯分電盤用協約形回路遮断器」によるものとし、特記なき場合、また、漏電遮断器の寸法と定格は、JIS C 8201-2-2：付属書JC（参考）「電灯分電盤用協約形回路遮断器」によるものとし、特記なき場合、また、漏電遮断器の寸法と定格は、JIS C 8201-2-2：付属書JC（参考）「電灯分電盤用協約形回路遮断器」によるものとし、特記なき場合、また、漏電遮断器の寸法と定格は、JIS C 8201-2-2：付属書JC（参考）「電灯分電盤用協約形回路遮断器」によるものとし、特記なき場合、

約形回路遮断器」によるものとし、特記なき場合、JIS協約形の1Pサイズ（100V2P1E、200V2P2E）とする。約形回路遮断器」によるものとし、特記なき場合、JIS協約形の1Pサイズ（100V2P1E、200V2P2E）とする。約形回路遮断器」によるものとし、特記なき場合、JIS協約形の1Pサイズ（100V2P1E、200V2P2E）とする。約形回路遮断器」によるものとし、特記なき場合、JIS協約形の1Pサイズ（100V2P1E、200V2P2E）とする。約形回路遮断器」によるものとし、特記なき場合、JIS協約形の1Pサイズ（100V2P1E、200V2P2E）とする。約形回路遮断器」によるものとし、特記なき場合、JIS協約形の1Pサイズ（100V2P1E、200V2P2E）とする。約形回路遮断器」によるものとし、特記なき場合、JIS協約形の1Pサイズ（100V2P1E、200V2P2E）とする。

JIS協約形の1Pサイズ（100V2P2E）とする。JIS協約形の1Pサイズ（100V2P2E）とする。JIS協約形の1Pサイズ（100V2P2E）とする。JIS協約形の1Pサイズ（100V2P2E）とする。JIS協約形の1Pサイズ（100V2P2E）とする。JIS協約形の1Pサイズ（100V2P2E）とする。JIS協約形の1Pサイズ（100V2P2E）とする。

７７７７７７７ ＯＡ盤・端子盤ＯＡ盤・端子盤ＯＡ盤・端子盤ＯＡ盤・端子盤ＯＡ盤・端子盤ＯＡ盤・端子盤ＯＡ盤・端子盤 ＯＡ盤の端子盤部及び端子盤には、換気口を設けるものとする。ＯＡ盤の端子盤部及び端子盤には、換気口を設けるものとする。ＯＡ盤の端子盤部及び端子盤には、換気口を設けるものとする。ＯＡ盤の端子盤部及び端子盤には、換気口を設けるものとする。ＯＡ盤の端子盤部及び端子盤には、換気口を設けるものとする。ＯＡ盤の端子盤部及び端子盤には、換気口を設けるものとする。ＯＡ盤の端子盤部及び端子盤には、換気口を設けるものとする。

８８８８８８８ インバーター装置のインバーター装置のインバーター装置のインバーター装置のインバーター装置のインバーター装置のインバーター装置の

電動機出力(KW)電動機出力(KW)電動機出力(KW)電動機出力(KW)電動機出力(KW)電動機出力(KW)電動機出力(KW)

規約効率(%)規約効率(%)規約効率(%)規約効率(%)規約効率(%)規約効率(%)規約効率(%)

0.40.40.40.40.40.40.4

86.086.086.086.086.086.086.0

0.750.750.750.750.750.750.75 1.51.51.51.51.51.51.5

88.588.588.588.588.588.588.5 92.092.092.092.092.092.092.0

2.22.22.22.22.22.22.2

93.093.093.093.093.093.093.0

3.73.73.73.73.73.73.7

94.094.094.094.094.094.094.0

5.55.55.55.55.55.55.5

94.094.094.094.094.094.094.0

7.57.57.57.57.57.57.5

94.594.594.594.594.594.594.5

11111111111111

94.594.594.594.594.594.594.5

15151515151515

95.095.095.095.095.095.095.0

18.518.518.518.518.518.518.5

95.595.595.595.595.595.595.5

22222222222222

95.595.595.595.595.595.595.5

30303030303030 37373737373737 45454545454545

95.595.595.595.595.595.595.5 95.595.595.595.595.595.595.5 95.595.595.595.595.595.595.5

９９９９９９９

三相可変速運転用インバーター装置の規約効率は、次の数値以上とする。三相可変速運転用インバーター装置の規約効率は、次の数値以上とする。三相可変速運転用インバーター装置の規約効率は、次の数値以上とする。三相可変速運転用インバーター装置の規約効率は、次の数値以上とする。三相可変速運転用インバーター装置の規約効率は、次の数値以上とする。三相可変速運転用インバーター装置の規約効率は、次の数値以上とする。三相可変速運転用インバーター装置の規約効率は、次の数値以上とする。

規約効率規約効率規約効率規約効率規約効率規約効率規約効率

低圧配電盤低圧配電盤低圧配電盤低圧配電盤低圧配電盤低圧配電盤低圧配電盤 低圧配電盤に用いる配線用遮断器は埋込型（フラッシュプレートタイプ）とする。低圧配電盤に用いる配線用遮断器は埋込型（フラッシュプレートタイプ）とする。低圧配電盤に用いる配線用遮断器は埋込型（フラッシュプレートタイプ）とする。低圧配電盤に用いる配線用遮断器は埋込型（フラッシュプレートタイプ）とする。低圧配電盤に用いる配線用遮断器は埋込型（フラッシュプレートタイプ）とする。低圧配電盤に用いる配線用遮断器は埋込型（フラッシュプレートタイプ）とする。低圧配電盤に用いる配線用遮断器は埋込型（フラッシュプレートタイプ）とする。

10101010101010 設備機器容量等設備機器容量等設備機器容量等設備機器容量等設備機器容量等設備機器容量等設備機器容量等 本工事及び別契約の関連工事において設備機器容量等が相違する場合は、関連する設備の施工及び機器製作前に監督員と協議し、指示を本工事及び別契約の関連工事において設備機器容量等が相違する場合は、関連する設備の施工及び機器製作前に監督員と協議し、指示を本工事及び別契約の関連工事において設備機器容量等が相違する場合は、関連する設備の施工及び機器製作前に監督員と協議し、指示を本工事及び別契約の関連工事において設備機器容量等が相違する場合は、関連する設備の施工及び機器製作前に監督員と協議し、指示を本工事及び別契約の関連工事において設備機器容量等が相違する場合は、関連する設備の施工及び機器製作前に監督員と協議し、指示を本工事及び別契約の関連工事において設備機器容量等が相違する場合は、関連する設備の施工及び機器製作前に監督員と協議し、指示を本工事及び別契約の関連工事において設備機器容量等が相違する場合は、関連する設備の施工及び機器製作前に監督員と協議し、指示を

受けること。受けること。受けること。受けること。受けること。受けること。受けること。
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１１１１１１１ ケーブルケーブルケーブルケーブルケーブルケーブルケーブル ＥＭ－ＣＰＥＥケーブルは、ＥＭ－ＦＣＰＥＥを使用しても良い。ＥＭ－ＣＰＥＥケーブルは、ＥＭ－ＦＣＰＥＥを使用しても良い。ＥＭ－ＣＰＥＥケーブルは、ＥＭ－ＦＣＰＥＥを使用しても良い。ＥＭ－ＣＰＥＥケーブルは、ＥＭ－ＦＣＰＥＥを使用しても良い。ＥＭ－ＣＰＥＥケーブルは、ＥＭ－ＦＣＰＥＥを使用しても良い。ＥＭ－ＣＰＥＥケーブルは、ＥＭ－ＦＣＰＥＥを使用しても良い。ＥＭ－ＣＰＥＥケーブルは、ＥＭ－ＦＣＰＥＥを使用しても良い。

ＥＭ－ＵＴＰケーブルは、使用用途が判別できるようシ－ス色等を変えること。ＥＭ－ＵＴＰケーブルは、使用用途が判別できるようシ－ス色等を変えること。ＥＭ－ＵＴＰケーブルは、使用用途が判別できるようシ－ス色等を変えること。ＥＭ－ＵＴＰケーブルは、使用用途が判別できるようシ－ス色等を変えること。ＥＭ－ＵＴＰケーブルは、使用用途が判別できるようシ－ス色等を変えること。ＥＭ－ＵＴＰケーブルは、使用用途が判別できるようシ－ス色等を変えること。ＥＭ－ＵＴＰケーブルは、使用用途が判別できるようシ－ス色等を変えること。

２２２２２２２ 非常放送用スピーカ非常放送用スピーカ非常放送用スピーカ非常放送用スピーカ非常放送用スピーカ非常放送用スピーカ非常放送用スピーカ 　　１Ｗ　（　　　Ｌ級　　　　　Ｍ級　　　　　　Ｓ級　）　　１Ｗ　（　　　Ｌ級　　　　　Ｍ級　　　　　　Ｓ級　）　　１Ｗ　（　　　Ｌ級　　　　　Ｍ級　　　　　　Ｓ級　）　　１Ｗ　（　　　Ｌ級　　　　　Ｍ級　　　　　　Ｓ級　）　　１Ｗ　（　　　Ｌ級　　　　　Ｍ級　　　　　　Ｓ級　）　　１Ｗ　（　　　Ｌ級　　　　　Ｍ級　　　　　　Ｓ級　）　　１Ｗ　（　　　Ｌ級　　　　　Ｍ級　　　　　　Ｓ級　）

　　３Ｗ　（　　　Ｌ級　　　　　Ｍ級　　　　　　Ｓ級　）　　３Ｗ　（　　　Ｌ級　　　　　Ｍ級　　　　　　Ｓ級　）　　３Ｗ　（　　　Ｌ級　　　　　Ｍ級　　　　　　Ｓ級　）　　３Ｗ　（　　　Ｌ級　　　　　Ｍ級　　　　　　Ｓ級　）　　３Ｗ　（　　　Ｌ級　　　　　Ｍ級　　　　　　Ｓ級　）　　３Ｗ　（　　　Ｌ級　　　　　Ｍ級　　　　　　Ｓ級　）　　３Ｗ　（　　　Ｌ級　　　　　Ｍ級　　　　　　Ｓ級　）

３３３３３３３ 電界強度の測定電界強度の測定電界強度の測定電界強度の測定電界強度の測定電界強度の測定電界強度の測定 最上階フロアのコンクリート打設前に、受信電波の電界強度測定を１ヶ所以上行うこと。最上階フロアのコンクリート打設前に、受信電波の電界強度測定を１ヶ所以上行うこと。最上階フロアのコンクリート打設前に、受信電波の電界強度測定を１ヶ所以上行うこと。最上階フロアのコンクリート打設前に、受信電波の電界強度測定を１ヶ所以上行うこと。最上階フロアのコンクリート打設前に、受信電波の電界強度測定を１ヶ所以上行うこと。最上階フロアのコンクリート打設前に、受信電波の電界強度測定を１ヶ所以上行うこと。最上階フロアのコンクリート打設前に、受信電波の電界強度測定を１ヶ所以上行うこと。

また、その報告書を監督員まで提出すること。また、その報告書を監督員まで提出すること。また、その報告書を監督員まで提出すること。また、その報告書を監督員まで提出すること。また、その報告書を監督員まで提出すること。また、その報告書を監督員まで提出すること。また、その報告書を監督員まで提出すること。
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１１１１１１１ 施  工  調  査施  工  調  査施  工  調  査施  工  調  査施  工  調  査施  工  調  査施  工  調  査 下記によるほか、改修工事標準仕様書による。下記によるほか、改修工事標準仕様書による。下記によるほか、改修工事標準仕様書による。下記によるほか、改修工事標準仕様書による。下記によるほか、改修工事標準仕様書による。下記によるほか、改修工事標準仕様書による。下記によるほか、改修工事標準仕様書による。

　事前調査　事前調査　事前調査　事前調査　事前調査　事前調査　事前調査

　　調査項目（　・　既存資料調査　　　・　既存配線ルート　　　・　　　　　　　　　）　　調査項目（　・　既存資料調査　　　・　既存配線ルート　　　・　　　　　　　　　）　　調査項目（　・　既存資料調査　　　・　既存配線ルート　　　・　　　　　　　　　）　　調査項目（　・　既存資料調査　　　・　既存配線ルート　　　・　　　　　　　　　）　　調査項目（　・　既存資料調査　　　・　既存配線ルート　　　・　　　　　　　　　）　　調査項目（　・　既存資料調査　　　・　既存配線ルート　　　・　　　　　　　　　）　　調査項目（　・　既存資料調査　　　・　既存配線ルート　　　・　　　　　　　　　）

　　調査範囲（　・　図示　　　　　　　・　工事範囲　　　　　　・　　　　　　　　　）　　調査範囲（　・　図示　　　　　　　・　工事範囲　　　　　　・　　　　　　　　　）　　調査範囲（　・　図示　　　　　　　・　工事範囲　　　　　　・　　　　　　　　　）　　調査範囲（　・　図示　　　　　　　・　工事範囲　　　　　　・　　　　　　　　　）　　調査範囲（　・　図示　　　　　　　・　工事範囲　　　　　　・　　　　　　　　　）　　調査範囲（　・　図示　　　　　　　・　工事範囲　　　　　　・　　　　　　　　　）　　調査範囲（　・　図示　　　　　　　・　工事範囲　　　　　　・　　　　　　　　　）

　　調査方法（　・　図示　　　　　　　・　目視　　　　　　　　・　　　　　　　　　）　　調査方法（　・　図示　　　　　　　・　目視　　　　　　　　・　　　　　　　　　）　　調査方法（　・　図示　　　　　　　・　目視　　　　　　　　・　　　　　　　　　）　　調査方法（　・　図示　　　　　　　・　目視　　　　　　　　・　　　　　　　　　）　　調査方法（　・　図示　　　　　　　・　目視　　　　　　　　・　　　　　　　　　）　　調査方法（　・　図示　　　　　　　・　目視　　　　　　　　・　　　　　　　　　）　　調査方法（　・　図示　　　　　　　・　目視　　　　　　　　・　　　　　　　　　）

２２２２２２２ 仮　　設　　備仮　　設　　備仮　　設　　備仮　　設　　備仮　　設　　備仮　　設　　備仮　　設　　備 仮設備項目（　・　受変電　　・　発電　　　　　　　）仮設備項目（　・　受変電　　・　発電　　　　　　　）仮設備項目（　・　受変電　　・　発電　　　　　　　）仮設備項目（　・　受変電　　・　発電　　　　　　　）仮設備項目（　・　受変電　　・　発電　　　　　　　）仮設備項目（　・　受変電　　・　発電　　　　　　　）仮設備項目（　・　受変電　　・　発電　　　　　　　）

仮設備期間（　・　図示　　　・　　　ヶ月　　　　　）仮設備期間（　・　図示　　　・　　　ヶ月　　　　　）仮設備期間（　・　図示　　　・　　　ヶ月　　　　　）仮設備期間（　・　図示　　　・　　　ヶ月　　　　　）仮設備期間（　・　図示　　　・　　　ヶ月　　　　　）仮設備期間（　・　図示　　　・　　　ヶ月　　　　　）仮設備期間（　・　図示　　　・　　　ヶ月　　　　　）

３３３３３３３ 養　　　　　生養　　　　　生養　　　　　生養　　　　　生養　　　　　生養　　　　　生養　　　　　生

養生範囲（　　　　　　　　　　　　　　　　　）養生範囲（　　　　　　　　　　　　　　　　　）養生範囲（　　　　　　　　　　　　　　　　　）養生範囲（　　　　　　　　　　　　　　　　　）養生範囲（　　　　　　　　　　　　　　　　　）養生範囲（　　　　　　　　　　　　　　　　　）養生範囲（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

既存部分の養生は、改修標準仕様書第１編第１章による。既存部分の養生は、改修標準仕様書第１編第１章による。既存部分の養生は、改修標準仕様書第１編第１章による。既存部分の養生は、改修標準仕様書第１編第１章による。既存部分の養生は、改修標準仕様書第１編第１章による。既存部分の養生は、改修標準仕様書第１編第１章による。既存部分の養生は、改修標準仕様書第１編第１章による。

養生方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　）養生方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　）養生方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　）養生方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　）養生方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　）養生方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　）養生方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

４４４４４４４ 発生材の処理発生材の処理発生材の処理発生材の処理発生材の処理発生材の処理発生材の処理 　・　引き渡しを要するもの　　　　　　（　・　再使用可能な撤去機器類　　　・　HID灯　　　　　　　　　　　　　　　　）　・　引き渡しを要するもの　　　　　　（　・　再使用可能な撤去機器類　　　・　HID灯　　　　　　　　　　　　　　　　）　・　引き渡しを要するもの　　　　　　（　・　再使用可能な撤去機器類　　　・　HID灯　　　　　　　　　　　　　　　　）　・　引き渡しを要するもの　　　　　　（　・　再使用可能な撤去機器類　　　・　HID灯　　　　　　　　　　　　　　　　）　・　引き渡しを要するもの　　　　　　（　・　再使用可能な撤去機器類　　　・　HID灯　　　　　　　　　　　　　　　　）　・　引き渡しを要するもの　　　　　　（　・　再使用可能な撤去機器類　　　・　HID灯　　　　　　　　　　　　　　　　）　・　引き渡しを要するもの　　　　　　（　・　再使用可能な撤去機器類　　　・　HID灯　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・　ＰＣＢ含有調査を要するもの　　　（　・　照明器具　　　・　変圧器　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　）　・　ＰＣＢ含有調査を要するもの　　　（　・　照明器具　　　・　変圧器　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　）　・　ＰＣＢ含有調査を要するもの　　　（　・　照明器具　　　・　変圧器　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　）　・　ＰＣＢ含有調査を要するもの　　　（　・　照明器具　　　・　変圧器　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　）　・　ＰＣＢ含有調査を要するもの　　　（　・　照明器具　　　・　変圧器　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　）　・　ＰＣＢ含有調査を要するもの　　　（　・　照明器具　　　・　変圧器　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　）　・　ＰＣＢ含有調査を要するもの　　　（　・　照明器具　　　・　変圧器　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　）

　・　再生資源化を図るもの　　　　　　（　・　蛍光ランプ　　　・　白熱灯、HID灯　　　・　金属類　　　・　梱包材　　）　・　再生資源化を図るもの　　　　　　（　・　蛍光ランプ　　　・　白熱灯、HID灯　　　・　金属類　　　・　梱包材　　）　・　再生資源化を図るもの　　　　　　（　・　蛍光ランプ　　　・　白熱灯、HID灯　　　・　金属類　　　・　梱包材　　）　・　再生資源化を図るもの　　　　　　（　・　蛍光ランプ　　　・　白熱灯、HID灯　　　・　金属類　　　・　梱包材　　）　・　再生資源化を図るもの　　　　　　（　・　蛍光ランプ　　　・　白熱灯、HID灯　　　・　金属類　　　・　梱包材　　）　・　再生資源化を図るもの　　　　　　（　・　蛍光ランプ　　　・　白熱灯、HID灯　　　・　金属類　　　・　梱包材　　）　・　再生資源化を図るもの　　　　　　（　・　蛍光ランプ　　　・　白熱灯、HID灯　　　・　金属類　　　・　梱包材　　）

　・　石綿含有品　　　　　　　　　　　（　・　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　 ・　　　　　 　 ・　　　　　　）　・　石綿含有品　　　　　　　　　　　（　・　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　 ・　　　　　 　 ・　　　　　　）　・　石綿含有品　　　　　　　　　　　（　・　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　 ・　　　　　 　 ・　　　　　　）　・　石綿含有品　　　　　　　　　　　（　・　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　 ・　　　　　 　 ・　　　　　　）　・　石綿含有品　　　　　　　　　　　（　・　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　 ・　　　　　 　 ・　　　　　　）　・　石綿含有品　　　　　　　　　　　（　・　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　 ・　　　　　 　 ・　　　　　　）　・　石綿含有品　　　　　　　　　　　（　・　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　 ・　　　　　 　 ・　　　　　　）

※照明器具安定器にPCBが使用されている場合は、安定器を本体より分離し金属箱等に収納し表示を付けて建物管理者に引き渡す。※照明器具安定器にPCBが使用されている場合は、安定器を本体より分離し金属箱等に収納し表示を付けて建物管理者に引き渡す。※照明器具安定器にPCBが使用されている場合は、安定器を本体より分離し金属箱等に収納し表示を付けて建物管理者に引き渡す。※照明器具安定器にPCBが使用されている場合は、安定器を本体より分離し金属箱等に収納し表示を付けて建物管理者に引き渡す。※照明器具安定器にPCBが使用されている場合は、安定器を本体より分離し金属箱等に収納し表示を付けて建物管理者に引き渡す。※照明器具安定器にPCBが使用されている場合は、安定器を本体より分離し金属箱等に収納し表示を付けて建物管理者に引き渡す。※照明器具安定器にPCBが使用されている場合は、安定器を本体より分離し金属箱等に収納し表示を付けて建物管理者に引き渡す。

３３３３３３３ 発電機回路発電機回路発電機回路発電機回路発電機回路発電機回路発電機回路 発電機回路に接続されるコンセントは、回路種別が識別できるものとする。なお、特記なき場合、自家発電装置に接続する回路は原則と発電機回路に接続されるコンセントは、回路種別が識別できるものとする。なお、特記なき場合、自家発電装置に接続する回路は原則と発電機回路に接続されるコンセントは、回路種別が識別できるものとする。なお、特記なき場合、自家発電装置に接続する回路は原則と発電機回路に接続されるコンセントは、回路種別が識別できるものとする。なお、特記なき場合、自家発電装置に接続する回路は原則と発電機回路に接続されるコンセントは、回路種別が識別できるものとする。なお、特記なき場合、自家発電装置に接続する回路は原則と発電機回路に接続されるコンセントは、回路種別が識別できるものとする。なお、特記なき場合、自家発電装置に接続する回路は原則と発電機回路に接続されるコンセントは、回路種別が識別できるものとする。なお、特記なき場合、自家発電装置に接続する回路は原則と

して赤色コンセントとする。また、発電機回路用ケーブルの被覆も色分けすること。して赤色コンセントとする。また、発電機回路用ケーブルの被覆も色分けすること。して赤色コンセントとする。また、発電機回路用ケーブルの被覆も色分けすること。して赤色コンセントとする。また、発電機回路用ケーブルの被覆も色分けすること。して赤色コンセントとする。また、発電機回路用ケーブルの被覆も色分けすること。して赤色コンセントとする。また、発電機回路用ケーブルの被覆も色分けすること。して赤色コンセントとする。また、発電機回路用ケーブルの被覆も色分けすること。

４４４４４４４ 自家発電設備の自家発電設備の自家発電設備の自家発電設備の自家発電設備の自家発電設備の自家発電設備の

配管工事等配管工事等配管工事等配管工事等配管工事等配管工事等配管工事等

原動機・発電機と付属各機器間の燃料油、冷却水などの配管、制御用配線は監督員の承諾を受けて多少相違しても差し支えない。原動機・発電機と付属各機器間の燃料油、冷却水などの配管、制御用配線は監督員の承諾を受けて多少相違しても差し支えない。原動機・発電機と付属各機器間の燃料油、冷却水などの配管、制御用配線は監督員の承諾を受けて多少相違しても差し支えない。原動機・発電機と付属各機器間の燃料油、冷却水などの配管、制御用配線は監督員の承諾を受けて多少相違しても差し支えない。原動機・発電機と付属各機器間の燃料油、冷却水などの配管、制御用配線は監督員の承諾を受けて多少相違しても差し支えない。原動機・発電機と付属各機器間の燃料油、冷却水などの配管、制御用配線は監督員の承諾を受けて多少相違しても差し支えない。原動機・発電機と付属各機器間の燃料油、冷却水などの配管、制御用配線は監督員の承諾を受けて多少相違しても差し支えない。

５５５５５５５ 電動機等の接地電動機等の接地電動機等の接地電動機等の接地電動機等の接地電動機等の接地電動機等の接地 金属管配管において、電動機容量7.5ｋｗ以下は金属管を接地線とする。金属管配管において、電動機容量7.5ｋｗ以下は金属管を接地線とする。金属管配管において、電動機容量7.5ｋｗ以下は金属管を接地線とする。金属管配管において、電動機容量7.5ｋｗ以下は金属管を接地線とする。金属管配管において、電動機容量7.5ｋｗ以下は金属管を接地線とする。金属管配管において、電動機容量7.5ｋｗ以下は金属管を接地線とする。金属管配管において、電動機容量7.5ｋｗ以下は金属管を接地線とする。

一般照明の照度測定を着工前、完成時の２回測定し、監督員に報告する。なお、測定場所は、監督員との協議による。一般照明の照度測定を着工前、完成時の２回測定し、監督員に報告する。なお、測定場所は、監督員との協議による。一般照明の照度測定を着工前、完成時の２回測定し、監督員に報告する。なお、測定場所は、監督員との協議による。一般照明の照度測定を着工前、完成時の２回測定し、監督員に報告する。なお、測定場所は、監督員との協議による。一般照明の照度測定を着工前、完成時の２回測定し、監督員に報告する。なお、測定場所は、監督員との協議による。一般照明の照度測定を着工前、完成時の２回測定し、監督員に報告する。なお、測定場所は、監督員との協議による。一般照明の照度測定を着工前、完成時の２回測定し、監督員に報告する。なお、測定場所は、監督員との協議による。

照度測定は、JIS基準に基づき実施すること。（但し、完成時の照度は照度計画値以上であること）照度測定は、JIS基準に基づき実施すること。（但し、完成時の照度は照度計画値以上であること）照度測定は、JIS基準に基づき実施すること。（但し、完成時の照度は照度計画値以上であること）照度測定は、JIS基準に基づき実施すること。（但し、完成時の照度は照度計画値以上であること）照度測定は、JIS基準に基づき実施すること。（但し、完成時の照度は照度計画値以上であること）照度測定は、JIS基準に基づき実施すること。（但し、完成時の照度は照度計画値以上であること）照度測定は、JIS基準に基づき実施すること。（但し、完成時の照度は照度計画値以上であること）

令和　7年　7月令和　7年　7月令和　7年　7月令和　7年　7月令和　7年　7月令和　7年　7月令和　7年　7月

（照度計画値）　　野球内野範囲内：200LX以上　　それ以外のグラウンド範囲内：100LX以上（照度計画値）　　野球内野範囲内：200LX以上　　それ以外のグラウンド範囲内：100LX以上（照度計画値）　　野球内野範囲内：200LX以上　　それ以外のグラウンド範囲内：100LX以上（照度計画値）　　野球内野範囲内：200LX以上　　それ以外のグラウンド範囲内：100LX以上（照度計画値）　　野球内野範囲内：200LX以上　　それ以外のグラウンド範囲内：100LX以上（照度計画値）　　野球内野範囲内：200LX以上　　それ以外のグラウンド範囲内：100LX以上（照度計画値）　　野球内野範囲内：200LX以上　　それ以外のグラウンド範囲内：100LX以上

５５５５５５５ は　つ　りは　つ　りは　つ　りは　つ　りは　つ　りは　つ　りは　つ　り 既存のコンクリート床、壁などの配管貫通部の穴開けは、原則としてダイヤモンドカッターによる。既存のコンクリート床、壁などの配管貫通部の穴開けは、原則としてダイヤモンドカッターによる。既存のコンクリート床、壁などの配管貫通部の穴開けは、原則としてダイヤモンドカッターによる。既存のコンクリート床、壁などの配管貫通部の穴開けは、原則としてダイヤモンドカッターによる。既存のコンクリート床、壁などの配管貫通部の穴開けは、原則としてダイヤモンドカッターによる。既存のコンクリート床、壁などの配管貫通部の穴開けは、原則としてダイヤモンドカッターによる。既存のコンクリート床、壁などの配管貫通部の穴開けは、原則としてダイヤモンドカッターによる。

６６６６６６６ 再使用機器再使用機器再使用機器再使用機器再使用機器再使用機器再使用機器 取外し再使用機器は、原則として清掃及び絶縁抵抗測定を行った後、取付ける。ただし、絶縁劣化等使用に耐えない場合は、監督員に報取外し再使用機器は、原則として清掃及び絶縁抵抗測定を行った後、取付ける。ただし、絶縁劣化等使用に耐えない場合は、監督員に報取外し再使用機器は、原則として清掃及び絶縁抵抗測定を行った後、取付ける。ただし、絶縁劣化等使用に耐えない場合は、監督員に報取外し再使用機器は、原則として清掃及び絶縁抵抗測定を行った後、取付ける。ただし、絶縁劣化等使用に耐えない場合は、監督員に報取外し再使用機器は、原則として清掃及び絶縁抵抗測定を行った後、取付ける。ただし、絶縁劣化等使用に耐えない場合は、監督員に報取外し再使用機器は、原則として清掃及び絶縁抵抗測定を行った後、取付ける。ただし、絶縁劣化等使用に耐えない場合は、監督員に報取外し再使用機器は、原則として清掃及び絶縁抵抗測定を行った後、取付ける。ただし、絶縁劣化等使用に耐えない場合は、監督員に報

告する。告する。告する。告する。告する。告する。告する。

７７７７７７７ 既設との取り合い既設との取り合い既設との取り合い既設との取り合い既設との取り合い既設との取り合い既設との取り合い 本工事施工に伴う既設設備の軽微な加工改造は、本工事とする。本工事施工に伴う既設設備の軽微な加工改造は、本工事とする。本工事施工に伴う既設設備の軽微な加工改造は、本工事とする。本工事施工に伴う既設設備の軽微な加工改造は、本工事とする。本工事施工に伴う既設設備の軽微な加工改造は、本工事とする。本工事施工に伴う既設設備の軽微な加工改造は、本工事とする。本工事施工に伴う既設設備の軽微な加工改造は、本工事とする。

８８８８８８８ 週休２日制の導入週休２日制の導入週休２日制の導入週休２日制の導入週休２日制の導入週休２日制の導入週休２日制の導入 本工事は、完全週休２日を原則とした週休２日制工事（現場閉所）とする。本工事は、完全週休２日を原則とした週休２日制工事（現場閉所）とする。本工事は、完全週休２日を原則とした週休２日制工事（現場閉所）とする。本工事は、完全週休２日を原則とした週休２日制工事（現場閉所）とする。本工事は、完全週休２日を原則とした週休２日制工事（現場閉所）とする。本工事は、完全週休２日を原則とした週休２日制工事（現場閉所）とする。本工事は、完全週休２日を原則とした週休２日制工事（現場閉所）とする。

詳細は、「高山市発注の建設工事に係る週休２日制工事実施要領」による。詳細は、「高山市発注の建設工事に係る週休２日制工事実施要領」による。詳細は、「高山市発注の建設工事に係る週休２日制工事実施要領」による。詳細は、「高山市発注の建設工事に係る週休２日制工事実施要領」による。詳細は、「高山市発注の建設工事に係る週休２日制工事実施要領」による。詳細は、「高山市発注の建設工事に係る週休２日制工事実施要領」による。詳細は、「高山市発注の建設工事に係る週休２日制工事実施要領」による。

15枚の内　3号15枚の内　3号15枚の内　3号15枚の内　3号15枚の内　3号15枚の内　3号15枚の内　3号

学校グラウンド照明ＬＥＤ化工事学校グラウンド照明ＬＥＤ化工事学校グラウンド照明ＬＥＤ化工事学校グラウンド照明ＬＥＤ化工事学校グラウンド照明ＬＥＤ化工事学校グラウンド照明ＬＥＤ化工事学校グラウンド照明ＬＥＤ化工事

９９９９９９９ 微量ＰＣＢ混入の可能性微量ＰＣＢ混入の可能性微量ＰＣＢ混入の可能性微量ＰＣＢ混入の可能性微量ＰＣＢ混入の可能性微量ＰＣＢ混入の可能性微量ＰＣＢ混入の可能性

がある安定器がある安定器がある安定器がある安定器がある安定器がある安定器がある安定器

宮小学校の安定器（微量ＰＣＢ混入の可能性あり）は鋼板製の箱に入れて資源リサイクルセンター内ヤード内の倉庫に搬入すること。宮小学校の安定器（微量ＰＣＢ混入の可能性あり）は鋼板製の箱に入れて資源リサイクルセンター内ヤード内の倉庫に搬入すること。宮小学校の安定器（微量ＰＣＢ混入の可能性あり）は鋼板製の箱に入れて資源リサイクルセンター内ヤード内の倉庫に搬入すること。宮小学校の安定器（微量ＰＣＢ混入の可能性あり）は鋼板製の箱に入れて資源リサイクルセンター内ヤード内の倉庫に搬入すること。宮小学校の安定器（微量ＰＣＢ混入の可能性あり）は鋼板製の箱に入れて資源リサイクルセンター内ヤード内の倉庫に搬入すること。宮小学校の安定器（微量ＰＣＢ混入の可能性あり）は鋼板製の箱に入れて資源リサイクルセンター内ヤード内の倉庫に搬入すること。宮小学校の安定器（微量ＰＣＢ混入の可能性あり）は鋼板製の箱に入れて資源リサイクルセンター内ヤード内の倉庫に搬入すること。

※搬入時期及び箱等の仕様については監督員へ事前に協議すること。※搬入時期及び箱等の仕様については監督員へ事前に協議すること。※搬入時期及び箱等の仕様については監督員へ事前に協議すること。※搬入時期及び箱等の仕様については監督員へ事前に協議すること。※搬入時期及び箱等の仕様については監督員へ事前に協議すること。※搬入時期及び箱等の仕様については監督員へ事前に協議すること。※搬入時期及び箱等の仕様については監督員へ事前に協議すること。

10101010101010 ＪＲ東海への事前確認ＪＲ東海への事前確認ＪＲ東海への事前確認ＪＲ東海への事前確認ＪＲ東海への事前確認ＪＲ東海への事前確認ＪＲ東海への事前確認 花里小学校の照明塔（Ａ柱、Ｂ柱）について高山本線の線路付近であることから着工前にＪＲ東海と協議すること。花里小学校の照明塔（Ａ柱、Ｂ柱）について高山本線の線路付近であることから着工前にＪＲ東海と協議すること。花里小学校の照明塔（Ａ柱、Ｂ柱）について高山本線の線路付近であることから着工前にＪＲ東海と協議すること。花里小学校の照明塔（Ａ柱、Ｂ柱）について高山本線の線路付近であることから着工前にＪＲ東海と協議すること。花里小学校の照明塔（Ａ柱、Ｂ柱）について高山本線の線路付近であることから着工前にＪＲ東海と協議すること。花里小学校の照明塔（Ａ柱、Ｂ柱）について高山本線の線路付近であることから着工前にＪＲ東海と協議すること。花里小学校の照明塔（Ａ柱、Ｂ柱）について高山本線の線路付近であることから着工前にＪＲ東海と協議すること。
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学校グラウンド照明ＬＥＤ化工事

照明操作盤 自立型　Ｈ１，９００、Ｗ８００、Ｄ３４０

A2:1/300

機器名称 仕 様

A3:1/420

改　　修　　内　　容

その他設備　改修内容

機 器 名 称

照明操作盤 １．照明操作盤の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）

新設 撤去 改修

１．電撃殺虫器撤去（コンクリート柱取付型）

２．上記に付随する配線、配管撤去

Ｐ－６

３．既存照明器具の撤去（ＨＩＤ）（投光器、ランプ、安定器）

４．照明器具の新設（ＬＥＤ）

１．電撃殺虫器撤去（コンクリート柱取付型）

２．上記に付随する配線、配管撤去

Ｐ－５

３．既存照明器具の撤去（ＨＩＤ）（投光器、ランプ、安定器）

４．照明器具の新設（ＬＥＤ）

１．電撃殺虫器撤去（コンクリート柱取付型）

２．上記に付随する配線、配管撤去

Ｐ－４

３．既存照明器具の撤去（ＨＩＤ）（投光器、ランプ、安定器）

４．照明器具の新設（ＬＥＤ）

１．電撃殺虫器撤去（コンクリート柱取付型）

２．上記に付随する配線、配管撤去

Ｐ－３

３．既存照明器具の撤去（ＨＩＤ）（投光器、ランプ、安定器）

４．照明器具の新設（ＬＥＤ）

Ｐ－２ １．既存照明器具の撤去（ＨＩＤ）（投光器、ランプ、安定器）

２．照明器具の新設（ＬＥＤ）

Ｐ－１

既設照明塔　改修内容

照明塔番号 改　　修　　内　　容

１．電撃殺虫器撤去（コンクリート柱取付型）

２．上記に付随する配線、配管撤去

３．既存照明器具の撤去（ＨＩＤ）（投光器、ランプ、安定器）

４．照明器具の新設（ＬＥＤ）

新設 撤去 改修

５．上記に伴う照明用配線の改修（不良個所の補修・延長等）

５．上記に伴う照明用配線の改修（不良個所の補修・延長等）

５．上記に伴う照明用配線の改修（不良個所の補修・延長等）

５．上記に伴う照明用配線の改修（不良個所の補修・延長等）

５．上記に伴う照明用配線の改修（不良個所の補修・延長等）

３．上記に伴う照明用配線の改修（不良個所の補修・延長等）

投光器（ＨＩＤ）

機器名称 現状数量 改修後数量

６ ０

６

投光器（ＨＩＤ）

機器名称 現状数量 改修後数量

６ ０ 投光器（ＨＩＤ）

機器名称 現状数量 改修後数量

６ ０

６

照明塔（Ｐ－２）

照明塔（Ｐ－３） 照明塔（Ｐ－４）

凡 例

記 号 名 称 仕 様

照明塔

投光器

照明架台

電撃殺虫器

照明分電盤

照明操作盤

コンクリート柱

現状のまま使用

今回工事にて撤去

現状のまま使用　※筐体は再塗装

現状：ＨＩＤ器具　　今回工事：ＬＥＤ器具へ取替

投光器（ＨＩＤ）

機器名称 現状数量 改修後数量

６ ０

照明塔（Ｐ－１）

投光器（ＨＩＤ）

機器名称 現状数量 改修後数量

６ ０

６

照明塔（Ｐ－５）

機器名称 現状数量 改修後数量

６ ０

照明塔（Ｐ－６）

現状のまま使用　※筐体は再塗装

６．照明分電盤の改修（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）※不要開口の補修

６．照明分電盤の改修（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）※不要開口の補修

６．照明分電盤の改修（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）※不要開口の補修

６．照明分電盤の改修（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）※不要開口の補修

６．照明分電盤の改修（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）※不要開口の補修

４．照明分電盤の改修（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）

７．露出配管部の改修（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）※破損部分の修繕

５．露出配管部の改修（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）※破損部分の修繕

７．露出配管部の改修（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）※破損部分の修繕

７．露出配管部の改修（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）※破損部分の修繕

７．露出配管部の改修（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）※破損部分の修繕

７．露出配管部の改修（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）※破損部分の修繕

※点灯方式は現状のままとする

注記：ホームベース付近の照度を確保するよう照明配置を施すこと
※現状暗いとの要望あり

本　体

パネル ポリカーボネート（透明）

アルミ、アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）

昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、中角配光タイプ

本　体

パネル ポリカーボネート（透明）

アルミ、アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）

照明器具姿図

ＬＥＤ２５０クラス投光器
メタルハライドランプ７００Ｗ相当

ＬＥＤ２５０クラス投光器
メタルハライドランプ７００Ｗ相当

光束４７５００ｌｍ、消費電力２４３Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ 光束４７５００ｌｍ、消費電力２４３Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、広角配光タイプ

新宮小学校　照明設備配置図・機器姿図

グラウンド グラウンド
（中角） （広角）

電撃殺虫器 １ ０

電撃殺虫器

電撃殺虫器 １ ０ 電撃殺虫器 １ ０

電撃殺虫器 １ ０

電撃殺虫器 １ ０

投光器（ＨＩＤ）

５

１

０

３

３ ０

０

４

２投光器（ＬＥＤ）広角

投光器（ＬＥＤ）中角

投光器（ＬＥＤ）中角

投光器（ＬＥＤ）広角

投光器（ＬＥＤ）中角

投光器（ＬＥＤ）広角

投光器（ＬＥＤ）中角

投光器（ＬＥＤ）広角

投光器（ＬＥＤ）中角

投光器（ＬＥＤ）広角

投光器（ＬＥＤ）中角

投光器（ＬＥＤ）広角

15枚の内　4号

参考品番：岩崎電気　Ｅ３８３０１Ｍ／ＮＳＡＪ２ 参考品番：岩崎電気　Ｅ３８３０１Ｗ／ＮＳＡＪ２



改修後詳細図（新設・改修工事）現状詳細図（撤去工事）

番号

二級建築士　第7424号
てらい建築設計

寺井　政志

高　　　山　　　市

工事名

図　名

縮　尺

設　計

年月日

設　計

【Ａ２】

原設計図

令和　7年　7月

学校グラウンド照明ＬＥＤ化工事

機器名称 仕 様 数量 撤去工事 新設工事 改修工事 備 考

露出配管（分電盤下部）

電撃殺虫器用配管・配線

投光器（ＨＩＤ）

同上ランプ

同上安定器

投光器（ＬＥＤ）

照明用配線

照明分電盤

露出配管（分電盤上部）

電撃殺虫器

照
明
塔（

Ｐー

１）

コンクリート柱 現状のまま

現状のまま

１本

１式

６台

６本

６台

６台

１式

１面

１式

１式

１台

１式

２段（上段４台、下段２台）

１０００Ｗ型

Ｍ１０００Ｂ

２００Ｖ　高力率型

約9.3kg

約1.0kg

約15kg

照明架台

既設照明架台に取付

ＩＶ２．０　※投光器更新に伴い、不足箇所は接続、延長

鋼板製　屋根付　Ｗ：４５０×Ｈ：８００×Ｄ：１５０

Ｇ２８×１本

ＶＥ１６×１本、ＶＥ３６×３本

捕虫ランプ３０Ｗ×２本

Ｇ１６×１（ＩＶ２．０×２）

指定色　現地ＤＰ塗装

約25kg

露出配管（分電盤下部）

投光器（ＨＩＤ）

同上ランプ

同上安定器

投光器（ＬＥＤ）

照明用配線

照明分電盤

露出配管（分電盤上部）

コンクリート柱 現状のまま

現状のまま

１本

１式

６台

６本

６台

６台

１式

１面

１式

１式

２段（上段４台、下段２台）

１０００Ｗ型

Ｍ１０００Ｂ

２００Ｖ　高力率型

約9.3kg

約1.0kg

約15kg

照明架台

既設照明架台に取付

ＩＶ２．０　※投光器更新に伴い、不足箇所は接続、延長

鋼板製　屋根付　Ｗ：４５０×Ｈ：８００×Ｄ：１５０

Ｇ２８×１本

ＶＥ１６×１本、ＶＥ３６×３本 指定色　現地ＤＰ塗装

照
明
塔（

Ｐー

２）

露出配管（分電盤下部）

電撃殺虫器用配管・配線

投光器（ＨＩＤ）

同上ランプ

同上安定器

投光器（ＬＥＤ）

照明用配線

照明分電盤

露出配管（分電盤上部）

電撃殺虫器

コンクリート柱 現状のまま

現状のまま

１本

１式

６台

６本

６台

６台

１式

１面

１式

１式

１台

１式

２段（上段４台、下段２台）

１０００Ｗ型

Ｍ１０００Ｂ

２００Ｖ　高力率型

約9.3kg

約1.0kg

約15kg

照明架台

既設照明架台に取付

ＩＶ２．０　※投光器更新に伴い、不足箇所は接続、延長

鋼板製　屋根付　Ｗ：４５０×Ｈ：８００×Ｄ：１５０

Ｇ２８×１本

捕虫ランプ３０Ｗ×２本

Ｇ１６×１（ＩＶ２．０×２）

指定色　現地ＤＰ塗装

約25kg

照
明
塔（

Ｐー

３）

ＶＥ１６×１本、ＶＥ３６×２本、ＶＥ５４×１本

露出配管（分電盤下部）

電撃殺虫器用配管・配線

投光器（ＨＩＤ）

同上ランプ

同上安定器

投光器（ＬＥＤ）

照明用配線

照明分電盤

露出配管（分電盤上部）

電撃殺虫器

コンクリート柱 現状のまま

現状のまま

１本

１式

６台

６本

６台

６台

１式

１面

１式

１式

１台

１式

２段（上段４台、下段２台）

１０００Ｗ型

Ｍ１０００Ｂ

２００Ｖ　高力率型

約9.3kg

約1.0kg

約15kg

照明架台

既設照明架台に取付

ＩＶ２．０　※投光器更新に伴い、不足箇所は接続、延長

鋼板製　屋根付　Ｗ：４５０×Ｈ：８００×Ｄ：１５０

Ｇ２８×１本

捕虫ランプ３０Ｗ×２本

Ｇ１６×１（ＩＶ２．０×２）

指定色　現地ＤＰ塗装

約25kg

ＶＥ１６×１本、ＶＥ３６×２本、ＶＥ５４×１本

照
明
塔（

Ｐー

４）

露出配管（分電盤下部）

電撃殺虫器用配管・配線

投光器（ＨＩＤ）

同上ランプ

同上安定器

投光器（ＬＥＤ）

照明用配線

照明分電盤

露出配管（分電盤上部）

電撃殺虫器

コンクリート柱 現状のまま

現状のまま

１本

１式

６台

６本

６台

６台

１式

１面

１式

１式

１台

１式

２段（上段４台、下段２台）

１０００Ｗ型

Ｍ１０００Ｂ

２００Ｖ　高力率型

約9.3kg

約1.0kg

約15kg

照明架台

既設照明架台に取付

ＩＶ２．０　※投光器更新に伴い、不足箇所は接続、延長

鋼板製　屋根付　Ｗ：４５０×Ｈ：８００×Ｄ：１５０

Ｇ２８×１本

捕虫ランプ３０Ｗ×２本

Ｇ１６×１（ＩＶ２．０×２）

指定色　現地ＤＰ塗装

約25kg

照
明
塔（

Ｐー

５）

ＶＥ１６×１本、ＶＥ３６×２本、ＶＥ７０×１本

機器名称 仕 様 数量 撤去工事 新設工事 改修工事 備 考

露出配管（分電盤下部）

電撃殺虫器用配管・配線

投光器（ＨＩＤ）

同上ランプ

同上安定器

投光器（ＬＥＤ）

照明用配線

照明分電盤

露出配管（分電盤上部）

電撃殺虫器

コンクリート柱 現状のまま

現状のまま

１本

１式

６台

６本

６台

６台

１式

１面

１式

１式

１台

１式

２段（上段４台、下段２台）

１０００Ｗ型

Ｍ１０００Ｂ

２００Ｖ　高力率型

約9.3kg

約1.0kg

約15kg

照明架台

既設照明架台に取付

ＩＶ２．０　※投光器更新に伴い、不足箇所は接続、延長

鋼板製　屋根付　Ｗ：４５０×Ｈ：８００×Ｄ：１５０

Ｇ２８×１本

ＶＥ１６×１本、ＶＥ３６×３本

捕虫ランプ３０Ｗ×２本

Ｇ１６×１（ＩＶ２．０×２）

指定色　現地ＤＰ塗装

約25kg

照
明
塔（

Ｐー

６）

A2:1/50

A3:1/70

照
明
操
作
盤

照明操作盤 鋼板製　自立型　Ｗ：８００×Ｈ：１，９００×Ｄ：３４０ １面 指定色　現地ＤＰ塗装

660 450 450 660

900

2,
00
0

80
0

3,
00
0

8,
25
0

75
0

11
,9
00

電撃殺虫器用配管・配線：撤去

電撃殺虫器：撤去

照明架台：既設のまま

ＨＩＤ投光器：撤去
※安定器・ランプ共

コンクリート柱：既設のまま

照明用配管：指定色にて塗装

ＬＥＤ投光器：新設

照明用電源線：改修
※不足分の延長・接続
　不良個所の補修（テープ巻き等）

電源用配管：指定色にて塗装

照明分電盤：指定色にて塗装

照明架台：既設のまま

コンクリート柱：既設のまま

※不要開口の補修

※破損部分の修繕

※破損部分の修繕

※破損個所は修繕する

※破損個所は修繕する

※破損個所は修繕する

※破損個所は修繕する

※破損個所は修繕する

※破損個所は修繕する

指定色　現地ＤＰ塗装

指定色　現地ＤＰ塗装
※破損個所は修繕する

指定色　現地ＤＰ塗装

指定色　現地ＤＰ塗装
※破損個所は修繕する

指定色　現地ＤＰ塗装
※破損個所は修繕する

指定色　現地ＤＰ塗装

指定色　現地ＤＰ塗装
※破損個所は修繕する

指定色　現地ＤＰ塗装

指定色　現地ＤＰ塗装
※破損個所は修繕する

指定色　現地ＤＰ塗装

指定色　現地ＤＰ塗装
※破損個所は修繕する

※不要開口は補修する

※不要開口は補修する

※不要開口は補修する

※不要開口は補修する ※不要開口は補修する

指定色　現地ＤＰ塗装

改修内容一覧表

新宮小学校　照明柱改修詳細図・改修内容一覧表

15枚の内　5号



HH
引込柱

HH

敷
地
境
界
線

３階建て棟

校舍棟

２階建て棟
既設キュービクル

HH

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

HH

HH

更衣室棟

25mプール

特別教室棟

HH

HH

渡リロー力(RC)

体育棟(ＲＣ)

HH HH

渡リロー力(S)

敷地境界線

敷地境界線

投光器（ＨＩＤ）

番号

二級建築士　第7424号
てらい建築設計

寺井　政志

高　　　山　　　市

工事名

図　名

縮　尺

設　計

年月日

設　計

【Ａ２】

原設計図

令和　7年　7月

学校グラウンド照明ＬＥＤ化工事

投光器（ＨＩＤ）

機器名称 現状数量 改修後数量

０

照明塔（Ａ柱）

８

投光器（ＨＩＤ）

機器名称 現状数量 改修後数量

０８

照明塔（Ｂ柱）

投光器（ＨＩＤ）

機器名称 現状数量 改修後数量

０６

照明塔（Ｆ柱）

照明操作盤

機器名称 仕 様

壁掛型　Ｈ１，７００、Ｗ７５０、Ｄ３２０

１．電撃殺虫器撤去（コンクリート柱取付型）

２．上記に付随する配線、配管撤去

３．既存照明器具の撤去（ＨＩＤ）（投光器、ランプ、安定器）

４．照明器具の新設（ＬＥＤ）

１．既存照明器具の撤去（ＨＩＤ）（投光器、ランプ、安定器）

２．照明器具の新設（ＬＥＤ）

既設照明塔　改修内容

照明塔番号 改　　修　　内　　容

１．電撃殺虫器撤去（コンクリート柱取付型）

２．上記に付随する配線、配管撤去

３．既存照明器具の撤去（ＨＩＤ）（投光器、ランプ、安定器）

４．照明器具の新設（ＬＥＤ）

新設 撤去 改修

５．上記に伴う照明用配線の改修（不良個所の補修・延長等）

５．上記に伴う照明用配線の改修（不良個所の補修・延長等）

３．上記に伴う照明用配線の改修（不良個所の補修・延長等）

凡 例

記 号 名 称 仕 様

照明塔

投光器

照明架台

電撃殺虫器

照明分電盤

照明操作盤

コンクリート柱

現状のまま使用

今回工事にて撤去

現状のまま使用　※筐体は再塗装

現状：ＨＩＤ器具　　今回工事：ＬＥＤ器具へ取替

Ａ柱

Ｂ柱

Ｃ柱

Ｄ柱 １．既存照明器具の撤去（ＨＩＤ）（投光器、ランプ、安定器）

２．照明器具の新設（ＬＥＤ）

３．上記に伴う照明用配線の改修（不良個所の補修・延長等）

１．電撃殺虫器撤去（コンクリート柱取付型）

２．上記に付随する配線、配管撤去

４．照明器具の新設（ＬＥＤ）

３．既存照明器具の撤去（ＨＩＤ）（投光器、ランプ、安定器）

５．上記に伴う照明用配線の改修（不良個所の補修・延長等）

１．電撃殺虫器撤去（コンクリート柱取付型）

２．上記に付随する配線、配管撤去

３．既存照明器具の撤去（ＨＩＤ）（投光器、ランプ、安定器）

４．照明器具の新設（ＬＥＤ）

５．上記に伴う照明用配線の改修（不良個所の補修・延長等）

改　　修　　内　　容

その他設備　改修内容

機 器 名 称

照明操作盤 １．照明操作盤の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）

新設 撤去 改修

Ｅ柱

Ｆ柱

柱：ＪＲ線路近接作業

柱：ＪＲ線路近接作業

A2:1/400

A3:1/560

投光器（ＨＩＤ）

機器名称 現状数量 改修後数量

０８

照明塔（Ｃ柱）

投光器（ＨＩＤ）

機器名称 現状数量 改修後数量

０８

照明塔（Ｄ柱）

機器名称 現状数量 改修後数量

０６

照明塔（Ｅ柱）

現状のまま使用　※筐体は再塗装

６．照明分電盤の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）※不要開口の補修

７．露出配管部の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）※破損部分の修繕

６．照明分電盤の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）※不要開口の補修

７．露出配管部の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）※破損部分の修繕

４．照明分電盤の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）※不要開口の補修

５．露出配管部の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）※破損部分の修繕

４．照明分電盤の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）※不要開口の補修

５．露出配管部の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）※破損部分の修繕

６．照明分電盤の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）※不要開口の補修

７．露出配管部の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）※破損部分の修繕

６．照明分電盤の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）※不要開口の補修

７．露出配管部の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）※破損部分の修繕

※点灯方式は現状のままとする 花里小学校　照明設備配置図・機器姿図

電撃殺虫器 １ ０

電撃殺虫器 １ ０

電撃殺虫器 １ ０

電撃殺虫器 １ ０

投光器（ＬＥＤ）中角

投光器（ＬＥＤ）広角

投光器（ＬＥＤ）広角

投光器（ＬＥＤ）広角

投光器（ＬＥＤ）広角

投光器（ＬＥＤ）広角

投光器（ＬＥＤ）広角

投光器（ＬＥＤ）中角

投光器（ＬＥＤ）中角

投光器（ＬＥＤ）中角

投光器（ＬＥＤ）中角

投光器（ＬＥＤ）中角

６

２

７

１

６

２

６

２

５

１

５

１

本　体

パネル ポリカーボネート（透明）

アルミ、アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）

昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、中角配光タイプ

本　体

パネル ポリカーボネート（透明）

アルミ、アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）

照明器具姿図

ＬＥＤ２５０クラス投光器
メタルハライドランプ７００Ｗ相当

ＬＥＤ２５０クラス投光器
メタルハライドランプ７００Ｗ相当

光束４７５００ｌｍ、消費電力２４３Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ 光束４７５００ｌｍ、消費電力２４３Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、広角配光タイプ

グラウンド グラウンド
（中角） （広角）

15枚の内　6号

参考品番：岩崎電気　Ｅ３８３０１Ｍ／ＮＳＡＪ２ 参考品番：岩崎電気　Ｅ３８３０１Ｗ／ＮＳＡＪ２



※破損部分の修繕

改修後詳細図（新設・改修工事）現状詳細図（撤去工事）

番号

二級建築士　第7424号
てらい建築設計

寺井　政志

高　　　山　　　市

工事名

図　名

縮　尺

設　計

年月日

設　計

【Ａ２】

原設計図

令和　7年　7月

学校グラウンド照明ＬＥＤ化工事

機器名称 仕 様 数量 撤去工事 新設工事 改修工事 備 考

露出配管（分電盤下部）

電撃殺虫器用配管・配線

投光器（ＨＩＤ）

同上ランプ

同上安定器

投光器（ＬＥＤ）

照明用配線

照明分電盤

露出配管（分電盤上部）

電撃殺虫器

コンクリート柱 現状のまま

現状のまま

１本

１式

１式

１面

１式

１式

１台

１式

１０００Ｗ型

Ｍ１０００Ｂ

２００Ｖ　高力率型

約9.3kg

約1.0kg

約15kg

照明架台

既設照明架台に取付

捕虫ランプ３０Ｗ×２本 約25kg

露出配管（分電盤下部）

投光器（ＨＩＤ）

同上ランプ

同上安定器

投光器（ＬＥＤ）

照明用配線

照明分電盤

露出配管（分電盤上部）

コンクリート柱 現状のまま

現状のまま

１本

１式

１式

１面

１式

１式

１０００Ｗ型

Ｍ１０００Ｂ

２００Ｖ　高力率型

約9.3kg

約1.0kg

約15kg

照明架台

既設照明架台に取付

露出配管（分電盤下部）

電撃殺虫器用配管・配線

投光器（ＨＩＤ）

同上ランプ

同上安定器

投光器（ＬＥＤ）

照明用配線

照明分電盤

露出配管（分電盤上部）

電撃殺虫器

コンクリート柱 現状のまま

現状のまま

１本

１式

１式

１面

１式

１式

１台

１式

１０００Ｗ型

Ｍ１０００Ｂ

２００Ｖ　高力率型

約9.3kg

約1.0kg

約15kg

照明架台

既設照明架台に取付

捕虫ランプ３０Ｗ×２本 約25kg

露出配管（分電盤下部）

投光器（ＨＩＤ）

同上ランプ

同上安定器

投光器（ＬＥＤ）

照明用配線

照明分電盤

露出配管（分電盤上部）

コンクリート柱 現状のまま

現状のまま

１本

１式

１式

１面

１式

１式

１０００Ｗ型

Ｍ１０００Ｂ

２００Ｖ　高力率型

約9.3kg

約1.0kg

約15kg

照明架台

既設照明架台に取付

機器名称 仕 様 数量 撤去工事 新設工事 改修工事 備 考

露出配管（分電盤下部）

電撃殺虫器用配管・配線

投光器（ＨＩＤ）

同上ランプ

同上安定器

投光器（ＬＥＤ）

照明用配線

照明分電盤

露出配管（分電盤上部）

電撃殺虫器

コンクリート柱 現状のまま

現状のまま

１本

１式

６台

６本

６台

６台

１式

１面

１式

１式

１台

１式

１０００Ｗ型

Ｍ１０００Ｂ

２００Ｖ　高力率型

約9.3kg

約1.0kg

約15kg

照明架台

既設照明架台に取付

捕虫ランプ３０Ｗ×２本 約25kg

A2:1/50

A3:1/70

照
明
操
作
盤

照明操作盤 １面 指定色　現地ＤＰ塗装

80
0

13
,4
50

1,
40
0

11
,1
00

655 445 445 655

890

電撃殺虫器用配管・配線：撤去

電撃殺虫器：撤去

ＨＩＤ投光器：撤去
※安定器・ランプ共

（Ａ柱、Ｂ柱、Ｃ柱、Ｄ柱）（Ａ柱、Ｂ柱、Ｃ柱、Ｄ柱）

照明架台：既設のまま

コンクリート柱：既設のまま

（Ａ柱、Ｂ柱、Ｃ柱、Ｄ柱）（Ａ柱、Ｂ柱、Ｃ柱、Ｄ柱）

照明用電源線：改修
※不足分の延長・接続
　不良個所の補修（テープ巻き等）

照明用配管：指定色にて塗装

電源用配管：指定色にて塗装

照明分電盤：指定色にて塗装

コンクリート柱：既設のまま

照明架台：既設のまま

ＬＥＤ投光器：新設

照
明
塔（

Ａ
柱）

２段（上段４台、下段４台）

２段（上段４台、下段４台）

２段（上段４台、下段４台）

２段（上段４台、下段４台）

８台

８本

８台

８台

鋼板製　屋根付　Ｗ：３８０×Ｈ：５５０×Ｄ：１３５ 鋼板製　屋根付　Ｗ：３８０×Ｈ：５５０×Ｄ：１３５

鋼板製　屋根付　Ｗ：３８０×Ｈ：５５０×Ｄ：１３５

鋼板製　屋根付　Ｗ：３８０×Ｈ：５５０×Ｄ：１３５

鋼板製　屋根付　Ｗ：３８０×Ｈ：５５０×Ｄ：１３５

ＣＶ３．５ｓｑ　※投光器更新に伴い、不足箇所は接続、延長

ＣＶ３．５ｓｑ　※投光器更新に伴い、不足箇所は接続、延長

ＣＶ３．５ｓｑ　※投光器更新に伴い、不足箇所は接続、延長

ＣＶ３．５ｓｑ　※投光器更新に伴い、不足箇所は接続、延長

ＣＶ３．５ｓｑ　※投光器更新に伴い、不足箇所は接続、延長

２段（上段４台、下段４台）※下段は２台のみ使用

ＶＥ４２×１本

ＶＥ４２×１本

ＶＥ４２×１本

ＶＥ４２×１本

ＶＥ４２×１本

ＶＥ２８×１本、ＶＥ４２×２本

ＶＥ２８×１本、ＶＥ４２×２本

ＶＥ２８×１本、ＶＥ４２×２本

ＶＥ２８×１本、ＶＥ４２×２本

ＶＥ２８×１本、ＶＥ４２×２本

照
明
塔（

Ｂ
柱）

照
明
塔（

Ｃ
柱）

照
明
塔（

Ｄ
柱）

照
明
塔（

Ｆ
柱）

ＶＥ２８×１（ＣＶ３．５ｓｑ－３Ｃ）

ＶＥ２８×１（ＣＶ３．５ｓｑ－３Ｃ）

ＶＥ２８×１（ＣＶ３．５ｓｑ－３Ｃ）

露出配管（分電盤下部）

電撃殺虫器用配管・配線

投光器（ＨＩＤ）

同上ランプ

同上安定器

投光器（ＬＥＤ）

照明用配線

照明分電盤

露出配管（分電盤上部）

電撃殺虫器

コンクリート柱 現状のまま

現状のまま

１本

１式

６台

６本

６台

６台

１式

１面

１式

１式

１台

１式

１０００Ｗ型

Ｍ１０００Ｂ

２００Ｖ　高力率型

約9.3kg

約1.0kg

約15kg

照明架台

既設照明架台に取付

捕虫ランプ３０Ｗ×２本

指定色　現地ＤＰ塗装

約25kg

鋼板製　屋根付　Ｗ：３８０×Ｈ：５５０×Ｄ：１３５

ＣＶ３．５ｓｑ　※投光器更新に伴い、不足箇所は接続、延長

２段（上段４台、下段４台）※下段は２台のみ使用

ＶＥ４２×１本

ＶＥ２８×１本、ＶＥ４２×２本

照
明
塔（

Ｅ
柱）

ＶＥ２８×１（ＣＶ３．５ｓｑ－３Ｃ）

８台

８本

８台

８台

８台

８本

８台

８台

８台

８本

８台

８台

鋼板製　壁掛型　Ｗ：７５０×Ｈ：１，７００×Ｄ：３２０

3,
65
0

※破損部分の修繕

※不要開口の補修

※破損個所は修繕する

指定色　現地ＤＰ塗装
※破損個所は修繕する

指定色　現地ＤＰ塗装
※不要開口は補修する

指定色　現地ＤＰ塗装
※不要開口は補修する
指定色　現地ＤＰ塗装
※破損個所は修繕する
指定色　現地ＤＰ塗装
※破損個所は修繕する

指定色　現地ＤＰ塗装
※不要開口は補修する
指定色　現地ＤＰ塗装
※破損個所は修繕する
指定色　現地ＤＰ塗装
※破損個所は修繕する

指定色　現地ＤＰ塗装
※不要開口は補修する
指定色　現地ＤＰ塗装
※破損個所は修繕する
指定色　現地ＤＰ塗装
※破損個所は修繕する

指定色　現地ＤＰ塗装
※不要開口は補修する
指定色　現地ＤＰ塗装
※破損個所は修繕する
指定色　現地ＤＰ塗装
※破損個所は修繕する

指定色　現地ＤＰ塗装
※不要開口は補修する
指定色　現地ＤＰ塗装
※破損個所は修繕する
指定色　現地ＤＰ塗装
※破損個所は修繕する

改修内容一覧表

花里小学校　照明柱改修詳細図・改修内容一覧表

15枚の内　7号
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NN 番号

二級建築士　第7424号
てらい建築設計

寺井　政志

高　　　山　　　市

工事名

図　名

縮　尺

設　計

年月日

設　計

【Ａ２】

原設計図

令和　7年　7月

学校グラウンド照明ＬＥＤ化工事

投光器（ＨＩＤ）

機器名称 現状数量 改修後数量

０８

照明塔（Ｐ１２）

投光器（ＨＩＤ）

機器名称 現状数量 改修後数量

０８

照明塔（Ｐ２）

投光器（ＨＩＤ）

機器名称 現状数量 改修後数量

０

照明塔（Ｐ３）

２

投光器（ＨＩＤ）

機器名称 現状数量 改修後数量

０２

２

投光器（ＨＩＤ）

機器名称 現状数量 改修後数量

０２

２

投光器（ＨＩＤ）

機器名称 現状数量 改修後数量

０２

２

照明塔（Ｐ４）

照明塔（Ｐ５）

照明塔（Ｐ６）

投光器（ＨＩＤ）

機器名称 現状数量 改修後数量

０２

２

投光器（ＨＩＤ）

機器名称 現状数量 改修後数量

０

投光器（ＨＩＤ）

機器名称 現状数量 改修後数量

０

照明塔（Ｐ８）

照明塔（Ｐ９）

照明塔（Ｐ１９）

８

投光器（ＨＩＤ）

機器名称 現状数量 改修後数量

０２

２

投光器（ＨＩＤ）

機器名称 現状数量 改修後数量

０２

２

投光器（ＨＩＤ）

機器名称 現状数量 改修後数量

０２

２

照明塔（Ｐ１３）

照明塔（Ｐ１４）

照明塔（Ｐ１６）

投光器（ＨＩＤ）

機器名称 現状数量 改修後数量

０２

２

投光器（ＨＩＤ）

機器名称 現状数量 改修後数量

０２照明塔（Ｐ１７）

照明塔（Ｐ１８）

既設照明塔　改修内容

照明塔番号 改　　修　　内　　容 新設 撤去 改修

凡 例

記 号 名 称 仕 様

照明塔

投光器

照明架台

電撃殺虫器

照明分電盤

照明操作盤

コンクリート柱

現状のまま使用

今回工事にて撤去

現状のまま使用　※筐体は再塗装

現状：ＨＩＤ器具　　今回工事：ＬＥＤ器具へ取替

１．既存照明器具の撤去（ＨＩＤ）（投光器、ランプ、安定器）

２．照明器具の新設（ＬＥＤ）

３．上記に伴う照明用配線の改修（不良個所の補修・延長等）

１．既存照明器具の撤去（ＨＩＤ）（投光器、ランプ、安定器）

２．照明器具の新設（ＬＥＤ）

３．上記に伴う照明用配線の改修（不良個所の補修・延長等）

１．既存照明器具の撤去（ＨＩＤ）（投光器、ランプ、安定器）

２．照明器具の新設（ＬＥＤ）

３．上記に伴う照明用配線の改修（不良個所の補修・延長等）

Ｐ１７

Ｐ１８

Ｐ１９

既設照明塔　改修内容

照明塔番号 改　　修　　内　　容 新設 撤去 改修

１．既存照明器具の撤去（ＨＩＤ）（投光器、ランプ、安定器）

２．照明器具の新設（ＬＥＤ）

３．上記に伴う照明用配線の改修（不良個所の補修・延長等）

１．既存照明器具の撤去（ＨＩＤ）（投光器、ランプ、安定器）

２．照明器具の新設（ＬＥＤ）

３．上記に伴う照明用配線の改修（不良個所の補修・延長等）

１．既存照明器具の撤去（ＨＩＤ）（投光器、ランプ、安定器）

２．照明器具の新設（ＬＥＤ）

３．上記に伴う照明用配線の改修（不良個所の補修・延長等）

１．既存照明器具の撤去（ＨＩＤ）（投光器、ランプ、安定器）

２．照明器具の新設（ＬＥＤ）

３．上記に伴う照明用配線の改修（不良個所の補修・延長等）

１．既存照明器具の撤去（ＨＩＤ）（投光器、ランプ、安定器）

２．照明器具の新設（ＬＥＤ）

３．上記に伴う照明用配線の改修（不良個所の補修・延長等）

１．既存照明器具の撤去（ＨＩＤ）（投光器、ランプ、安定器）

２．照明器具の新設（ＬＥＤ）

３．上記に伴う照明用配線の改修（不良個所の補修・延長等）

１．既存照明器具の撤去（ＨＩＤ）（投光器、ランプ、安定器）

２．照明器具の新設（ＬＥＤ）

３．上記に伴う照明用配線の改修（不良個所の補修・延長等）

１．既存照明器具の撤去（ＨＩＤ）（投光器、ランプ、安定器）

２．照明器具の新設（ＬＥＤ）

３．上記に伴う照明用配線の改修（不良個所の補修・延長等）

Ｐ２

Ｐ３

Ｐ４

Ｐ５

Ｐ６

Ｐ８

Ｐ９

１．既存照明器具の撤去（ＨＩＤ）（投光器、ランプ、安定器）

２．照明器具の新設（ＬＥＤ）

３．上記に伴う照明用配線の改修（不良個所の補修・延長等）

Ｐ１３

Ｐ１２

１．既存照明器具の撤去（ＨＩＤ）（投光器、ランプ、安定器）

２．照明器具の新設（ＬＥＤ）

３．上記に伴う照明用配線の改修（不良個所の補修・延長等）

１．既存照明器具の撤去（ＨＩＤ）（投光器、ランプ、安定器）

２．照明器具の新設（ＬＥＤ）

３．上記に伴う照明用配線の改修（不良個所の補修・延長等）

Ｐ１４

Ｐ１６

改　　修　　内　　容

その他設備　改修内容

機 器 名 称

照明操作盤 １．照明操作盤の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）

新設 撤去 改修

照明操作盤

機器名称 仕 様

自立型　Ｈ１，８６０、Ｗ８００、Ｄ４００

A2:1/500

A3:1/700

８

現状のまま使用　※筐体は再塗装

４．照明分電盤の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）

４．照明分電盤の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）

４．照明分電盤の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）

４．照明分電盤の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）

４．照明分電盤の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）

４．照明分電盤の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）

４．照明分電盤の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）

４．照明分電盤の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）

４．照明分電盤の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）

４．照明分電盤の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）

４．照明分電盤の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）

４．照明分電盤の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）

４．照明分電盤の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）

４．照明分電盤の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）

５．露出配管部の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）※破損部分の修繕

５．露出配管部の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）※破損部分の修繕

５．露出配管部の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）※破損部分の修繕

５．露出配管部の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）※破損部分の修繕

※点灯方式は現状のままとする

照明器具姿図

本　体

パネル ポリカーボネート（透明）

アルミ、アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）

昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、中角配光タイプ

ＬＥＤ２５０クラス投光器
メタルハライドランプ７００Ｗ相当

光束４７５００ｌｍ、消費電力２４３Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

本　体

パネル ポリカーボネート（透明）

アルミ、アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）

ＬＥＤ２５０クラス投光器
メタルハライドランプ７００Ｗ相当

光束４７５００ｌｍ、消費電力２４３Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、広角配光タイプ

中山中学校　照明設備配置図・機器姿図

投光器（ＬＥＤ）中角

投光器（ＬＥＤ）広角

７

１

投光器（ＬＥＤ）広角 １

投光器（ＬＥＤ）広角

投光器（ＬＥＤ）広角

投光器（ＬＥＤ）広角

投光器（ＬＥＤ）広角

投光器（ＬＥＤ）広角

投光器（ＬＥＤ）広角

投光器（ＬＥＤ）広角

投光器（ＬＥＤ）広角

投光器（ＬＥＤ）広角

投光器（ＬＥＤ）広角

投光器（ＬＥＤ）広角 １ 投光器（ＬＥＤ）広角 １

投光器（ＬＥＤ）中角 １

０

投光器（ＬＥＤ）中角

投光器（ＬＥＤ）中角投光器（ＬＥＤ）中角

投光器（ＬＥＤ）中角

投光器（ＬＥＤ）中角

投光器（ＬＥＤ）中角

投光器（ＬＥＤ）中角

投光器（ＬＥＤ）中角

投光器（ＬＥＤ）中角

投光器（ＬＥＤ）中角

投光器（ＬＥＤ）中角

投光器（ＬＥＤ）中角

０

０

０

６

２

７

０

０

０

０

１

６

２

グラウンド

グラウンド

（中角）

（広角）

15枚の内　8号

参考品番：岩崎電気　Ｅ３８３０１Ｍ／ＮＳＡＪ２

参考品番：岩崎電気　Ｅ３８３０１Ｗ／ＮＳＡＪ２



現状詳細図（撤去工事）

番号

二級建築士　第7424号
てらい建築設計

寺井　政志

高　　　山　　　市

工事名

図　名

縮　尺

設　計

年月日

設　計

【Ａ２】

原設計図

令和　7年　7月

学校グラウンド照明ＬＥＤ化工事

改修後詳細図（新設・改修工事）

既設架空線

13
,3
05

ＨＩＤ投光器：撤去
※安定器・ランプ共

照明架台：既設のまま

既設架空線

照明架台：既設のまま

ＬＥＤ投光器：新設

コンクリート柱：既設のまま コンクリート柱：既設のまま

照明分電盤：指定色にて塗装

照明用電源線：改修
※不足分の延長・接続
　不良個所の補修（テープ巻き等）

80
0

14
,1
55

1,
80
0

11
,8
00

コンクリート柱：既設のまま

照明架台：既設のまま

ＨＩＤ投光器：撤去
※安定器・ランプ共

800 500 500 800

1,000

コンクリート柱：既設のまま

照明架台：既設のまま

照明用配管：指定色にて塗装

照明用電源線：改修
※不足分の延長・接続
　不良個所の補修（テープ巻き等）

照明分電盤：指定色にて塗装

電源用配管：指定色にて塗装

ＬＥＤ投光器：新設

Ｐ２・Ｐ９・Ｐ１２・Ｐ１９ Ｐ２・Ｐ９・Ｐ１２・Ｐ１９ 現状詳細図（撤去工事） 改修後詳細図（新設・改修工事）
Ｐ３・Ｐ４・Ｐ５・Ｐ６・Ｐ８・Ｐ１３

Ｐ１４・Ｐ１６・Ｐ１７・Ｐ１８

Ｐ３・Ｐ４・Ｐ５・Ｐ６・Ｐ８・Ｐ１３

Ｐ１４・Ｐ１６・Ｐ１７・Ｐ１８

A2:1/50

A3:1/70

※破損部分の修繕

※破損部分の修繕

675 675

1,350

中山中学校　照明柱改修詳細図

15枚の内　9号



番号

二級建築士　第7424号
てらい建築設計

寺井　政志

高　　　山　　　市

工事名

図　名

縮　尺

設　計

年月日

設　計

【Ａ２】

原設計図

令和　7年　7月

学校グラウンド照明ＬＥＤ化工事

機器名称 仕 様 数量 撤去工事 新設工事 改修工事 備 考

露出配管（分電盤下部）

投光器（ＨＩＤ）

同上ランプ

同上安定器

投光器（ＬＥＤ）

照明用配線

照明分電盤

露出配管（分電盤上部）

コンクリート柱 現状のまま

現状のまま

１本

１式

１式

１面

１式

１式

１０００Ｗ型

Ｍ１０００Ｂ

２００Ｖ　高力率型

約9.3kg

約1.0kg

約15kg

照明架台

既設照明架台に取付

指定色　現地ＤＰ塗装

指定色　現地ＤＰ塗装
※破損個所は取替する

２段（上段４台、下段４台）

８台

８本

８台

８台

機器名称 仕 様 数量 撤去工事 新設工事 改修工事 備 考 機器名称 仕 様 数量 撤去工事 新設工事 改修工事 備 考

照
明
塔（

Ｐ
２）

照
明
塔（

Ｐ
３）

照
明
塔（

Ｐ
４）

照
明
塔（

Ｐ
５）

照
明
塔（

Ｐ
６）

照
明
塔（

Ｐ
８）

ＣＶ２．０　※投光器更新に伴い、不足箇所は接続、延長

鋼板製　屋根付　Ｗ：４００×Ｈ：６００×Ｄ：２２０

Ｇ４２×１本、Ｇ１６×１本

Ｃ３９×１本

照
明
塔（

Ｐ
９）

露出配管（分電盤下部）

投光器（ＨＩＤ）

同上ランプ

同上安定器

投光器（ＬＥＤ）

照明用配線

照明分電盤

露出配管（分電盤上部）

コンクリート柱 現状のまま

現状のまま

１本

１式

１式

１面

１式

１式

１０００Ｗ型

Ｍ１０００Ｂ

２００Ｖ　高力率型

約9.3kg

約1.0kg

約15kg

照明架台

既設照明架台に取付

指定色　現地ＤＰ塗装

指定色　現地ＤＰ塗装
※破損個所は取替する

２段（上段４台、下段４台）

８台

８本

８台

８台

ＣＶ２．０　※投光器更新に伴い、不足箇所は接続、延長

鋼板製　屋根付　Ｗ：４００×Ｈ：６００×Ｄ：２２０

Ｃ３９×１本

照
明
塔（

Ｐ
１
２）

照
明
塔（

Ｐ
１
３）

照
明
塔（

Ｐ
１
４）

照
明
塔（

Ｐ
１
６）

照
明
塔（

Ｐ
１
７）

照
明
塔（

Ｐ
１
８）

照
明
塔（

Ｐ
１
９）

露出配管（分電盤下部）

投光器（ＨＩＤ）

同上ランプ

同上安定器

投光器（ＬＥＤ）

照明用配線

照明分電盤

露出配管（分電盤上部）

コンクリート柱 現状のまま

現状のまま

１本

１式

１式

１面

１式

１式

１０００Ｗ型

Ｍ１０００Ｂ

２００Ｖ　高力率型

約9.3kg

約1.0kg

約15kg

照明架台

既設照明架台に取付

指定色　現地ＤＰ塗装

指定色　現地ＤＰ塗装
※破損個所は取替する

２段（上段４台、下段４台）

８台

８本

８台

８台

ＣＶ２．０　※投光器更新に伴い、不足箇所は接続、延長

鋼板製　屋根付　Ｗ：４００×Ｈ：６００×Ｄ：２２０

Ｇ４２×１本、Ｇ１６×１本

Ｃ３９×１本

露出配管（分電盤下部）

投光器（ＨＩＤ）

同上ランプ

同上安定器

投光器（ＬＥＤ）

照明用配線

照明分電盤

露出配管（分電盤上部）

コンクリート柱 現状のまま

現状のまま

１本

１式

１式

１面

１式

１式

１０００Ｗ型

Ｍ１０００Ｂ

２００Ｖ　高力率型

約9.3kg

約1.0kg

約15kg

照明架台

既設照明架台に取付

指定色　現地ＤＰ塗装

指定色　現地ＤＰ塗装

２段（上段４台、下段４台）

８台

８本

８台

８台

ＣＶ２．０　※投光器更新に伴い、不足箇所は接続、延長

鋼板製　屋根付　Ｗ：４００×Ｈ：６００×Ｄ：２２０

Ｃ３９×１本

Ｇ７０×２本、Ｇ１６×１本

Ｇ７０×１本、Ｇ１６×１本

投光器（ＨＩＤ）

同上ランプ

同上安定器

投光器（ＬＥＤ）

照明用配線

照明分電盤

コンクリート柱 現状のまま

現状のまま

１本

１式

１式

１面

２００Ｖ　高力率型

約1.0kg

照明架台

既設照明架台に取付

指定色　現地ＤＰ塗装

ＣＶ２．０　※投光器更新に伴い、不足箇所は接続、延長

鋼板製　屋根付　Ｗ：４００×Ｈ：６００×Ｄ：２２０

架空電線 現状のまま

１段（２台）

レフランプ１０００Ｗ型

ＨＲＦ１０００Ｘ

２台

２本

２台

２台

約3.4kg

約9.1kg

投光器（ＨＩＤ）

同上ランプ

同上安定器

投光器（ＬＥＤ）

照明用配線

照明分電盤

コンクリート柱 現状のまま

現状のまま

１本

１式

１式

１面

２００Ｖ　高力率型

約1.0kg

照明架台

既設照明架台に取付

指定色　現地ＤＰ塗装

ＣＶ２．０　※投光器更新に伴い、不足箇所は接続、延長

鋼板製　屋根付　Ｗ：４００×Ｈ：６００×Ｄ：２２０

架空電線 現状のまま

１段（２台）

レフランプ１０００Ｗ型

ＨＲＦ１０００Ｘ

２台

２本

２台

２台

約3.4kg

約9.1kg

投光器（ＨＩＤ）

同上ランプ

同上安定器

投光器（ＬＥＤ）

照明用配線

照明分電盤

コンクリート柱 現状のまま

現状のまま

１本

１式

１式

１面

２００Ｖ　高力率型

約1.0kg

照明架台

既設照明架台に取付

指定色　現地ＤＰ塗装

ＣＶ２．０　※投光器更新に伴い、不足箇所は接続、延長

鋼板製　屋根付　Ｗ：４００×Ｈ：６００×Ｄ：２２０

架空電線 現状のまま

１段（２台）

レフランプ１０００Ｗ型

ＨＲＦ１０００Ｘ

２台

２本

２台

２台

約3.4kg

約9.1kg

投光器（ＨＩＤ）

同上ランプ

同上安定器

投光器（ＬＥＤ）

照明用配線

照明分電盤

コンクリート柱 現状のまま

現状のまま

１本

１式

１式

１面

２００Ｖ　高力率型

約1.0kg

照明架台

既設照明架台に取付

指定色　現地ＤＰ塗装

ＣＶ２．０　※投光器更新に伴い、不足箇所は接続、延長

鋼板製　屋根付　Ｗ：４００×Ｈ：６００×Ｄ：２２０

架空電線 現状のまま

１段（２台）

レフランプ１０００Ｗ型

ＨＲＦ１０００Ｘ

２台

２本

２台

２台

約3.4kg

約9.1kg

投光器（ＨＩＤ）

同上ランプ

同上安定器

投光器（ＬＥＤ）

照明用配線

照明分電盤

コンクリート柱 現状のまま

現状のまま

１本

１式

１式

１面

２００Ｖ　高力率型

約1.0kg

照明架台

既設照明架台に取付

指定色　現地ＤＰ塗装

ＣＶ２．０　※投光器更新に伴い、不足箇所は接続、延長

鋼板製　屋根付　Ｗ：４００×Ｈ：６００×Ｄ：２２０

架空電線 現状のまま

１段（２台）

レフランプ１０００Ｗ型

ＨＲＦ１０００Ｘ

２台

２本

２台

２台

約3.4kg

約9.1kg

投光器（ＨＩＤ）

同上ランプ

同上安定器

投光器（ＬＥＤ）

照明用配線

照明分電盤

コンクリート柱 現状のまま

現状のまま

１本

１式

１式

１面

２００Ｖ　高力率型

約1.0kg

照明架台

既設照明架台に取付

指定色　現地ＤＰ塗装

ＣＶ２．０　※投光器更新に伴い、不足箇所は接続、延長

鋼板製　屋根付　Ｗ：４００×Ｈ：６００×Ｄ：２２０

架空電線 現状のまま

１段（２台）

レフランプ１０００Ｗ型

ＨＲＦ１０００Ｘ

２台

２本

２台

２台

約3.4kg

約9.1kg

投光器（ＨＩＤ）

同上ランプ

同上安定器

投光器（ＬＥＤ）

照明用配線

照明分電盤

コンクリート柱 現状のまま

現状のまま

１本

１式

１式

１面

２００Ｖ　高力率型

約1.0kg

照明架台

既設照明架台に取付

指定色　現地ＤＰ塗装

ＣＶ２．０　※投光器更新に伴い、不足箇所は接続、延長

鋼板製　屋根付　Ｗ：４００×Ｈ：６００×Ｄ：２２０

架空電線 現状のまま

１段（２台）

レフランプ１０００Ｗ型

ＨＲＦ１０００Ｘ

２台

２本

２台

２台

約3.4kg

約9.1kg

投光器（ＨＩＤ）

同上ランプ

同上安定器

投光器（ＬＥＤ）

照明用配線

照明分電盤

コンクリート柱 現状のまま

現状のまま

１本

１式

１式

１面

２００Ｖ　高力率型

約1.0kg

照明架台

既設照明架台に取付

指定色　現地ＤＰ塗装

ＣＶ２．０　※投光器更新に伴い、不足箇所は接続、延長

鋼板製　屋根付　Ｗ：４００×Ｈ：６００×Ｄ：２２０

架空電線 現状のまま

１段（２台）

レフランプ１０００Ｗ型

ＨＲＦ１０００Ｘ

２台

２本

２台

２台

約3.4kg

約9.1kg

投光器（ＨＩＤ）

同上ランプ

同上安定器

投光器（ＬＥＤ）

照明用配線

照明分電盤

コンクリート柱 現状のまま

現状のまま

１本

１式

１式

１面

２００Ｖ　高力率型

約1.0kg

照明架台

既設照明架台に取付

指定色　現地ＤＰ塗装

ＣＶ２．０　※投光器更新に伴い、不足箇所は接続、延長

鋼板製　屋根付　Ｗ：４００×Ｈ：６００×Ｄ：２２０

架空電線 現状のまま

１段（２台）

レフランプ１０００Ｗ型

ＨＲＦ１０００Ｘ

２台

２本

２台

２台

約3.4kg

約9.1kg

投光器（ＨＩＤ）

同上ランプ

同上安定器

投光器（ＬＥＤ）

照明用配線

照明分電盤

コンクリート柱 現状のまま

現状のまま

１本

１式

１式

１面

２００Ｖ　高力率型

約1.0kg

照明架台

既設照明架台に取付

指定色　現地ＤＰ塗装

ＣＶ２．０　※投光器更新に伴い、不足箇所は接続、延長

鋼板製　屋根付　Ｗ：４００×Ｈ：６００×Ｄ：２２０

架空電線 現状のまま

１段（２台）

レフランプ１０００Ｗ型

ＨＲＦ１０００Ｘ

２台

２本

２台

２台

約3.4kg

約9.1kg

照
明
操
作
盤

照明操作盤 １面 指定色　現地ＤＰ塗装鋼板製　自立型　Ｗ：８００×Ｈ：１，８６０×Ｄ：４００

Free

※破損個所は修繕する

指定色　現地ＤＰ塗装
※破損個所は修繕する

指定色　現地ＤＰ塗装
※破損個所は修繕する

指定色　現地ＤＰ塗装
※破損個所は修繕する

指定色　現地ＤＰ塗装
※破損個所は修繕する

改修内容一覧表

中山中学校　改修内容一覧表

15枚の内　10号



屋内運動場

1
4
,
8
0
0

6,000

村道

県道

配置図　S=1/400

6,000

村道

番号

二級建築士　第7424号
てらい建築設計

寺井　政志

高　　　山　　　市

工事名

図　名

縮　尺

設　計

年月日

設　計

【Ａ２】

原設計図

令和　7年　7月

学校グラウンド照明ＬＥＤ化工事

投光器（ＨＩＤ）

機器名称 現状数量 改修後数量

０

照明塔（Ｃ柱）

投光器（ＨＩＤ）

機器名称 現状数量 改修後数量

０

投光器（ＨＩＤ）

機器名称 現状数量 改修後数量

０

投光器（ＨＩＤ）

機器名称 現状数量 改修後数量

０

投光器（ＨＩＤ）

機器名称 現状数量 改修後数量

０

投光器（ＨＩＤ）

機器名称 現状数量 改修後数量

０

投光器（ＨＩＤ）

機器名称 現状数量 改修後数量

０

投光器（ＨＩＤ）

機器名称 現状数量 改修後数量

０

照明塔（Ｄ柱）

投光器（ＨＩＤ）

機器名称 現状数量 改修後数量

０

６

６

６

６

４

４

４

４

４

４
４

照明塔（Ａ柱）

照明塔（Ｂ柱）

照明塔（Ｅ柱）

照明塔（Ｆ柱）

照明塔（Ｇ柱）

照明塔（Ｈ柱）

照明塔（Ｉ柱）

照明操作盤

機器名称 仕 様

自立型　Ｈ１，７００、Ｗ７５０、Ｄ３２０

既設照明塔　改修内容

照明塔番号 改　　修　　内　　容 新設 撤去 改修

Ａ柱

１．電撃殺虫器撤去（コンクリート柱取付型）

２．上記に付随する配線、配管撤去

３．既存照明器具の撤去（ＨＩＤ）（投光器、ランプ、安定器）

４．照明器具の新設（ＬＥＤ）

１．既存照明器具の撤去（ＨＩＤ）（投光器、ランプ、安定器）

２．照明器具の新設（ＬＥＤ）

５．上記に伴う照明用配線の改修（不良個所の補修・延長等）

３．上記に伴う照明用配線の改修（不良個所の補修・延長等）

１．既存照明器具の撤去（ＨＩＤ）（投光器、ランプ、安定器）

２．照明器具の新設（ＬＥＤ）

３．上記に伴う照明用配線の改修（不良個所の補修・延長等）

１．既存照明器具の撤去（ＨＩＤ）（投光器、ランプ、安定器）

２．照明器具の新設（ＬＥＤ）

３．上記に伴う照明用配線の改修（不良個所の補修・延長等）

１．既存照明器具の撤去（ＨＩＤ）（投光器、ランプ、安定器）

２．照明器具の新設（ＬＥＤ）

３．上記に伴う照明用配線の改修（不良個所の補修・延長等）

１．既存照明器具の撤去（ＨＩＤ）（投光器、ランプ、安定器）

２．照明器具の新設（ＬＥＤ）

３．上記に伴う照明用配線の改修（不良個所の補修・延長等）

Ｂ柱

Ｃ柱

Ｄ柱

Ｅ柱

Ｆ柱

１．電撃殺虫器撤去（コンクリート柱取付型）

２．上記に付随する配線、配管撤去

３．既存照明器具の撤去（ＨＩＤ）（投光器、ランプ、安定器）

４．照明器具の新設（ＬＥＤ）

５．上記に伴う照明用配線の改修（不良個所の補修・延長等）

１．既存照明器具の撤去（ＨＩＤ）（投光器、ランプ、安定器）

２．照明器具の新設（ＬＥＤ）

３．上記に伴う照明用配線の改修（不良個所の補修・延長等）

１．既存照明器具の撤去（ＨＩＤ）（投光器、ランプ、安定器）

２．照明器具の新設（ＬＥＤ）

３．上記に伴う照明用配線の改修（不良個所の補修・延長等）

Ｇ柱

Ｈ柱

Ｉ柱

改　　修　　内　　容

その他設備　改修内容

機 器 名 称

照明操作盤 １．照明操作盤の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）

新設 撤去 改修

凡 例

記 号 名 称 仕 様

照明塔

投光器

照明架台

電撃殺虫器

照明分電盤

照明操作盤

コンクリート柱

現状のまま使用

今回工事にて撤去

現状のまま使用　※筐体は再塗装

現状：ＨＩＤ器具　　今回工事：ＬＥＤ器具へ取替

A2:1/400

A3:1/560

現状のまま使用　※筐体は再塗装

４．照明分電盤の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）

４．照明分電盤の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）

４．照明分電盤の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）

４．照明分電盤の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）

４．照明分電盤の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）

６．照明分電盤の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）

４．照明分電盤の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）

４．照明分電盤の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）

５．露出配管部の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）※破損部分の修繕

５．露出配管部の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）※破損部分の修繕

６．照明分電盤の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）※不要開口の補修

７．露出配管部の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）※不要開口の補修

５．露出配管部の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）※破損部分の修繕

５．露出配管部の再塗装（指定色にて現地塗装）（ＤＰ塗）※破損部分の修繕
※点灯方式は現状のままとする

本　体

パネル ポリカーボネート（透明）

アルミ、アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）

昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、中角配光タイプ

本　体

パネル ポリカーボネート（透明）

アルミ、アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）

照明器具姿図

ＬＥＤ２５０クラス投光器
メタルハライドランプ７００Ｗ相当

ＬＥＤ２５０クラス投光器
メタルハライドランプ７００Ｗ相当

光束４７５００ｌｍ、消費電力２４３Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ 光束４７５００ｌｍ、消費電力２４３Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、広角配光タイプ

グラウンド グラウンド
（中角） （広角）

電撃殺虫器 １ ０

電撃殺虫器 １ ０

投光器（ＬＥＤ）中角

投光器（ＬＥＤ）広角

投光器（ＬＥＤ）広角

投光器（ＬＥＤ）広角
投光器（ＬＥＤ）広角

投光器（ＬＥＤ）広角

投光器（ＬＥＤ）広角

投光器（ＬＥＤ）広角

投光器（ＬＥＤ）広角

投光器（ＬＥＤ）広角

投光器（ＬＥＤ）中角

投光器（ＬＥＤ）中角
投光器（ＬＥＤ）中角

投光器（ＬＥＤ）中角

投光器（ＬＥＤ）中角

投光器（ＬＥＤ）中角

投光器（ＬＥＤ）中角

投光器（ＬＥＤ）中角

５

１

５

１

２

２

３

１

５

１

２

２

０

０

５

１

宮小学校　照明設備配置図・機器姿図

15枚の内　11号

参考品番：岩崎電気　Ｅ３８３０１Ｍ／ＮＳＡＪ２ 参考品番：岩崎電気　Ｅ３８３０１Ｗ／ＮＳＡＪ２



現状詳細図（撤去工事）

番号

二級建築士　第7424号
てらい建築設計

寺井　政志

高　　　山　　　市

工事名

図　名

縮　尺

設　計

年月日

設　計

【Ａ２】

原設計図

令和　7年　7月

学校グラウンド照明ＬＥＤ化工事

改修後詳細図（新設・改修工事） 現状詳細図（撤去工事） 改修後詳細図（新設・改修工事）

A2:1/50

A3:1/70

12
,8
45

95
0

2,
00
0

9,
75
0

800 500 500 800

1,000

ＨＩＤ投光器：撤去
※安定器・ランプ共

コンクリート柱：既設のまま コンクリート柱：既設のまま

ＬＥＤ投光器：新設

照明用電源線：改修
※不足分の延長・接続
　不良個所の補修（テープ巻き等）

照明分電盤：指定色にて塗装

電源用配管：指定色にて塗装

照明用配管：指定色にて塗装

照明架台：既設のまま 照明架台：既設のまま

Ａ柱・Ｂ柱・Ｅ柱 Ａ柱・Ｂ柱・Ｅ柱 Ｉ柱 Ｉ柱

95
0

800 500 500 800

1,000

既設架空線

ＨＩＤ投光器：撤去
※安定器・ランプ共

照明架台：既設のまま

ＬＥＤ投光器：新設

照明架台：既設のまま

既設架空線
照明分電盤：指定色にて塗装

照明用電源線：改修
※不足分の延長・接続
　不良個所の補修（テープ巻き等）

コンクリート柱：既設のまま コンクリート柱：既設のまま

GL
～
12
,8
45

現状詳細図（撤去工事） Ｆ柱・Ｇ柱・Ｈ柱 Ｆ柱・Ｇ柱・Ｈ柱改修後詳細図（新設・改修工事）

既設架空線

95
0

700 700

1,400

ＨＩＤ投光器：撤去
※安定器・ランプ共

照明架台：既設のまま

※撤去に伴い、電源部は架空電線より切離し
　架空電線の端末部は自己癒着テープ等にて
　絶縁処理を施す

電撃殺虫器：撤去（Ｇ柱）

既設架空線

照明架台：既設のまま

コンクリート柱：既設のまま

GL
～
12
,8
45

ＬＥＤ投光器：新設

照明分電盤：指定色にて塗装

照明用電源線：改修
※不足分の延長・接続
　不良個所の補修（テープ巻き等）

コンクリート柱：既設のまま

※下部立上げ配管：指定色にて塗装（Ｆ柱）

※破損部分の修繕

※破損部分の修繕 宮小学校　照明柱改修詳細図１

15枚の内　12号



露出配管（分電盤下部）

投光器（ＨＩＤ）

同上ランプ

同上安定器

投光器（ＬＥＤ）

照明用配線

照明分電盤

露出配管（分電盤上部）

コンクリート柱 現状のまま

現状のまま

１本

１式

１式

１面

１式

１式

１０００Ｗ型

Ｍ１０００Ｂ

２００Ｖ　高力率型

約9.3kg

約1.0kg

約15kg

照明架台

既設照明架台に取付

指定色　現地ＤＰ塗装

ＣＶ３．５ｓｑ　※投光器更新に伴い、不足箇所は接続、延長

照
明
塔（

Ｄ
柱）

４台

４本

４台

４台

２段（上段２台、下段２台）

電撃殺虫器用配管・配線 １式

鋼板製　屋根付　Ｗ：３００×Ｈ：４５０×Ｄ：１５０

Ｇ２２×１本

ＶＥ５４×１本

Ｇ１６×１（ＩＶ３．５ｓｑ×２）

改修後詳細図（新設・改修工事）現状詳細図（撤去工事）

番号

二級建築士　第7424号
てらい建築設計

寺井　政志

高　　　山　　　市

工事名

図　名

縮　尺

設　計

年月日

設　計

【Ａ２】

原設計図

令和　7年　7月

学校グラウンド照明ＬＥＤ化工事

A2:1/50

A3:1/70

機器名称 仕 様 数量 撤去工事 新設工事 改修工事 備 考

露出配管（分電盤下部）

投光器（ＨＩＤ）

同上ランプ

同上安定器

投光器（ＬＥＤ）

照明用配線

照明分電盤

露出配管（分電盤上部）

コンクリート柱 現状のまま

現状のまま

１本

１式

１式

１面

１式

１式

１０００Ｗ型

Ｍ１０００Ｂ

２００Ｖ　高力率型

約9.3kg

約1.0kg

約15kg

照明架台

既設照明架台に取付

指定色　現地ＤＰ塗装

指定色　現地ＤＰ塗装

機器名称 仕 様 数量 撤去工事 新設工事 改修工事 備 考

照
明
塔（

Ａ
柱）

ＣＶ３．５ｓｑ　※投光器更新に伴い、不足箇所は接続、延長
ＨＩＤ投光器：撤去
※安定器・ランプ共

照明架台：既設のまま

コンクリート柱：既設のまま

12
,8
45

95
0

2,
00
0

8,
25
0

9,
75
0

照明用配管：指定色にて塗装

コンクリート柱：既設のまま

照明架台：既設のまま

ＬＥＤ投光器：新設

照明分電盤：指定色にて塗装

電源用配管：指定色にて塗装

照明用電源線：改修
※不足分の延長・接続
　不良個所の補修（テープ巻き等）

電撃殺虫器：撤去（Ｃ柱）

700 700

1,400

露出配管（分電盤下部）

投光器（ＨＩＤ）

同上ランプ

同上安定器

投光器（ＬＥＤ）

照明用配線

照明分電盤

露出配管（分電盤上部）

コンクリート柱 現状のまま

現状のまま

１本

１式

１式

１面

１式

１式

１０００Ｗ型

Ｍ１０００Ｂ

２００Ｖ　高力率型

約9.3kg

約1.0kg

約15kg

照明架台

既設照明架台に取付

指定色　現地ＤＰ塗装

指定色　現地ＤＰ塗装

ＣＶ３．５ｓｑ　※投光器更新に伴い、不足箇所は接続、延長

照
明
塔（

Ｂ
柱）

露出配管（分電盤下部）

電撃殺虫器用配管・配線

投光器（ＨＩＤ）

同上ランプ

同上安定器

投光器（ＬＥＤ）

照明用配線

照明分電盤

露出配管（分電盤上部）

電撃殺虫器

コンクリート柱 現状のまま

現状のまま

１本

１式

１式

１面

１式

１式

１台

１式

１０００Ｗ型

Ｍ１０００Ｂ

２００Ｖ　高力率型

約9.3kg

約1.0kg

約15kg

照明架台

既設照明架台に取付

捕虫ランプ３０Ｗ×２本

指定色　現地ＤＰ塗装

約25kg

ＣＶ３．５ｓｑ　※投光器更新に伴い、不足箇所は接続、延長

照
明
塔（

Ｃ
柱）

６台

６本

６台

６台

６台

６本

６台

６台

４台

４本

４台

４台

２段（上段２台、下段２台）

２段（上段４台、下段２台）

２段（上段４台、下段２台）

投光器（ＨＩＤ）

同上ランプ

同上安定器

投光器（ＬＥＤ）

照明用配線

照明分電盤

コンクリート柱 現状のまま

現状のまま

１本

１式

１式

１面

１０００Ｗ型

Ｍ１０００Ｂ

２００Ｖ　高力率型

約9.3kg

約1.0kg

約15kg

照明架台

既設照明架台に取付

指定色　現地ＤＰ塗装鋼板製　屋根付　Ｗ：３８０×Ｈ：５５０×Ｄ：１３５

ＣＶ３．５ｓｑ　※投光器更新に伴い、不足箇所は接続、延長

４台

４本

４台

４台

２段（上段２台、下段２台）

電撃殺虫器用配管・配線：撤去

鋼板製　屋根付　Ｗ：３００×Ｈ：４５０×Ｄ：１５０

Ｇ２２×１本

ＶＥ５４×１本

Ｇ２２×１本

ＶＥ５４×１本

Ｇ２２×１本

ＶＥ５４×２本

鋼板製　屋根付　Ｗ：３００×Ｈ：４５０×Ｄ：１５０

鋼板製　屋根付　Ｗ：３００×Ｈ：４５０×Ｄ：１５０

Ｇ１６×１（ＩＶ３．５ｓｑ×２）

露出配管（分電盤下部）

投光器（ＨＩＤ）

同上ランプ

同上安定器

投光器（ＬＥＤ）

照明用配線

照明分電盤

露出配管（分電盤上部）

コンクリート柱 １本

１式

６台

６本

６台

６台

１式

１面

１式

１式

１０００Ｗ型

Ｍ１０００Ｂ

２００Ｖ　高力率型

照明架台

ＣＶ３．５ｓｑ　※投光器更新に伴い、不足箇所は接続、延長

照
明
塔（

Ｅ
柱）

２段（上段４台、下段２台）

鋼板製　屋根付　Ｗ：３００×Ｈ：４５０×Ｄ：１５０

Ｇ２２×１本

ＶＥ５４×１本

現状のまま

約9.3kg

約1.0kg

約15kg

既設照明架台に取付

指定色　現地ＤＰ塗装

指定色　現地ＤＰ塗装

現状のまま

本工事対象外
現状のまま１式

１式 本工事対象外
現状のまま

照
明
塔（

Ｆ
柱）

架空電線 現状のまま

１式 指定色　現地ＤＰ塗装露出配管 ＶＥ５４×３本（Ｌ＝３，８００）

投光器（ＨＩＤ）

同上ランプ

同上安定器

投光器（ＬＥＤ）

照明用配線

照明分電盤

コンクリート柱 現状のまま

現状のまま

１本

１式

１式

１面

１０００Ｗ型

Ｍ１０００Ｂ

２００Ｖ　高力率型

約9.3kg

約1.0kg

約15kg

照明架台

既設照明架台に取付

指定色　現地ＤＰ塗装鋼板製　屋根付　Ｗ：３８０×Ｈ：５５０×Ｄ：１３５

ＣＶ３．５ｓｑ　※投光器更新に伴い、不足箇所は接続、延長

４台

４本

４台

４台

２段（上段２台、下段２台）

電撃殺虫器 １台捕虫ランプ３０Ｗ×２本 約25kg

架空電線 現状のまま
殺虫器接続箇所端末処理有

投光器（ＨＩＤ）

同上ランプ

同上安定器

投光器（ＬＥＤ）

照明用配線

照明分電盤

コンクリート柱 現状のまま

現状のまま

１本

１式

１式

１面

１０００Ｗ型

Ｍ１０００Ｂ

２００Ｖ　高力率型

約9.3kg

約1.0kg

約15kg

照明架台

既設照明架台に取付

指定色　現地ＤＰ塗装鋼板製　屋根付　Ｗ：３８０×Ｈ：５５０×Ｄ：１３５

ＣＶ３．５ｓｑ　※投光器更新に伴い、不足箇所は接続、延長

４台

４本

４台

４台

２段（上段２台、下段２台）

架空電線 現状のまま

投光器（ＨＩＤ）

同上ランプ

同上安定器

投光器（ＬＥＤ）

照明用配線

照明分電盤

コンクリート柱 現状のまま

現状のまま

１本

１式

１式

１面

１０００Ｗ型

Ｍ１０００Ｂ

２００Ｖ　高力率型

約9.3kg

約1.0kg

約15kg

照明架台

既設照明架台に取付

指定色　現地ＤＰ塗装鋼板製　屋根付　Ｗ：３８０×Ｈ：５５０×Ｄ：１３５

ＣＶ３．５ｓｑ　※投光器更新に伴い、不足箇所は接続、延長

架空電線 現状のまま

照
明
操
作
盤

照明操作盤 １面 指定色　現地ＤＰ塗装鋼板製　壁掛型　Ｗ：７５０×Ｈ：１，７００×Ｄ：３２０

照
明
塔（

Ｇ
柱）

照
明
塔（

Ｈ
柱）

照
明
塔（

Ｉ
柱）

２段（上段４台、下段２台）

６台

６本

６台

６台

Ｃ柱・Ｄ柱 Ｃ柱・Ｄ柱

※破損部分の修繕

※破損部分の修繕

※破損個所は修繕する

※破損個所は修繕する

※破損個所は修繕する

※破損個所は修繕する

※破損個所は修繕する

※破損個所は修繕する

指定色　現地ＤＰ塗装
※破損個所は修繕する

指定色　現地ＤＰ塗装
※破損個所は修繕する

指定色　現地ＤＰ塗装
※破損個所は修繕する

指定色　現地ＤＰ塗装
※破損個所は修繕する

指定色　現地ＤＰ塗装
※破損個所は修繕する

指定色　現地ＤＰ塗装
※不要開口は補修する

指定色　現地ＤＰ塗装
※不要開口は補修する

スピーカー用設備

スピーカー用設備

※不要開口の補修

宮小学校　照明柱改修詳細図２・改修内容一覧表

改修内容一覧表

15枚の内　13号



投光器（ＨＩＤ）

機器名称 現状数量 改修後数量

０８

投光器（ＨＩＤ）

機器名称 現状数量 改修後数量

０８

投光器（ＨＩＤ）

機器名称 現状数量 改修後数量

０８

投光器（ＨＩＤ）

機器名称 現状数量 改修後数量

０８

投光器（ＨＩＤ）

機器名称 現状数量 改修後数量

０８

照明塔（Ｂ－２） 照明塔（Ｂ－３）

照明塔（Ｂ－４）

照明塔（Ｂ－５）

照明塔（Ｂ－１）

既設照明塔　改修内容

照明塔番号 改　　修　　内　　容 新設 撤去 改修

凡 例

記 号 名 称 仕 様

照明塔

投光器

照明架台

コンクリート柱

現状のまま使用

現状：ＨＩＤ器具　　今回工事：ＬＥＤ器具へ取替

１．既存照明器具の撤去（ＨＩＤ）（投光器、ランプ、安定器）

２．照明器具の新設（ＬＥＤ）

３．上記に伴う照明用配線の改修（不良個所の補修・延長等）

Ｂ－１

照明分電盤 現状のまま使用

１．既存照明器具の撤去（ＨＩＤ）（投光器、ランプ、安定器）

２．照明器具の新設（ＬＥＤ）

３．上記に伴う照明用配線の改修（不良個所の補修・延長等）

１．既存照明器具の撤去（ＨＩＤ）（投光器、ランプ、安定器）

２．照明器具の新設（ＬＥＤ）

３．上記に伴う照明用配線の改修（不良個所の補修・延長等）

１．既存照明器具の撤去（ＨＩＤ）（投光器、ランプ、安定器）

２．照明器具の新設（ＬＥＤ）

３．上記に伴う照明用配線の改修（不良個所の補修・延長等）

１．既存照明器具の撤去（ＨＩＤ）（投光器、ランプ、安定器）

２．照明器具の新設（ＬＥＤ）

３．上記に伴う照明用配線の改修（不良個所の補修・延長等）

１．既存照明器具の撤去（ＨＩＤ）（投光器、ランプ、安定器）

２．照明器具の新設（ＬＥＤ）

３．上記に伴う照明用配線の改修（不良個所の補修・延長等）

Ｂ－２

Ｂ－３

Ｂ－４

Ｂ－５

Ｂ－６

照明操作盤

機器名称

照明分電盤内組込み

仕 様

※点灯方式は現状のままとする

投光器（ＨＩＤ）

機器名称 現状数量 改修後数量

０８

照明塔（Ｂ－６）

投光器（ＬＥＤ）中角

投光器（ＬＥＤ）広角

７

１

投光器（ＬＥＤ）中角

投光器（ＬＥＤ）中角

投光器（ＬＥＤ）広角 １

投光器（ＬＥＤ）広角 １

投光器（ＬＥＤ）広角 １投光器（ＬＥＤ）広角 １

投光器（ＬＥＤ）広角 １

７

７ ７

７

７

投光器（ＬＥＤ）中角投光器（ＬＥＤ）中角

投光器（ＬＥＤ）中角

本　体

パネル ポリカーボネート（透明）

アルミ、アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）

昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、中角配光タイプ

本　体

パネル ポリカーボネート（透明）

アルミ、アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）

照明器具姿図

ＬＥＤ２５０クラス投光器
メタルハライドランプ７００Ｗ相当

ＬＥＤ２５０クラス投光器
メタルハライドランプ７００Ｗ相当

光束４７５００ｌｍ、消費電力２４３Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ 光束４７５００ｌｍ、消費電力２４３Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、広角配光タイプ

グラウンド グラウンド
（中角） （広角）

参考品番：岩崎電気　Ｅ３８３０１Ｍ／ＮＳＡＪ２ 参考品番：岩崎電気　Ｅ３８３０１Ｗ／ＮＳＡＪ２

番号

二級建築士　第7424号
てらい建築設計

寺井　政志

高　　　山　　　市

工事名

図　名

縮　尺

設　計

年月日

設　計

【Ａ２】

原設計図

令和　7年　7月

学校グラウンド照明ＬＥＤ化工事

A2:1/300

A3:1/420

宮中学校　照明設備配置図・機器姿図

15枚の内　14号



照明分電盤（操作盤）

照
明
塔（

Ｂー

６）

改修後詳細図（新設・改修工事）現状詳細図（撤去工事）

番号

二級建築士　第7424号
てらい建築設計

寺井　政志

高　　　山　　　市

工事名

図　名

縮　尺

設　計

年月日

設　計

【Ａ２】

原設計図

令和　7年　7月

学校グラウンド照明ＬＥＤ化工事

機器名称 仕 様 数量 撤去工事 新設工事 改修工事 備 考

投光器（ＨＩＤ）

同上ランプ

同上安定器

投光器（ＬＥＤ）

照明用配線

照明分電盤

コンクリート柱 現状のまま

現状のまま

１本

１式

１式

１面

１式

１０００Ｗ型

Ｍ１０００Ｂ

２００Ｖ　高力率型

約9.3kg

約1.0kg

約15kg

照明架台

既設照明架台に取付

A2:1/50

A3:1/70

２段（上段４台、下段４台）

８台

８本

８台

８台

400700 400

800

700

75
0

18
,4
00

コンクリート柱：既設のまま

照明架台：既設のまま

ＨＩＤ投光器：撤去
※安定器・ランプ共

コンクリート柱：既設のまま

照明架台：既設のまま

ＬＥＤ投光器：新設

照明用配管：既設のまま

照明分電盤：既設のまま

電源用配管：既設のまま

照明用電源線：改修
※不足分の延長・接続
　不良個所の補修（テープ巻き等）

ＥＭ－ＣＥ３．５ｓｑ　※投光器更新に伴い、不足箇所は接続、延長

現状のまま

現状のまま露出配管

鋼板製　屋根付

投光器（ＨＩＤ）

同上ランプ

同上安定器

投光器（ＬＥＤ）

照明用配線

照明分電盤

コンクリート柱 現状のまま

現状のまま

１本

１式

１式

１面

１式

１０００Ｗ型

Ｍ１０００Ｂ

２００Ｖ　高力率型

約9.3kg

約1.0kg

約15kg

照明架台

既設照明架台に取付

２段（上段４台、下段４台）

８台

８本

８台

８台

ＥＭ－ＣＥ３．５ｓｑ　※投光器更新に伴い、不足箇所は接続、延長

現状のまま

現状のまま露出配管

鋼板製　屋根付

投光器（ＨＩＤ）

同上ランプ

同上安定器

投光器（ＬＥＤ）

照明用配線

照明分電盤

コンクリート柱 現状のまま

現状のまま

１本

１式

１式

１面

１式

１０００Ｗ型

Ｍ１０００Ｂ

２００Ｖ　高力率型

約9.3kg

約1.0kg

約15kg

照明架台

既設照明架台に取付

２段（上段４台、下段４台）

８台

８本

８台

８台

ＥＭ－ＣＥ３．５ｓｑ　※投光器更新に伴い、不足箇所は接続、延長

現状のまま

現状のまま露出配管

鋼板製　屋根付

投光器（ＨＩＤ）

同上ランプ

同上安定器

投光器（ＬＥＤ）

照明用配線

コンクリート柱 現状のまま

現状のまま

１本

１式

１式

１面

１式

１０００Ｗ型

Ｍ１０００Ｂ

２００Ｖ　高力率型

約9.3kg

約1.0kg

約15kg

照明架台

既設照明架台に取付

２段（上段４台、下段４台）

８台

８本

８台

８台

ＥＭ－ＣＥ３．５ｓｑ　※投光器更新に伴い、不足箇所は接続、延長

現状のまま

現状のまま露出配管

鋼板製　屋根付

投光器（ＨＩＤ）

同上ランプ

同上安定器

投光器（ＬＥＤ）

照明用配線

照明分電盤

コンクリート柱 現状のまま

現状のまま

１本

１式

１式

１面

１式

１０００Ｗ型

Ｍ１０００Ｂ

２００Ｖ　高力率型

約9.3kg

約1.0kg

約15kg

照明架台

既設照明架台に取付

２段（上段４台、下段４台）

８台

８本

８台

８台

ＥＭ－ＣＥ３．５ｓｑ　※投光器更新に伴い、不足箇所は接続、延長

現状のまま

現状のまま露出配管

鋼板製　屋根付

投光器（ＨＩＤ）

同上ランプ

同上安定器

投光器（ＬＥＤ）

照明用配線

照明分電盤

コンクリート柱 現状のまま

現状のまま

１本

１式

１式

１面

１式

１０００Ｗ型

Ｍ１０００Ｂ

２００Ｖ　高力率型

約9.3kg

約1.0kg

約15kg

照明架台

既設照明架台に取付

２段（上段４台、下段４台）

８台

８本

８台

８台

ＥＭ－ＣＥ３．５ｓｑ　※投光器更新に伴い、不足箇所は接続、延長

現状のまま

現状のまま露出配管

鋼板製　屋根付

照
明
塔（

Ｂー

１）

照
明
塔（

Ｂー

２）

照
明
塔（

Ｂー

３）

照
明
塔（

Ｂー

４）

照
明
塔（

Ｂー

５）

改修内容一覧表

宮中学校　照明柱改修詳細図・改修内容一覧表

15枚の内　15号


